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ま
た
、
現
行
の
著
作
権
法
は
、
明
治
32
年
に
公
布
さ
れ
た
旧
著
作
権
法
を
昭
和
45
年
に

全
面
改
正
し
て
制
定
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
毎
年
の
よ
う
に
改
正
さ
れ
て
き
ま
し 

た
。
そ
の
た
め
、
本
書
に
記
し
た
内
容
も
、
時
代
と
と
も
に
変
わ
り
ゆ
く
著
作
権
に
つ
い

て
、
現
時
点
で
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
基
本
的
に
身
に
つ
け
て
お
き
た
い
最
低
限

の
知
識
を
ま
と
め
た
も
の
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
本
書
を
手
に
す
る
方
々
に
は
、
こ
れ
ら
の
記

述
を
参
考
に
、
さ
ら
な
る
新
し
く
、
創
造
的
な
知
識
を
積
み
重
ね
て
い
た
だ
く
こ
と
を
願

い
ま
す
。

な
お
、
商
標
権
な
ど
、
著
作
権
法
以
外
の
法
律
に
よ
る
保
護
や
権
利
、
デ
ジ
タ
ル
化
に

伴
う
新
た
な
問
題
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
発
行
す
る
本
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
順
次
扱
う

予
定
で
す
。

 

２
０
１
７
年
３
月

 

公
益
社
団
法
人
日
本
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
協
会（
J
A
G
D
A
）

 

創
作
保
全
委
員
長　

味
岡
伸
太
郎

Ｊ
Ａ
Ｇ
Ｄ
Ａ
創
作
保
全
委
員
会
で
は
、
２
０
１
５
年
よ
り「
著
作
権
セ
ミ
ナ
ー
」を
定
期

的
に
開
催
し
、
そ
の
記
録
と
と
も
に
関
連
し
た
内
容
を
ま
と
め
た「
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
た
め
の
本
」シ
リ
ー
ズ
を
２
０
１
６
年
よ
り
発
行
し
て
い
ま
す
。

本
書
は
、
当
委
員
会
が
２
０
０
２
年
に
企
画
・
編
集
し
た『
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ

ナ
ー
の
著
作
権
Ｑ
＆
Ａ
』に
、
そ
の
後
の
法
律
や
制
度
の
改
正
を
ふ
ま
え
た
修
正
を
加
え
、

新
装
版
と
し
て「
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
た
め
の
本
」シ
リ
ー
ズ
第
一
巻
と
し
た
も

の
で
す
。

本
書
で
は
、
主
に
著
作
権
に
つ
い
て
記
し
て
い
ま
す
。
著
作
権
法
で
い
う
著
作
物
と
は

「
思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
芸
、
学
術
、
美
術
又
は
音
楽

の
範
囲
に
属
す
る
も
の
」で
あ
る
た
め
、
も
と
よ
り
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
職
務

に
関
わ
る
全
て
の
法
的
な
問
題
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

『
著
作
権
Q
&
A
』
新
装
版
発
行
に
あ
た
っ
て
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作
品
が《
似
て
い
る
》、《
似
て
い
な
い
》と
い
う
判
断
基
準
は
何
で
す
か
？　
24

ア
イ
デ
ア
や
企
画
は
、
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
ま
す
か
？　
25

コ
ピ
ー
や
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
著
作
権
は
あ
り
ま
す
か
？　
26

レ
イ
ア
ウ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
に
著
作
権
は
あ
り
ま
す
か
？　
27

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
ま
す
か
？　
28

個
人
の
Ｗｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
に
他
人
の
著
作
物
を
勝
手
に
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？　
29

広
告
の
よ
う
に
、
多
数
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
が
共
同
し
て
作
っ
た
制
作
物
の
著
作
権
は
、
誰
に
あ
り
ま
す
か
？　
30

権
利
者
の
許
諾
を
得
な
く
て
も
著
作
物
を
自
由
に
使
え
る
の
は
、
ど
ん
な
場
合
で
す
か
？　
32

他
人
の
著
作
物
を「
引
用
」す
る
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？　
34

画
廊
で
買
っ
た
イ
ラ
ス
ト
の
原
画
を
、
作
者
に
無
断
で
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
に
し
て
販
売
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？　
36

自
分
で
集
め
た
ポ
ス
タ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？　
37

ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
は
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？　
38

他
人
が
作
っ
た
地
図
を
勝
手
に
複
製
し
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？　
40

パ
ロ
デ
ィ
作
品
を
作
る
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？　
41

既
成
書
体
を
使
っ
て
ロ
ゴ
を
制
作
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
す
か
？　
42

一
般
の
人
が
写
っ
て
い
る
写
真
を
広
告
や
ポ
ス
タ
ー
な
ど
に
使
う
こ
と
は
、
肖
像
権
侵
害
に
な
り
ま
す
か
？　
44

目
次

本
書
の
構
成
と
使
い
方　
8

知
的
財
産
権
の
法
律　
9

著
作
権
の
内
容　
10

基
本
編

著
作
権
と
は
ど
の
よ
う
な
権
利
で
す
か
？　
12

著
作
権
を
得
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
？　
14

素
人
が
作
っ
た
作
品
に
も
著
作
権
が
生
じ
ま
す
か
？　
15

著
作
権
は
譲
渡
や
相
続
な
ど
に
よ
っ
て
著
作
者
か
ら
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？　
16

「
著
作
者
」と「
著
作
権
者
」は
ど
う
違
う
の
で
す
か
？　
17

著
作
権
の
保
護
期
間
は
何
年
で
す
か
？　
18

著
作
権
を
守
る
に
は
、
©
マ
ー
ク
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
？　
19

著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？　
20

外
国
人
が
制
作
し
た
著
作
物
は
日
本
で
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
か
？　
22

自
分
の
作
品
が
他
人
の
作
品
と
ソ
ッ
ク
リ
だ
っ
た
場
合
に
は
、
必
ず
著
作
権
侵
害
に
な
り
ま
す
か
？　
23
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資
料
編

相
談
窓
口
・
関
連
団
体
一
覧　
68

「
ベ
ル
ヌ
条
約
」「
万
国
著
作
権
条
約
」加
盟
国
一
覧　

 

70

「
不
正
競
争
防
止
法
」の
概
要　
72

知
的
財
産
権
関
連
法（
抜
粋
）　
76

　

著
作
権
法
抜
粋　
76

　

意
匠
法
抜
粋　
94

　

商
標
法
抜
粋　
98

　

不
正
競
争
防
止
法
抜
粋　
102

　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
契
約
を
交
わ
す
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
す
か
？　
46

他
人
の
著
作
物
を
利
用
す
る
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？　
48

自
分
の
デ
ザ
イ
ン
が
無
断
で
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？　
50

著
作
権
と
意
匠
権
と
の
違
い
は
何
で
す
か
？　
52

意
匠
や
商
標
の
登
録
手
続
き
の
方
法
や
料
金
、
保
護
期
間
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？　
54

事
例
編

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
正
規
納
品
後
の
デ
ザ
イ
ン
を
転
用
さ
れ
た
り
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
流
用
さ
れ
た
場
合
は
？　
58

コ
ン
ペ
で
不
採
用
だ
っ
た
ア
イ
デ
ア
や
プ
レ
ゼ
ン
、
企
画
案
な
ど
が
盗
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
？　
59

自
分
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
マ
ー
ク
が
、
既
に
商
標
登
録
さ
れ
て
い
る
マ
ー
ク
と
偶
然
似
て
い
る
場
合
は
？　
60

制
作
会
社
か
ら
初
版
時
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の
引
き
渡
し
を
要
求
さ
れ
た
の
で
す
が
？　
62

量
産
品
の
お
も
ち
ゃ
製
品
を
モ
チ
ー
フ
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
の
で
す
が
、
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？　
63

会
社
の
業
務
と
し
て
制
作
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
著
作
権
を
、
社
員
の
私
が
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？　
64

類
似
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
場
合
、
著
作
権
と
意
匠
権
の
ど
ち
ら
が
優
先
し
ま
す
か
？　
66
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知
的
財
産
権
の
法
律

「
知
的
財
産
権
」に
は
、
左
記
の
よ
う
な
法
律
が
含
ま
れ
ま
す
。

本
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
法
律
の
う
ち
、
特
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
関
係
の
深
い

部
分
の
法
律
に
つ
い
て
、
著
作
権
法
を
中
心
に
解
説
し
て
い
ま
す
。

［
法
律
］

［
保
護
対
象
］植

物
新
品
種

物
品
の
デ
ザ
イ
ン

産
業
財
産
権

知
的
財
産
権

商
品
形
態
・
営
業
秘
密
な
ど

発
明

半
導
体
集
積
回
路

そ
の
他

考
案

商
品
商
標
・
役
務
商
標

著
作
物

著
作
権

種
苗
法

不
正
競
争
防
止
法

半
導
体
集
積
回
路
配
置
法

意
匠
法

特
許
法

実
用
新
案
法

商
標
法

著
作
権
法

本
書
の
構
成
と
使
い
方

本
書
は
、「
基
本
編
」「
事
例
編
」「
資
料
編
」の
3
部
構
成
で
、

各
編
の
内
容
は
以
下
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。
各 

ペ
ー
ジ
に
は
、
そ
の
内
容
に
関
連
す
る
ペ
ー
ジ
が
示
し
て
あ

り
ま
す
の
で
、
該
当
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、

ど
の
ペ
ー
ジ
か
ら
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
本
文

に
関
係
す
る
法
律
の
条
文
を「
資
料
編
」に
収
録
し
て
い
ま
す

の
で
、
下
の
凡
例
を
参
考
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

「
基
本
編
」：
著
作
権
や
産
業
財
産
権
の
基
本
的
な
知
識
の

う
ち
、
特
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
関
連
す
る
内
容
を
中

心
に
、
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
解
説
し
て
い
ま
す
。

「
事
例
編
」：「
基
本
編
」の
内
容
を
踏
ま
え
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
デ
ザ
イ
ン
の
現
場
で
起
こ
る
一
般
的
な
著
作
権
関
連
の
ト

ラ
ブ
ル
事
例
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
形
式
で
解
説
し
て
い
ま
す
。

「
資
料
編
」：
著
作
権
や
産
業
財
産
権
に
関
す
る
無
料
相
談

窓
口
や
関
連
法
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

凡
例

﹇
意
§
１
―
２︵
３
︶﹈

法
律
名

・
意
＝
意
匠
法

・
商
＝
商
標
法

・
不
＝
不
正
競
争
防
止
法

・
表
記
無
し
＝
著
作
権
法

条

項

号
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基
本
編

著
作
権
の
内
容

著
作
権
に
は
、
左
記
の
よ
う
な
権
利
が
含
ま
れ
ま
す
。

本
書
で
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
う
ち
、
特
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
に
関
係
の
深
い

部
分
の
権
利
に
つ
い
て
解
説
し
て
い
ま
す
。

実
演
家
、
レ
コ
ー
ド
制
作
者
、

放
送
事
業
者
、
有
線
放
送
事
業
者
の
権
利

著
作
権

著
作
隣
接
権

複
製
権
︑
送
信
可
能
化
権
な
ど

著
作
者
の
権
利

著
作︵
財
産
︶権

私
的
録
音
・
録
画
に
関
わ
る
補
償
金
を
受
け
る
権
利
な
ど

複
製
権
︑
展
示
権
︑
公
衆
送
信
権
な
ど

著
作
者
の
権
利

著
作
者
人
格
権

氏
名
表
示
権

同
一
性
保
持
権

公
表
権
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衆
に
提
供
す
る
権
利

（
9
）	

貸
与
権［
§
26
の
3
］：
著
作
物（
映
画
を
除
く
）の
複
製
物
を
貸

与
し
て
公
衆
に
提
供
す
る
権
利

（
10
）	

翻
訳
権
・
翻
案
権
等［
§
27
］：
著
作
物
を
翻
訳
し
た
り
翻
案

（
編
曲
・
変
形
・
脚
色
・
映
画
化
な
ど
）す
る
権
利

２　

著
作
者
人
格
権
の
内
容

（
1
）	

公
表
権［
§
18
］：
自
分
の
著
作
物
を
公
表
す
る
か
し
な
い
か
を
決

め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

（
2
）	

氏
名
表
示
権［
§
19
］：
自
分
の
著
作
物
に
著
作
者
名
を
表
示
す

る
か
し
な
い
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
権
利

（
3
）	

同
一
性
保
持
権［
§
20
］：
自
分
の
著
作
物
を
自
分
の
意
に
反
し
て

勝
手
に
改
変
さ
れ
な
い
権
利

著
作
権
の
内
容［
§
18
～
§
27
］

（
１
）	

複
製
権［
§
21
］：
著
作
物
を
、
印
刷
、
複
写
、
録
音
、
録
画
、

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
複
製
す
る
権
利　

（
２
）	

上
演
権
・
演
奏
権［
§
22
］：
著
作
物
を
公
に
上
演
し
た
り
演
奏

す
る
権
利

（
3
）	

上
映
権［
§
22
の
2
］：
著
作
物
を
公
に
上
映
す
る
権
利

（
4
）	

公
衆
送
信
権
等［
§
23
］：
著
作
物
を
放
送
し
た
り
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
送
信
し
た
り
、
サ
ー
バ
ー
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
権
利

（
5
）	

口
述
権［
§
24
］：
言
語
の
著
作
物
を
公
に
口
述
・
朗
読
す
る
権
利

（
6
）	

展
示
権［
§
25
］：
美
術
や
写
真
の
著
作
物（
原
作
品
に
限
る
）を

公
に
展
示
す
る
権
利

（
7
）	

頒
布
権［
§
26
］：
映
画
の
著
作
物
の
複
製
物（
劇
場
上
映
用
フィ

ル
ム
な
ど
）を
配
給
・
譲
渡
・
貸
与
す
る
権
利

（
8
）	
譲
渡
権［
§
26
の
2
］：
著
作
物（
映
画
を
除
く
）を
譲
渡
し
て
公

「
著
作
財
産
権
」（
単
に「
著
作
権
」と
も
い
い
ま
す
）は
、
著

作
者
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
自
分
の
著
作

物
を
複
製
し
た
り
、
展
示
や
送
信
な
ど
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
権
利
で
す﹇
§
21
〜
§
27
﹈。
言
い
方
を
変
え
る
と
、
自
分
の

著
作
物
を
他
人
に
勝
手
に
複
製
な
ど
さ
れ
な
い
権
利
、
ま
た

は
自
分
の
著
作
物
を
複
製
な
ど
す
る
こ
と
を
他
人
に
許
諾
す

る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
す﹇
§
63
﹈。

「
著
作
者
人
格
権
」は
、
著
作
者
が
自
分
の
著
作
物
を
他
人

が
無
断
で
改
変
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
り
、
著
作
者
の
氏
名

を
自
由
に
表
示
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
す﹇
§
18

〜
§
20
﹈。

著
作
者﹇
§
2
―
１（
2
）﹈は
著
作
物
を
作
っ
た
と
き
に
、
こ

の「
財
産
権
」と「
人
格
権
」の
二
つ
の
権
利
を
自
動
的
に
得
ま

す﹇
§
17
―
1
﹈。

著
作
権
と
は
ど
の
よ
う
な
権
利
で
す
か
？

著
作
権
に
は
、
大
き
く
分
け
て「
財
産
権
」と「
人
格
権
」の
二
つ
の
権
利
が
あ
り
ま
す
︒

QA

1　

著
作︵
財
産
︶権
の
内
容

　
　
︵
本
書
で
は
、
以
下
こ
れ
を「
権
利
範
囲
」と
い
い
ま
す
︶
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著
作
権
は
、
プ
ロ
・
素
人
、
有
名
・
無
名
、
上
手
・
下
手

に
関
係
な
く
権
利
が
発
生
し
ま
す
。
子
供
が
描
い
た
絵
で
も

「
創
作
的
」な
も
の
で
あ
れ
ば
著
作
物
と
な
り
ま
す
。

著
作
権
法
は「
思
想
・
感
情
を
創
作
的
に
表
現
」し
た
も
の

を「
著
作
物
」と
し
て
保
護
し
て
い
ま
す﹇
§
2
―
1（
1
）﹈。「
思

想
・
感
情
」と
い
う
の
は「
人
が
思
っ
た
り
感
じ
た
り
し
た
こ

と
の
成
果
」で
、
動
物
の
感
情
や
客
観
的
な
デ
ー
タ
は
含
ま

れ
ま
せ
ん
。「
創
作
的
に
」と
い
う
の
は
、
作
品
に
知
的
活
動

の
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
成
果
が
表
現
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
趣
旨
で
す
。
し
か
し
、
特
別
に
新
規
で
あ
る

こ
と
や
、
芸
術
的
な
質
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、「
他

人
の
作
品
の
模
倣
」で
は
な
い
独
自
性
が
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う

こ
と
で
す
。

著
作
物
を
作
っ
た
人（
法
人
を
含
む
）を「
著
作
者
」と
い
い

ま
す﹇
§
2
―
1（
2
）﹈（
17
ペ
ー
ジ
参
照
）。
子
供
が「
創
作
的
」に

絵
を
描
け
ば
、
そ
の
子
供
は
そ
の
絵
の
著
作
者
で
あ
り
、
著

作
者
と
し
て「
財
産
権
」と「
人
格
権
」（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）を
持
つ

こ
と
に
な
り
ま
す
。

素
人
が
作
っ
た
作
品
に
も
著
作
権
が
生
じ
ま
す
か
？

プ
ロ
か
素
人
か
、
有
名
か
無
名
か
を
問
わ
ず
、
誰
が
作
っ
た
も
の
で
も
、

「
創
作
的
」で
あ
る
か
ぎ
り
著
作
権
が
生
じ
ま
す
︒

QA

▶文化庁長官官房著作権課　Tel	03-6734-2849（直通）　http://www.bunka.go.jp

著
作
権（
財
産
権
と
人
格
権
）は
、
著
作
物
を
作
っ
た
と
き

に
、
自
動
的
に
発
生
し
ま
す（
作
り
か
け
の
も
の
に
も
発
生
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
）。
登
録
や
届
け
出
な
ど
の
手
続
き
は
一

切
必
要
あ
り
ま
せ
ん﹇
§
17
―
2
﹈。

著
作
権
の
登
録
制
度
も
あ
り
ま
す
が
、
権
利
の
発
生
と
は

関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
登
録
制
度
は
、
既
に
発
生
し
て
い
る
権

利
が
移
転
し
た
場
合
に
誰
が
最
終
の
権
利
者
な
の
か
の
優
劣

を
つ
け
た
り﹇
§
77
﹈、
無
名
や
変
名
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物

の
著
作
者
の
本
名
を
証
明
す
る
た
め﹇
§
75
﹈の
も
の
に
す
ぎ
ず
、

登
録
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
法
律
上
の
保
護
が
与

え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
場
合
の
著
作

権
の
登
録
手
続
き
は
文
化
庁
で
行
い
ま
す﹇
§
78
﹈。

な
お
、
著
作
物
と
し
て
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
登
録
が
絶

対
に
必
要
だ
と
嘘
を
つ
い
て
、
高
額
の
手
数
料
を
取
っ
て
登

録
手
続
き
を
代
行
し
、
大
げ
さ
な「
登
録
済
み
証
明
書
」な
ど

を
発
行
す
る
こ
と
を
ビ
ジ
ネ
ス
に
し
て
い
る
悪
徳
業
者
が
あ

り
ま
す
の
で
、
十
分
お
気
を
付
け
く
だ
さ
い
。

著
作
権
を
得
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
手
続
き
が
必
要
で
す
か
？

手
続
き
は
一
切
必
要
あ
り
ま
せ
ん
︒
著
作
権
は
自
動
的
に
発
生
し   

ま
す
︒

QA
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著
作
物
を
創
作
す
る
と
自
動
的
に
著
作
権（
財
産
権
と
人

格
権
）が
著
作
者
に
発
生
し
ま
す
か
ら（
14
ペ
ー
ジ
参
照
）、
著

作
物
を
創
作
し
た
人
は「
著
作
者
」で
あ
り
、
ま
た「
著
作
権

者
」で
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
財
産
権
を
他
人
に
移
転
し
た

場
合
、
著
作
者
で
は
あ
っ
て
も
著
作
権
者
で
は
な
く
な
り
ま

す
。
他
方
、
著
作
物
を
創
作
し
た
人（
著
作
者
）で
な
く
て
も
、

売
買
・
贈
与
や
相
続
に
よ
っ
て
著
作
者
か
ら
権
利
の
移
転
を

受
け
た
人
は
著
作
権
者
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
権
利
の
移
転
を
受
け
て
著
作
権
者
と
な
っ
た
場

合
で
も
人
格
権
は
移
転
し
て
い
ま
せ
ん
か
ら﹇
§
59
﹈、
著
作
権

者
で
も
、
作
品
の
改
変
な
ど
は
人
格
権
の
侵
害
と
な
り
、
許

さ
れ
ま
せ
ん
。

「
著
作
者
」と「
著
作
権
者
」は
ど
う
違
う
の
で
す
か
？

「
著
作
者
」は
著
作
物
を
創
作
し
た
人
で
、「
著
作
権
者
」は
財
産
権
を
持
っ
て
い
る
人
で
す
︒

QA

著
作
権
は
、
他
人
に
譲
渡
し
た
り
相
続
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す﹇
§
61
―
1
﹈。

た
だ
し
、
著
作
権
の
う
ち
、
移
転
で
き
る
の
は
複
製
権
な

ど
の「
財
産
権
」の
み
で
す
。
著
作
権
が
移
転
し
た
後
も
、「
人

格
権
」は
著
作
者
に
残
っ
て
い
ま
す
の
で﹇
§
59
﹈、
著
作
者
に

黙
っ
て
改
変
す
る
と
人
格
権（
同
一
性
保
持
権
）の
侵
害
に
な

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
著
作
者
が
亡
く
な
れ
ば
人
格
権
は
消

滅
し
ま
す
が
、
著
作
者
の
遺
族
は
人
格
権
侵
害
的
な
行
為
に

つ
い
て
差
止
や
名
誉
回
復
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
す

﹇
§
１
１
６
﹈。

ま
た
、
財
産
権
を
譲
渡
す
る
場
合
も
、
複
製
権
は
Ａ
さ
ん

に
、
公
衆
送
信
権
は
Ｂ
さ
ん
に
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
財
産

権
の「
権
利
範
囲
」（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）の
中
の
各
権
利（「
支
分

権
」と
い
い
ま
す
）ご
と
に
譲
渡
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

な
お
、
著
作
権
を
譲
渡
す
る
場
合
は
、「
著
作
権
譲
渡
契

約
」を
作
成
し
て
お
く
こ
と
が
紛
争
の
回
避
の
た
め
に
ぜ
ひ
必

要
で
す
。
そ
の
中
で
、
変
形
や
二
次
的
利
用
な
ど
の
権
利

（
変
形
・
翻
案
権
）も
譲
渡
す
る
と
明
文
で
記
載
し
な
い
か
ぎ

り
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
移
転
し
な
い
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い

ま
す
の
で﹇
§
61
―
2
﹈、
譲
渡
す
る
側
も
譲
り
受
け
る
側
も
注

意
が
必
要
で
す
。
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
デ
ザ
イ
ン
料
を
支
払
っ

た
り
、
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
を
買
い
取
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

必
ず
し
も
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ど（
著
作
者
）の
著
作
権
が
譲
渡
さ

れ
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

著
作
権
は
譲
渡
や
相
続
な
ど
に
よ
っ
て

著
作
者
か
ら
移
転
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

で
き
ま
す
︒
た
だ
し
、
著
作
者
人
格
権
は
譲
渡
や
相
続
が
で
き
ま
せ
ん
︒

QA
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©
マ
ー
ク
の
有
無
で
、
著
作
権
の
保
護
の
内
容
や
範
囲
が

変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
わ
が
国
で
は
、
著
作
権
の
取

得
や
保
護
、
権
利
主
張
を
す
る
た
め
に
は
何
の
手
続
き
も
要

し
な
い
と
い
う「
無
方
式
主
義
」が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す﹇
§
17

―
2
﹈。
で
す
か
ら
著
作
権
を
守
る
た
め
に
©
表
示
を
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
©
マ
ー
ク
は
、
著
作
権
が
あ
る
こ
と
を

示
す
注
意
喚
起
の
た
め
の
慣
行
的
な
記
号
と
考
え
れ
ば
よ
い

で
し
ょ
う（
Ｃ
は「Copyright

」の
頭
文
字
で
す
）。

無
方
式
主
義
の
著
作
権
保
護
に
関
し
て
は
、「
ベ
ル
ヌ
条

約
」と
い
う
国
際
条
約
が
あ
り
ま
す
。
日
本
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
国
な
ど
、
多
く
の
国
は
以
前
か
ら
こ
の
条
約
に
加
盟
し
て

お
り
、
マ
ー
ク
の
表
示
や
登
録
手
続
き
な
し
で
著
作
権
を
取

得
で
き
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
は
１
９
８
９
年
ま
で
ベ
ル
ヌ
条

約
に
加
盟
せ
ず
に
、
登
録
や
©
マ
ー
ク
な
ど
の
表
示
に
よ
っ

て
著
作
権
を
保
護
す
る「
方
式
主
義
」を
採
用
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
ベ
ル
ヌ
条
約
に
加
盟
し
て
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
で

も
©
マ
ー
ク
の
法
律
上
の
効
力
は
著
し
く
限
定
さ
れ
、
現
在

で
は
©
マ
ー
ク
の
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
著
作

物
に
つ
い
て
無
方
式
の
著
作
権
保
護
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
®
マ
ー
ク（Registered Tradem

ark

）は
、「
登
録

さ
れ
た
商
標
」を
、
Ｔ
Ｍ
マ
ー
ク（Tradem

ark

）は「
登
録
さ
れ

て
い
な
い
商
標
」を
示
し
、
と
も
に
第
三
者
の
使
用
を
防
止
す

る
た
め
に
慣
用
的
に
使
わ
れ
る
も
の
で
す
。

著
作
権
を
守
る
に
は
、
©
マ
ー
ク
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
か
？

©
マ
ー
ク
を
付
け
な
く
て
も
、
著
作
権
は
保
護
さ
れ
ま
す
︒

QA

著
作
権
の
保
護
期
間
は
、
国
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が（
注
1
）、
わ
が
国
で
は
、
自
然
人（
生
き
た
人
間
）

の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
著
作
者
の
死
後
50
年
間
で
す﹇
§
51

―
2
﹈（
亡
く
な
っ
た
翌
年
か
ら
計
算
し
ま
す﹇
§
57
﹈）。
著
作

者
の
生
前
は
も
と
よ
り
、
死
後
の
保
護
期
間
が
経
過
す
る
ま

で
は
、
無
断
で「
権
利
範
囲
」（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）の
利
用
行
為
を

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
保
護
期
間
を
経
過
し
た
著
作

物
は「
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ド
メ
イ
ン
」（
公
有
物
）と
な
り
、
誰
で

も
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、
保
護
期
間

に
は
下
記
の
と
お
り
い
く
つ
か
の
例
外
が
あ
り
ま
す﹇
§
52
〜

§
54
﹈。

ま
た
、
著
作
者
人
格
権
は
、
著
作
者
の
死
に
よ
っ
て
消
滅

し
ま
す
が
、
著
作
者
の
遺
族
は
著
作
者
が
生
き
て
い
れ
ば
人

格
権
の
侵
害
と
な
っ
た
は
ず
の
行
為
を
差
止
め
る
権
利
が
あ

り
ま
す
の
で﹇
§
１
１
６
﹈、
著
作
者
が
死
亡
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

作
品
を
勝
手
に
改
変
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん﹇
§
60
﹈。

著
作
権
の
保
護
期
間
は
何
年
で
す
か
？

自
然
人
の
場
合
は
、
原
則
と
し
て
著
作
者
の
死
後
50
年
で
す
︒

QA

保
護
期
間
の
例
外

（
1
）	

無
名
・
変
名
の
著
作
物［
§
52
］：
公
表
後
50
年（
実
名
登
録
が

あ
っ
た
場
合
な
ど
は
死
後
50
年
）

（
2
）	

団
体
名
義
の
著
作
物［
§
53
］：
公
表
後
50
年

（
3
）	

映
画
の
著
作
物［
§
54
］：
公
表
後
70
年

※
注
1
：
各
国
の
著
作
権
の
保
護
期
間

　

死
後
１
０
０
年　

メ
キ
シ
コ

　

死
後
80
年　

コ
ロ
ン
ビ
ア

　

死
後
70
年　

ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
イ
タ
リ
ア
、

　
　
　
　
　
　

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ブ
ラ
ジ
ル
、
ロ
シ
ア
、
韓
国

　

死
後
60
年　

イ
ン
ド

　

死
後
30
年　

イ
ラ
ン
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著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
て
い
る
著
作
物
の
種
類［
§
10
―
1
］

（
1
）	

言
語
の
著
作
物
：
小
説
、
脚
本
、
論
文
、
講
演
な
ど（
事
実
の
伝

達
に
す
ぎ
な
い
雑
報
や
時
事
報
道
は
除
く
）

（
2
）	

音
楽
の
著
作
物

（
3
）	

舞
踊（
振
付
）ま
た
は
無
言
劇（
パ
ン
ト
マ
イ
ム
）の
著
作
物

（
4
）	

美
術
の
著
作
物
：
絵
画
、
版
画
、
彫
刻
、
美
術
工
芸
品
、
グ
ラ

フィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
作
品
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど

（
5
）	

建
築
の
著
作
物

（
6
）	

地
図
・
図
形
の
著
作
物
：
図
形
は
、
学
術
的
な
性
質
を
持
っ
た

図
面
、
図
表
、
模
型
な
ど

（
7
）	

映
画
の
著
作
物

（
8
）	

写
真
の
著
作
物

（
9
）	

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物

な
お
、（
１
）～（
９
）の
ジ
ャ
ン
ル
と
は
別
に
、
次
の
形
態
の
著
作
物
も
保
護

さ
れ
ま
す
︒

（
10
）	

二
次
的
著
作
物［
§
11
］：
著
作
物
の
翻
訳
、
編
曲
、
変
形
、
脚

色
、
映
画
化
な
ど
に
よ
っ
て
創
作
し
た
も
の

（
11
）	

編
集
著
作
物［
§
12
］：
素
材
の
選
択
や
配
列
が
創
作
的
な
編
集
物

（
12
）	

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物［
§
12
の
2
］：
情
報
の
選
択
や
体
系
的

な
構
成
に
よ
っ
て
創
作
性
が
あ
る
も
の

著
作
権
法
は
、
左
ペ
ー
ジ
の（
１
）〜（
９
）の
よ
う
な
著
作

物
を
保
護
対
象
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
が﹇
§
10
―
1
﹈、
こ
れ

は
あ
く
ま
で
も
例
示
で
す
。（
１
）〜（
９
）以
外
の
新
し
い 

ジ
ャ
ン
ル
の
創
作
物
が
出
現
し
た
場
合
で
も
、
著
作
物
と
し

て
の
要
件（
15
ペ
ー
ジ
参
照
）が
満
た
さ
れ
る
か
ぎ
り
保
護
さ
れ

ま
す
。

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
は
著
作
権
の
保
護
対
象
と
し
て

著
作
権
法
に
例
示
さ
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
ほ
と
ん
ど
の
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
作
品
は
、「
美
術
の
著
作
物
」と
し

て
保
護
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
一
方
、
グ
ラ
フ

ィ
ッ
ク
以
外
の
デ
ザ
イ
ン
の
多
く
は
、
意
匠
法
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
て
い
る
関
係
か
ら
、
全
て
の
デ
ザ
イ
ン
ジ
ャ
ン
ル

（
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ
イ
ン
や
衣
装
デ
ザ
イ
ン
な
ど
）が

著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
が（
52
ペ
ー
ジ
参

照
）、
少
な
く
と
も
ア
イ
デ
ア
ス
ケ
ッ
チ
や
デ
ザ
イ
ン
画
と
し

て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
ば
、「
美
術
の
著
作
物
」に
含
ま

れ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

な
お
、
憲
法
や
法
令
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
告
示
、
裁

判
所
の
判
決
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
翻
訳
物
・
編
集
物
で
国
や

地
方
公
共
団
体
が
作
成
し
た
も
の
な
ど
は
、
著
作
物
と
し
て

保
護
さ
れ
ま
せ
ん﹇
§
13
﹈。

著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
作
品
の
ジ
ャン
ル
に
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

文
芸
、
絵
画
、
音
楽
ば
か
り
で
な
く
、
コ
ン
ピュー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
、

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
新
た
な
ジ
ャン
ル
も
保
護
の
対
象
と
な
り
ま
す
︒

QA
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他
人
が
作
っ
た
著
作
物
と
偶
然
同
じ
よ
う
な
作
品
が
で
き

て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
後
か
ら
作
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
も

著
作
権
侵
害
に
は
な
り
ま
せ
ん（
著
作
権
は「
相
対
的
な
権

利
」で
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
）。

し
か
し
、
他
人
の
作
品
を
見
て（
ア
ク
セ
ス
し
て
）、
ア
イ

デ
ア
や
作
風
を
超
え
て
具
体
的
な
表
現
ま
で
自
分
の
作
品
の

中
に
取
り
込
め
ば
、
著
作
権
侵
害
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

に
、
著
作
権
侵
害
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
第
一
に
他
人
の
著

作
物
へ
の「
ア
ク
セ
ス
」の
有
無
に
よ
っ
て
、
第
二
に
両
作
品

が
同
一
ま
た
は
類
似
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま

す
。
ア
ク
セ
ス
が
ま
っ
た
く
な
け
れ
ば
、
両
作
品
が
類
似
し

て
い
て
も
権
利
侵
害
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
、
意
匠
権
や
商
標
権
な
ど
の
産
業
財
産
権
の
場

合
は
、
先
に
登
録
さ
れ
て
い
る
デ
ザ
イ
ン
や
マ
ー
ク
と
同
じ

ま
た
は
似
て
い
る
も
の
は
、
た
と
え
偶
然
の
一
致
で
も
、
使

う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
こ
れ
ら
は「
絶
対
的
な
権
利
」で
あ
る

と
い
わ
れ
ま
す（
54
、
60
ペ
ー
ジ
参
照
）。

自
分
の
作
品
が
他
人
の
作
品
と
ソ
ッ
ク
リ
だ
っ
た
場
合
に
は
、

必
ず
著
作
権
侵
害
に
な
り
ま
す
か
？

偶
然
ソ
ッ
ク
リ
だ
っ
た
場
合
は
、
権
利
侵
害
に
は
な
り
ま
せ
ん
︒

QA

日
本
で
保
護
さ
れ
る（
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）著
作
物
は
、

日
本
国
民
の
も
の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
著
作
者
の
国
籍

に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
最
初
に
発
行
さ
れ
た
著
作
物
な
ど

も
国
際
条
約
に
よ
っ
て
保
護
の
義
務
を
負
っ
て
い
ま
す﹇
§
6

（
3
）﹈。
著
作
権
に
関
す
る
国
際
条
約
に
は
、「
ベ
ル
ヌ
条
約
」

と「
万
国
著
作
権
条
約
」の
二
つ
が
あ
り
ま
す
。
日
本
は
両
方

の
条
約
に
加
盟
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
条
約

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
著
作
物（
下
記
参
照
）を
日
本
で
利

用
す
る
場
合
は
、
日
本
の
著
作
権
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
ま

す
。
逆
に
、
日
本
人
の
著
作
物
も
、
条
約
に
加
盟
し
て
い
る

国
で
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
の
著
作
権
法
で
保
護
さ

れ
ま
す
。

外
国
人
が
制
作
し
た
著
作
物
は
日
本
で
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

国
際
条
約
加
盟
国
の
国
民
の
著
作
物
は
、
日
本
の
著
作
権
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
ま
す
︒

ま
た
、
著
作
者
の
国
籍
に
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
で
最
初
に
発
行
さ
れ
た
著
作
物
は
、

国
際
条
約
へ
の
加
盟
の
是
非
を
問
わ
ず
保
護
さ
れ
ま
す
︒

QA

条
約
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
著
作
物

（
1
）﹁
ベ
ル
ヌ
条
約
﹂に
加
盟
し
て
い
る
国
の
国
民
の
著
作
物

（
2
）﹁
ベ
ル
ヌ
条
約
﹂に
加
盟
し
て
い
る
国
で
最
初
に
発
行
さ
れ
た
著
作
物

（
3
）﹁
万
国
著
作
権
条
約
﹂に
加
盟
し
て
い
る
国
の
国
民
の
著
作
物

（
4
）﹁
万
国
著
作
権
条
約
﹂に
加
盟
し
て
い
る
国
で
最
初
に
発
行
さ
れ
た
著

作
物

※
Ｗ
Ｔ
Ｏ（
世
界
貿
易
機
関
）の
加
盟
国
は
、﹁
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
﹂に
よ
っ

て﹁
ベ
ル
ヌ
条
約
﹂の
規
定
す
る
保
護
内
容
を
遵
守
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
︒

※﹁
ベ
ル
ヌ
条
約
﹂、﹁
万
国
著
作
権
条
約
﹂お
よ
び﹁
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
﹂の

加
盟
国
は
、
70
ペ
ー
ジ
参
照
︒
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著
作
権
法
は「
表
現
さ
れ
た
も
の
」を
保
護
し
ま
す
が﹇
§
2

―
1（
1
）﹈、
そ
の
背
後
の
ア
イ
デ
ア
、
企
画
、
構
想
、
シ
ス

テ
ム
、
理
論
、
原
案
な
ど
は
保
護
し
ま
せ
ん
。

よ
く「
ア
イ
デ
ア
を
真
似
さ
れ
た
」と
い
う
話
を
聞
き
ま
す

が
、
ア
イ
デ
ア
が
同
じ
で
も
具
体
的
な
表
現
が
違
っ
て
い
れ

ば
、
著
作
権
法
上
は
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。「
作
風
」に
つ
い
て

も
同
様
で
、
作
風
が
似
て
い
て
も
、
実
際
に
表
現
さ
れ
た
も

の
が
似
て
い
な
け
れ
ば
、
モ
ラ
ル
面
は
別
に
し
て
、
少
な
く

と
も
著
作
権
侵
害
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、「
ア
イ
デ
ア
」と「
表
現
」の
境
界
は
微
妙
で
す
。

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
な
ど
の
視
覚
的
・
平
面
的
な
作
品

で
は
、
ア
イ
デ
ア
と
表
現
の
区
別
は
比
較
的
簡
単
で
す
が
、

ド
ラ
マ
、
編
集
物
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
で
は
、

そ
の
区
別
が
難
し
く
、
わ
が
国
で
も「
ア
イ
デ
ア
か
表
現
か
」

を
め
ぐ
る
法
的
紛
争
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

一
般
論
と
し
て
は
、
一
定
の
構
想
や
企
画
の
下
で
多
数
の

作
者
が
個
別
に
創
作
を
試
み
て
も
、
結
果
と
し
て
同
一
の
表

現
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は「
ア
イ
デ
ア
と
表

現
の
融
合
」と
し
て
、
そ
の
表
現
に
は
著
作
物
と
し
て
の
保
護

は
及
ば
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
給
与
計
算
を
行
う

た
め
の
簡
単
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
が
そ
の
例

で
、
同
一
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
言
語
を
使
え
ば
、
誰
が
プ
ロ
グ
ラ

ミ
ン
グ
を
し
て
も
、
結
果
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
で
し
ょ

う
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
著
作
権
の
保
護
は
及
ば

な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ア
イ
デ
ア
や
企
画
は
、
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
ま
す
か
？

保
護
さ
れ
ま
せ
ん
︒
著
作
権
法
は
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
け
を
保
護
し
ま
す
︒

QA

例
え
ば
、
裁
判
の
手
続
き
で
二
つ
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ

イ
ン
の
作
品
が《
似
て
い
る
》、《
似
て
い
な
い
》と
い
う
見
解

が
分
か
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
法
律
家
で
は
な
く
、
経
験

豊
か
な
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
、
中
立
的
な
立
場
で

職
業
的
な
熟
練
や
知
識
を
生
か
し
て
判
断
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

し
か
し
、
一
概
に《
似
て
い
る
》と
い
っ
て
も
、
ア
イ
デ
ア

や
作
風
が
似
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
具
体
的
な
表
現
に
は
類

似
性
が
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、《
似
て
い
る
》か
ど

う
か
の
判
断
は
、
単
純
な
コ
ピ
ー
的
な
作
品
と
翻
案
的
な
作

品
と
で
は
基
準
が
異
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
編
集
物
に
関
す
る

判
例
で
は
、
会
社
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
な
ど
の
各
ペ
ー
ジ
の

個
々
の
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
は《
似
て
い
な
い
》場
合
で
も
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
全
体
の
構
成
が《
似
て
い
る
》か
ら
権
利
侵
害
に
な

る
と
さ
れ
た
例
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、《
似
て
い

る
》、《
似
て
い
な
い
》の
判
断
は
法
的
な
判
断
で
も
あ
り
ま
す
。

《
似
て
い
る
》、《
似
て
い
な
い
》は
個
別
的
に
判
断
せ
ざ
る

を
得
な
い
も
の
で
す
が
、
結
局
は「
ど
の
程
度
ま
で
似
て
い
て

も
よ
い
か
」と
い
う
デ
ザ
イ
ン
業
界
の
常
識
や
職
業
的
な
モ

ラ
ル
が
判
断
の
基
準
に
な
る
で
し
ょ
う
。

作
品
が《
似
て
い
る
》、《
似
て
い
な
い
》と
い
う
判
断
基
準
は
何
で
す
か
？

一
般
的
な
基
準
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャン
ル
の
著
作
物
ご
と
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
専
門
家︵
著
作
者
︶が
個
々
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

QA
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今
の
と
こ
ろ
、
レ
イ
ア
ウ
ト
自
体
が
著
作
物
と
し
て
保
護

さ
れ
る
と
い
う
判
例
や
学
説
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
前

述（
24
ペ
ー
ジ
参
照
）の
会
社
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を「
編
集
著

作
物
」と
し
て
保
護
す
る
と
い
う
判
決
は
、
見
方
に
よ
っ
て
は

「
素
材
の
選
択
・
配
列
」を
超
え
た
レ
イ
ア
ウ
ト
自
体
を
保
護

し
た
も
の
と
い
え
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
画
集
や
漫
画
本
な
ど
視
覚
的
な
要
素
の
強
い
編
集

著
作
物
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に
は
、
ア
イ
デ
ア
を
超
え
た「
表
現
」

の
要
素
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
引
用
対
象
の

漫
画
の
コ
マ
割
り
を
引
用
者
が
勝
手
に
変
更
し
た
こ
と
が
漫

画
作
者
の
同
一
性
保
持
権（
著
作
者
人
格
権
）の
侵
害
と
な
る

と
す
る
判
例
も
、
結
果
と
し
て
コ
マ
割
り
と
い
う
レ
イ
ア
ウ

ト
の
表
現
を
保
護
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
反
面
、

言
語
的
な
要
素
の
強
い
現
代
用
語
辞
典
類
の
レ
イ
ア
ウ
ト
に

つ
い
て
は
、
著
作
権
の
保
護
が
及
ば
な
い
こ
と
を
明
示
す
る

判
例
も
あ
り
ま
す
。

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
の
領
域
の
一
つ
で
あ
る
レ
イ
ア

ウ
ト
デ
ザ
イ
ン
に
著
作
権
が
あ
る
と
い
う
立
場
を
徹
底
す
れ

ば
、
編
集
の
素
材
と
は
無
関
係
の
汎
用
的
な
レ
イ
ア
ウ
ト
自

体
の
保
護
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
典
型
例
で

あ
る
未
記
入
の「
業
務
ダ
イ
ア
リ
ー
」や「
証
券
用
紙
」に
つ
い

て
は
、「
思
想
・
感
情
の
表
現
」が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由

に
著
作
物
性
が
否
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
結
局
、
レ
イ
ア
ウ
ト

の
デ
ザ
イ
ン
は
、
視
覚
的
な
作
品
の
著
作
物
性
を
判
断
す
る

一
つ
の
要
素
と
し
て
保
護
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
い
う
の
が

現
状
で
す
。

レ
イ
ア
ウ
ト
の
デ
ザ
イ
ン
に
著
作
権
は
あ
り
ま
す
か
？

今
の
と
こ
ろ
、「
な
い
」と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

QA

コ
ピ
ー
や
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
い
っ
た
表
現
の
ジ
ャ
ン

ル
だ
け
で
著
作
権
の
有
無
が
決
ま
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
一
般
に
は
、
コ
ピ
ー
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、
題
名
な

ど
の
き
わ
め
て
短
い
言
語
表
現
に
は
、
著
作
権
の
保
護
は
な

い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
や
っ
ぱ
り
×
×
だ
！
」、「
長
年
の

悩
み
が
○
○
で
解
消
…
」な
ど
の
短
い
表
現
で
は「
思
想
・
感

情
」を「
創
作
的
に
表
現
」し
き
れ
な
い
こ
と
、
こ
れ
を
独
占
さ

せ
る
と
自
由
な
言
語
表
現
の
幅
が
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
、

短
い
も
の
に
は「
あ
り
き
た
り
の
表
現
」が
多
い
こ
と
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
開
高
健
氏
の
作
品
、「
ト
リ
ス
を
飲
ん
で
ハ

ワ
イ
へ
行
こ
う
」と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
コ
ピ
ー
も
保
護
さ
れ

な
い
一
例
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
反
面
、
比
較
的
長
い
コ

ピ
ー
で
創
作
性
の
高
い
も
の
は
、「
言
語
の
著
作
物
」と
し
て

保
護
さ
れ
る
場
合
が
多
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
俳
句
や
川
柳

な
ど
は
、
著
作
物
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
短
い
コ
ピ
ー
や
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
も
、
文
字

商
標
と
し
て
商
標
登
録
さ
れ
る
こ
と
で
保
護
さ
れ
る
可
能
性

は
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
上
記
の
ト
リ
ス
の
コ
ピ
ー
の
よ
う
に

反
復
し
て
使
用
さ
れ
る
う
ち
に
一
般
に
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
コ
ピ
ー
や
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
、
ネ
ー
ミ
ン
グ
を

他
社
が
勝
手
に
使
う
と
、
不
正
競
争
防
止
法（
72
ペ
ー
ジ
参
照
）

上
の
差
止
め
や
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
り

ま
す
。

コ
ピ
ー
や
キ
ャッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
著
作
権
は
あ
り
ま
す
か
？

一
般
的
に
は
、「
な
い
」と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

QA
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イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
場
合
、
個
人
の
Ｗｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
で
も
、

他
人
の
著
作
物
を
勝
手
に
複
製
し
て
取
り
込
む
こ
と
は
、
複

製
権
の
侵
害
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
他
人
の
著
作
物
を
勝

手
に
複
製
し
た
Ｗｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公

開
す
る
と
、
さ
ら
に
著
作
物
を
公
衆
に
送
信
す
る
権
利（
公

衆
送
信
権
）の
侵
害
に
な
り
ま
す
。

「
公
衆
送
信
権
」に
は
、
著
作
物
を
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
な
ど
の

サ
ー
バ
ー
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
権
利（
送
信
可
能
化
権
）も

含
ま
れ
ま
す
の
で﹇
§
23
﹈、
実
際
に
送
信
が
行
わ
れ
て
い
な
く

て
も
、
他
人
の
著
作
物
を
勝
手
に
複
製
し
た
Ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ

を
サ
ー
バ
ー
に
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
だ
け
で
、
公
衆
送
信
権

の
侵
害
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
著
作
権
法
の「
公
衆
」に
は
、
不
特
定
多
数
だ
け
で

な
く「
特
定
多
数
」も
含
ま
れ
ま
す﹇
§
2
―
5
﹈。
で
す
か
ら
、

社
内
の
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て「
特
定
多
数
」の
社
員
を

対
象
に
著
作
物
を
送
信
す
る
場
合
も「
公
衆
」へ
の
送
信
と
な

り
、
そ
の
著
作
物
の
公
衆
送
信
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

個
人
の
Ｗｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
に
他
人
の
著
作
物
を

勝
手
に
取
り
込
む
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

著
作
権
者
の
複
製
権
お
よ
び
公
衆
送
信
権
を
侵
害
す
る
の
で
、
許
諾
が
必
要
で
す
︒

QA

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
は
、
本
来
は
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
に
視
覚
的
に
表
現
さ
れ
た
登
場
人
物
や
動
物
を
指
し

ま
す
。
ま
た「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
権
」と
は
、
こ
れ
ら
の
登
場
人

物
な
ど
の
容
貌
、
姿
態
、
性
格
な
ど
を
商
品
に
利
用
さ
せ
る

権
利
を
い
い
ま
す
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
視
覚
的
な
面
は「
美

術
の
著
作
物
」と
し
て
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
、
こ
れ
を
平

面
・
立
体
の
商
標
と
し
て
登
録
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
著
名
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
視
覚
表
現
や
名
前
を
無
許
諾
で

営
業
的
に
利
用
す
れ
ば
、
不
正
競
争
防
止
法
上
の「
不
正
競

争
」行
為
と
し
て
の
規
制
を
受
け
ま
す（
72
ペ
ー
ジ
参
照
）。

従
来
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
え
ば「
ミ
ッ
キ
ー
マ
ウ
ス
」、

「
ポ
パ
イ
」、「
サ
ザ
エ
さ
ん
」の
よ
う
に
、
先
行
す
る
連
載
漫

画
や
ア
ニ
メ
映
画
な
ど
が
あ
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
、
こ
の
場

合
に
は
、
無
断
利
用
は
、「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
権
」を
持
ち
出
す

ま
で
も
な
く
、
先
行
著
作
物
の
一
部
を
勝
手
に
切
り
取
る
行

為
と
し
て
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
映
画
の
著
作
権
侵
害
に
あ
た
る

も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
現
在
で
は
、「
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
」（
サ
ン
リ
オ
）や

「
ど
ー
も
く
ん
」（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
衛
星
放
送
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）、「
く

ま
モ
ン
」（
熊
本
県
の
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）な
ど
の

よ
う
に
、
先
行
著
作
物
の
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
数
多
く
発

表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
タ
イ
プ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い

て
は
著
作
権
法
の
保
護
が
及
ば
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

模
倣
さ
れ
な
い
う
ち
に
商
標
や
意
匠
と
し
て
登
録
し
て
お
く

こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
も
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
ま
す
か
？

著
作
権
法
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
法
律
で
保
護
さ
れ
ま
す
︒

QA
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分
離
し
て
利
用
で
き
な
い
場
合
に
限
ら
れ
ま
す﹇
§
2
―
1

（
12
）﹈。
例
え
ば
一
つ
の
歌
曲
で
も
、
歌
詞
と
曲
は
分
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
し
、
一
冊
の
本
で
も
、
章
ご
と
に
違
う
人
が

書
い
た
場
合
は
、
明
確
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
共

同
著
作
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
共
同
著
作
物
の
著
作

権
お
よ
び
著
作
者
人
格
権
は
、
全
員
の
合
意
に
よ
ら
な
け
れ

ば
行
使
で
き
ま
せ
ん﹇
§
64
、
§
65
﹈。

こ
の
よ
う
に
、
複
数
の
制
作
者
が
広
告
デ
ザ
イ
ン
を
制
作

す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
紛
争
回
避
の
た
め
、
ス
タ
ー
ト
前

に
右
記
Ａ
Ｂ
両
面
の
契
約
を
交
わ
し
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠

で
す
。

複
数
の
人
が
共
同
で
制
作
す
る
制
作
物
の
著
作
権
を
誰
に
、

ど
の
範
囲
で
帰
属
さ
せ
る
か
は
、
Ａ「
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の

契
約
」お
よ
び
Ｂ「
複
数
の
制
作
者
の
間
の
契
約
」の
組
み
合

わ
せ
に
よ
っ
て
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
お
、

Ｂ
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
人
が
同
じ
会
社
の
従
業
員
で
あ
る

場
合
、
会
社
の
企
画
に
基
づ
い
て
会
社
の
業
務
と
し
て
制
作

さ
れ
、
会
社
名
で
公
表
さ
れ
る
制
作
物
の
著
作
権
は
、「
原
則

と
し
て
」最
初
か
ら
そ
の
会
社
に
帰
属
し
ま
す（
会
社
が「
著

作
者
」と
な
り
ま
す﹇
§
15
﹈）の
で
、
契
約
は
不
要
で
す（
64
ペ

ー
ジ
参
照
）。

二
人
以
上
が
共
同
し
て
作
品
を
制
作
し
、
各
人
の
寄
与
分

を
分
離
し
て
利
用
で
き
な
い
と
き
は
、
著
作
権
法
上
の「
共

同
著
作
物
」﹇
§
2
―
1（
12
）﹈と
な
り
、
制
作
者
全
員
が
著
作

者
と
し
て
著
作
権
を
共
有
し
ま
す
。
た
だ
し
、
共
同
著
作
物

の
著
作
者
の
範
囲
は
、
作
品
の
形
成
に
創
作
的
に
寄
与
し
た

人
に
限
ら
れ
、
指
示
を
忠
実
に
実
行
し
た
だ
け
の
補
助
者
な

ど
は
、
著
作
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
原
案
や
ア
イ
デ

ア
を
出
し
た
だ
け
の
人
も
、
除
外
さ
れ
ま
す
。

ク
ラ
イ
ア
ン
ト（
発
注
者
）の
立
場
は
微
妙
で
す
。
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
の
指
示
が「
ア
イ
デ
ア
」を
伝
え
る
だ
け
の
場
合
に
は
、

そ
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
著
作
者
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
指
示

の
内
容
が
具
体
的
な
表
現
に
及
ん
で
い
る
場
合
に
は
、
ク
ラ

イ
ア
ン
ト
も
著
作
者
の
一
人
と
な
る
余
地
が
あ
り
ま
す
。
ク

ラ
イ
ア
ン
ト
の
微
妙
な
地
位
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、

Ａ
の
タ
イ
プ
の
契
約
が
必
要
で
す（
46
ペ
ー
ジ
参
照
）。

共
同
著
作
物
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
作
っ
た
部
分
を

広
告
の
よ
う
に
、
多
数
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
が
共
同
し
て
作
っ
た

制
作
物
の
著
作
権
は
、
誰
に
あ
り
ま
す
か
？

契
約
が
あ
れ
ば
そ
れ
に
従
い
、
な
い
場
合
は
共
同
し
て
作
っ
た
人
全
員
に
あ
り
ま
す
︒
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者
の
許
諾
が
必
要
で
す
）︒

（
6
）	

美
術
の
著
作
物
等
の
展
示
に
伴
う
複
製［
§
47
］：
美
術
作
品
や

写
真
作
品
の
展
覧
会
の
主
催
者
な
ど
は
、
観
客
に
対
す
る
作
品
の

解
説
や
紹
介
を
目
的
に
、
展
示
対
象
の
作
品
を
小
冊
子（
豪
華
な

カ
タ
ロ
グ
は
含
ま
な
い
）に
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

（
7
）	

そ
の
他
：
次
の
よ
う
な
場
合
も
、
著
作
物
を
著
作
権
者
の
許
諾
が

な
く
て
も
利
用
で
き
ま
す
︒

・
写
真
撮
影
の
際
の﹁
写
り
込
み
﹂等［
§
30
の
２
～
４
］：
い
わ
ゆ

る
日
本
版
フ
ェ
ア
ユ
ー
ス（
公
正
な
利
用
）と
し
て
認
め
ら
れ
る	

も
の
︒

・
図
書
館
等
に
お
け
る
複
製［
§
31
］：
図
書
館
が
そ
の
利
用
者

に
対
し
、
所
蔵
図
書
な
ど
の
著
作
物
の
一
部
を
、
一
人
1
部
に

か
ぎ
り
複
製
さ
せ
る
こ
と
︒

・
教
科
用
図
書
等
へ
の
掲
載［
§
33
］：
学
校
教
育
の
目
的
上
必

要
な
範
囲
内
で
、
著
作
物
を
教
科
書
に
掲
載
す
る
こ
と（
た
だ

し
、
著
作
権
者
に
補
償
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）︒

・
学
校
教
育
番
組
の
放
送
等［
§
34
］

・
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製［
§
35
］

・
試
験
問
題
と
し
て
の
複
製［
§
36
］	

・
点
字
に
よ
る
複
製
等［
§
37
］

・
聴
覚
障
害
者
の
た
め
の
複
製
、
自
動
公
衆
送
信［
§
37
の
2
］

・
時
事
問
題
に
関
す
る
論
説
の
転
載
等［
§
39
］

・
政
治
上
の
演
説
等
の
利
用［
§
40
］

・
時
事
の
事
件
の
報
道
の
た
め
の
利
用［
§
41
］

・
裁
判
手
続
等
に
お
け
る
複
製［
§
42
］

・
行
政
機
関
情
報
公
開
法
等
に
よ
る
開
示
の
た
め
の
利
用
等	

［
§
42
の
2
～
４
］

・
放
送
事
業
者
等
に
よ
る
一
時
的
固
定［
§
44
］	

・
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
の
複
製
物
の
所
有
者
に
よ
る
複
製
等

［
§
47
の
３
～
10
］：
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
購
入
者
な
ど

の
所
有
者
が
、
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
の
た
め
に
必
要
な
範
囲
内
で
複
製

し
た
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
機
種
に
合
わ
せ
て
必
要
な
範
囲
内
で

改
良
す
る
こ
と
等
︒

著
作
物
を
許
諾
を
得
ず
に
利
用
で
き
る
場
合

（
1
）	

私
的
使
用
の
た
め
の
複
製［
§
30
］：
個
人
的
な
、
あ
る
い
は
家
庭

内
で
の
使
用
が
目
的
で
あ
れ
ば
、
許
諾
を
得
ず
に
著
作
物
を
複
製

す
る
こ
と（
Ｃ
Ｄ
を
テ
ー
プ
に
ダ
ビ
ン
グ
し
た
り
、
テ
レ
ビ
を
録
画

し
た
り
、
本
を
コ
ピ
ー
し
た
り
す
る
こ
と
）が
で
き
ま
す
︒
た
だ
し
、

個
人
の
Ｗ
ｅ
ｂ
ペ
ー
ジ
に
他
人
の
音
楽
や
絵
や
文
章
を
載
せ
る
こ
と

は
、
私
的
複
製
の
範
囲
を
超
え
、﹁
複
製
﹂お
よ
び﹁
公
衆
送
信
﹂に

つ
い
て
権
利
者
の
許
諾
が
必
要
で
す（
29
ペ
ー
ジ
参
照
）︒

（
2
）	

引
用［
§
32
］：
一
度
公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
一
定
の
条
件
を
満

た
せ
ば
、
一
部
分
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
34
ペ
ー
ジ
参

照
）︒

（
3
）	

営
利
を
目
的
と
し
な
い
公
の
上
演
な
ど［
§
38
］：﹁
利
益
を
目
的

に
し
な
い
﹂、﹁
聴
衆
か
ら
入
場
料
な
ど
を
取
ら
な
い
﹂、﹁
出
演
者

に
謝
礼
を
支
払
わ
な
い
﹂と
い
う
条
件
を
満
た
せ
ば
、
公
の
場
で
演

劇
を
上
演
し
た
り
、
音
楽
を
演
奏
し
た
り
、
映
画
を
上
映
す
る

な
ど
に
つ
い
て
は
、
各
著
作
権
者
の
許
諾
は
不
要
で
す
︒

（
4
）	

美
術
・
写
真
の
原
作
品
の
所
有
者
に
よ
る
展
示［
§
45
］：
美
術

作
品
や
写
真
作
品
の
原
作
品
の
所
有
者
が
そ
の
所
有
作
品
を
展
覧

会
な
ど
に
展
示
す
る
場
合
、
展
覧
会
の
有
料
・
無
料
を
問
わ
ず
、

著
作
権
者
の
許
諾
は
不
要
で
す（
37
ペ
ー
ジ
参
照
）︒

（
5
）	

公
共
的
な
場
所
に
あ
る
美
術
作
品
や
建
築
物
の
複
製［
§
46
］：

公
園
や
広
場
な
ど
の
屋
外
に
常
時
展
示
さ
れ
て
い
る
彫
刻
な
ど
の

美
術
作
品
や
建
築
物
は
、
撮
影
や
ス
ケ
ッ
チ
の
対
象
と
し
て
許
諾

を
得
ず
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
た
だ
し
、
そ
の
作
品
自

体
を
増
製
し
た
り
絵
は
が
き
な
ど
と
し
て
販
売
す
る
に
は
著
作
権

他
人
の
著
作
物
は
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
な
く
て
も
一

定
の
範
囲
内
で
利
用
で
き
る
場
合（
つ
ま
り
、
権
利
者
の
側

か
ら
見
る
と
、
権
利
が
制
限
さ
れ
る
場
合
）が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
、
著
作
権
法
が
限
定
的
に
列
挙
し
て
い
る
次
の
よ
う
な

場
合
で
す﹇
§
30
〜
§
47
の
10
﹈。

権
利
者
の
許
諾
を
得
な
く
て
も

著
作
物
を
自
由
に
使
え
る
の
は
、
ど
ん
な
場
合
で
す
か
？

引
用
す
る
場
合
や
、
個
人
で
私
的
に
使
用
し
た
り
教
育
目
的
に
利
用
す
る
場
合
な
ど
で
す
︒

QA
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で
も
、
ペ
ー
ジ
中
の
図
版
の
占
め
る
部
分
を
小
さ
く
し
、
解

説
の
占
め
る
部
分
を
大
き
く
す
る
な
ど
、
引
用
の
主
従
関
係

を
明
快
に
す
る
配
慮
が
必
要
で
す
。

一
度
公
表
さ
れ
た
全
て
の
著
作
物
は
、
誰
で
も
そ
の
一
部

を
自
分
の
作
品
の
中
に「
引
用
」す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
よ

く「
無
断
引
用
」と
い
う
言
葉
を
耳
に
し
ま
す
が
、
こ
の
表
現

は
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
著
作
権
法
上
の「
引
用
」は
、
も

と
も
と
著
作
権
者
に
無
断
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
だ
か

ら
で
す
。

た
だ
し
、
引
用
す
る
場
合
に
は
、「
公
正
な
慣
行
に
合
致
し

て
い
る
こ
と
」、「
報
道
、
批
評
、
研
究
そ
の
他
の
引
用
の
目

的
上
正
当
な
範
囲
内
で
行
わ
れ
る
こ
と
」が
条
件
で
す﹇
§
32
―

1
﹈。「
公
正
な
慣
行
」や「
正
当
な
範
囲
」を
具
体
的
に
説
明
す

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

以
上
の
条
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
、
著
作
者
に
断
る
こ
と

な
く
、
著
作
物
の
一
部
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な

お
、
こ
の
ほ
か
に
、
引
用
す
る
著
作
物
の
出
典（
タ
イ
ト
ル
、

著
者
名
、
制
作
年
な
ど
）を
明
示
す
る
こ
と﹇
§
48
﹈が
義
務
づ

け
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
例
外
的
に
、
写
真
や
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
な

ど
の
視
覚
的
・
平
面
的
な
作
品
を
引
用（
転
載
）す
る
場
合
に

は
、
作
品
の
一
部
分
で
は
な
く
全
部
を
掲
載
す
る
必
要
が
生

じ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
あ
る
ポ
ス
タ
ー
を
論
評

す
る
た
め
に
は
、
ポ
ス
タ
ー
の
一
部
で
は
な
く
、
全
体
を
掲

載
し
な
け
れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
場
合

他
人
の
著
作
物
を「
引
用
」す
る
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？

一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
、
著
作
者
に
断
ら
ず
に
部
分
的
に「
引
用
」す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

QA

他
人
の
著
作
物
を「
引
用
」す
る
た
め
の
条
件

（
1
）	

他
人
の
著
作
物
を
引
用
す
る
必
然
性
が
あ
る
こ
と
︒

（
2
）	

自
分
の
著
作
物
が
主
で
、
引
用
す
る
他
人
の
著
作
物
が
従
で
あ
る

こ
と（
単
に
分
量
の
問
題
だ
け
で
は
な
く
、
内
容
と
し
て
）︒

（
3
）	

必
要
最
小
限
の
範
囲
内
で
部
分
的
に
引
用
す
る
こ
と
︒
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著
作
権
の「
公
の
展
示
権
」﹇
§
25
﹈は
、「
原
作
品
」（
オ
リ
ジ

ナ
ル
）を
対
象
に
し
た
権
利
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
著
作

権
者
は
原
作
品
の
複
製
物
に
つ
い
て
ま
で
、
展
覧
会
な
ど
へ

の
出
品
・
展
示
の
可
否
を
決
め
る
権
利
が
あ
り
ま
せ
ん
。
で

す
か
ら
、
複
製
物
の
絵
画
や
写
真
に
つ
い
て
は
、
所
有
者
で

な
い
場
合
で
も
自
由
に
出
品
・
展
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。

た
だ
し
、
ポ
ス
タ
ー
が「
限
定
」数
十
枚
な
ど
の
場
合
に
は
、

出
品
物
が
前
ペ
ー
ジ
で
い
う「
原
作
品
」と
な
る
余
地
が
あ
り

（
版
画
や
リ
ト
グ
ラ
フ
も
同
様
で
す
）、
少
な
く
と
も
所
有
者

で
あ
る
か
、
他
の
所
有
者
か
ら
の
許
諾
を
得
て
い
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

自
分
で
集
め
た
ポ
ス
タ
ー
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で

展
覧
会
を
開
催
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

複
製
物
の
場
合
は
誰
で
も
自
由
に
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

し
か
し
、「
原
作
品
」︵
オ
リ
ジ
ナ
ル
︶を
展
示
す
る
場
合
は
所
有
者
の
許
諾
が
必
要
で
す
︒

QA

イ
ラ
ス
ト
の
原
画
や
写
真
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
プ
リ
ン
ト
と
い

っ
た
作
品
自
体
を
所
有
す
る
権
利（
所
有
権
）と
、
そ
の
作
品

の
著
作
権
は
別
の
権
利
で
す
。
画
廊
か
ら
イ
ラ
ス
ト
の
原
画

を
買
っ
た
だ
け
で
、
そ
の
原
画
の
著
作
権
ま
で
が
買
主
に
移

転
す
る
こ
と
は
あ
り
得
ま
せ
ん
か
ら
、
原
画
の
所
有
者
だ
か

ら
と
い
っ
て
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
な
ど
の
複
製
物
を
勝
手
に
作
っ

て
販
売
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
特
に
依
頼
し
て
描
い
て

も
ら
っ
た
イ
ラ
ス
ト
や
撮
っ
て
も
ら
っ
た
写
真
で
も
、
著
作

権
を
依
頼
者
側
に
移
転
す
る
と
い
う
明
確
な
合
意
が
な
い
か

ぎ
り
、
無
断
で
権
利
範
囲（
12
ペ
ー
ジ
参
照
）の
利
用
行
為
を
し

た
場
合
は
、
著
作
権
侵
害
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
著
作
権
の
権
利
範
囲
に
あ
る「
公
に
展
示
す
る
」

行
為
だ
け
は
、
原
作
品（
オ
リ
ジ
ナ
ル
）の
所
有
権
が
著
作
権

者
の「
公
の
展
示
権
」に
優
先
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す 

﹇
§
45
﹈。
つ
ま
り
、
原
画
の
所
有
者
は
、
作
者
や
著
作
権
者

か
ら
許
諾
を
受
け
な
く
て
も
、
そ
の
イ
ラ
ス
ト
原
画
や
写
真

（
未
公
表
の
も
の
に
限
る
）を
展
覧
会
な
ど
に
出
品
し
て
展
示

す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す（
37
ペ
ー
ジ
参
照
）。

画
廊
で
買
っ
た
イ
ラ
ス
ト
の
原
画
を
、
作
者
に
無
断
で

ポ
ス
ト
カ
ー
ド
に
し
て
販
売
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

で
き
ま
せ
ん
︒
イ
ラ
ス
ト
原
画
自
体
の
所
有
権
と
イ
ラ
ス
ト
の
著
作
権
は
別
で
す
か
ら
、

著
作
権
者
の
許
諾
が
必
要
で
す
︒

QA
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自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
主
な
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
と
関
連
機
関

（
１
）	

国
際
標
準
化
機
構（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
）の
標
準
化
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム［
❶
な
ど
］

（
注
1
）

	

（
一
財
）日
本
規
格
協
会（
Ｊ
Ｓ
Ａ
）　

	
Tel.03-4231-8503		http://w

w
w.jsa.or.jp

（
２
）	

国
際
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョン
協
会（
Ｒ
Ｉ
）の
国
際
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク［
❷
］

　

	

（
公
財
）日
本
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
協
会　

	
Tel.03-5273-0601	http://w

w
w.jsrpd.jp

（
3
）	

ア
メ
リ
カ
運
輸
省
の
旅
客
・
誘
導
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム［
❸
❹
な
ど
34
種

類
］（
注
2
）

（
4
）	

標
準
案
内
用
図
記
号［
❶
❷
❺
❻
な
ど
１
２
５
種
類
］（注
3
）

	

（
公
財
）交
通
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
モ
ビ
リ
ティ
財
団　

	
Tel.03-3221-6672	http://w

w
w.ecom

o.or.jp　

	

※
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
の
デ
ー
タ
が
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
︒

※
注
1
：
Ｉ
Ｓ
Ｏ
は
、
世
界
規
模
の
標
準
化
を
目
的
と
し
た
非
政
府
間

国
際
機
関
と
し
て
１
９
４
７
年
に
設
立
︒
現
在
１
６
２
カ
国
が
加
盟
し
、

単
位
や
色
、
ネ
ジ
の
大
き
さ
や
フィ
ル
ム
の
感
度
な
ど
、
約
1
万
件
の
規

格
を
標
準
化
︒
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
の
う
ち
、
例
え
ば
公
共
案
内
用
図
記
号

（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
７
０
０
１
）は
図
記
号
の
専
門
委
員
会
で
、
❶
の
非
常
口
サ
イ

ン（
Ｉ
Ｓ
Ｏ
６
３
０
９
）は
消
防
安
全
の
専
門
委
員
会
で
検
討
・
標
準

化
さ
れ
て
い
る
︒

※
注
2
：
１
９
７
４
年
、
ア
メ
リ
カ
運
輸
省
が
ア
メ
リ
カ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ

ク
・
ア
ー
ツ
協
会（
Ａ
Ｉ
Ｇ
Ａ
）に
委
託
し
て
制
作
し
、
全
世
界
に
公
開
︒

※
注
3
：
２
０
０
１
年
、
交
通
エ
コ
ロ
ジ
ー
・
モ
ビ
リ
テ
ィ
財
団
は
、（
公

社
）日
本
サ
イ
ン
デ
ザ
イ
ン
協
会（
Ｓ
Ｄ
Ａ
）＋
中
川
憲
造
氏（
Ｎ
Ｄ
Ｃ

グ
ラ
フィ
ッ
ク
ス
）が
デ
ザ
イ
ン
し
た
１
２
５
種
類
の
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム（
❶

❷
な
ど
既
成
の
も
の
を
含
む
）を﹁
標
準
案
内
用
図
記
号
﹂と
し
て
策
定
︒

う
ち
１
０
４
種
類
が
日
本
工
業
規
格（
Ｊ
Ｉ
Ｓ
）化
︒

取
材
協
力
：
太
田
幸
夫（
元
多
摩
美
術
大
学
教
授
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
グ
ラ
フィ
ッ

ク
シ
ン
ボ
ル
専
門
委
員
会
国
内
委
員
）

❶非常口

❺案内所

❷国際シンボルマーク
（障害者が利用できる建築物、施設）

❸トイレ❹禁煙

❻情報コーナー

ピ
ク
ト
グ
ラ
ム（
図
記
号
、
絵
文
字
）は
も
と
も
と
、
交
通

施
設
や
商
業
施
設
な
ど
に
お
い
て
、
文
字
の
代
わ
り
に
図
や

絵
を
使
っ
て
案
内
や
注
意
や
禁
止
な
ど
を
表
現
す
る
こ
と
で
、

誰
も
が
そ
の
内
容
を
容
易
に
理
解
で
き
る
こ
と
を
目
的
に
し

て
い
ま
す
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
目
的
で
制
作
さ
れ
た

ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
も
、
保
護
の
要
件（
15
ペ
ー
ジ
参
照
）を
満
た
し

て
い
れ
ば「
美
術
の
著
作
物
」と
し
て
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ

ま
す
。
で
す
か
ら
、
他
人
の
作
っ
た
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
を
無
断

で
複
製
し
た
り
変
形
し
た
場
合
は
、
原
則
と
し
て
著
作
権
侵

害
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
権
利
者
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
、
誰
で
も
自
由

に
複
製
し
て
使
用
で
き
る
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
、
同
じ
意
味
を
表
す
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
が
施
設
ご
と
に
バ

ラ
バ
ラ
に
使
わ
れ
て
い
る
状
態
は
混
乱
を
招
き
、
一
目
で
意

味
が
分
か
る
と
い
う
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
の
機
能
が
果
た
せ
な
く

な
る
た
め
、
国
内
的
に
も
国
際
的
に
も
、
公
的
な
機
関
や
業

界
団
体
な
ど
に
よ
っ
て
統
一
的
な
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
の
開
発
と

そ
の
標
準
化
が
推
進
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
標
準
化
さ
れ
た
り
利
用
者
に
公
開
さ
れ
た

主
な
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
に
は
、
左
ペ
ー
ジ
の
よ
う
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
規
定

に
従
っ
て
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
商
標

登
録
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん（
な
お
、「
赤
十
字
マ
ー
ク
」は

国
際
条
約
お
よ
び
国
内
法
に
よ
っ
て
使
用
が
制
限
さ
れ
て
い

ま
す
）。

ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
は
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？

ピ
ク
ト
グ
ラ
ム
も
著
作
権
法
で
保
護
さ
れ
る
た
め
、
権
利
者
の
許
諾
が
必
要
で
す
︒

た
だ
し
、
公
的
な
機
関
で
標
準
化
さ
れ
た
も
の
な
ど
は
、
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

QA
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「
パ
ロ
デ
ィ
」と
は
、
先
行
す
る
他
人
の
著
名
な
作
品
の
表

現
を
真
似
て
、
そ
の
内
容
を
風
刺
し
た
り
、
お
も
し
ろ
お
か

し
く
批
評
す
る
も
の
で
す
が
、
パ
ロ
デ
ィ
が
成
立
す
る
に
は
、

パ
ロ
デ
ィ
に
接
し
た
人
が
先
行
作
品
を
す
ぐ
に
思
い
浮
か
べ

ら
れ
る
ほ
ど
に
両
者
が
類
似
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
類
似
性
の
た
め
、
先
行
作
品
の
著
作
者
が
著
作
権
侵
害

を
理
由
に
パ
ロ
デ
ィ
の
作
者
に
差
止
や
損
害
賠
償
の
訴
訟
を

起
こ
す
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス
の
著
作
権
法
は
他
人
の
作
品
の「
風
刺
画
」を
創

作
す
る
自
由
を
認
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
パ
ロ
デ
ィ
作
品
を

「
フ
ェ
ア
・
ユ
ー
ス
」（
公
正
な
利
用
）と
し
て
認
め
る
ア
メ
リ

カ
の
著
作
権
の
判
例
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
わ

が
国
の
こ
れ
ま
で
の
判
例
で
は
、
パ
ロ
デ
ィ
は
、
営
利
目
的

の
有
無
を
問
わ
ず
著
作
権（
翻
案
権
）・
著
作
者
人
格
権
を
侵

害
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
め
、
著
作
権
の
保
護
期
間
内
の
他
人
の
作
品
を
パ

ロ
デ
ィ
の
手
法
で
安
易
に
広
告
な
ど
に
利
用
す
る
こ
と
は
、

た
と
え
風
刺
や
批
評
の
意
図
が
あ
る
作
品
で
も
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
を
不
測
の
法
的
紛
争
に
巻
き
込
む
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
の

で
、
原
則
と
し
て
避
け
る
べ
き
で
、
保
護
期
間
が
切
れ
た
作

品
を
使
う
か
、
期
間
内
の
作
品
に
つ
い
て
は
著
作
者
の
許
諾

を
得
て
お
い
た
ほ
う
が
安
全
で
す
。

そ
の
反
面
、
営
利
目
的
か
ら
で
は
な
く
、
純
粋
に
批
評

を
目
的
と
す
る
パ
ロ
デ
ィ
作
品
を
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
制

作
・
公
表
す
る
こ
と
は
、
表
現
の
自
由
、
批
評
の
自
由
の

範
囲
を
拡
張
す
る
試
み
と
し
て
、
大
い
に
意
義
が
あ
る
で 

し
ょ
う
。

パ
ロ
ディ
作
品
を
作
る
場
合
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？

広
告
な
ど
に
パロ
ディ
の
手
法
を
用
い
る
場
合
は
、
慎
重
な
対
応
が
望
ま
れ
ま
す
︒

QA

「
有
名
店
マ
ッ
プ
」や「
温
泉
め
ぐ
り
」と
い
っ
た
、
視
覚
化

さ
れ
た
情
報
や
デ
ザ
イ
ン
を
重
視
す
る
地
図（
こ
れ
を
仮
に

「
創
作
地
図
」と
し
ま
す
）は
、「
地
図
の
著
作
物
」﹇
§
10
―
1

（
6
）﹈ま
た
は「
美
術
の
著
作
物
」と
し
て
著
作
権
法
で
保
護
さ

れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
他
人
が
作
っ
た
創
作
地
図
を
印

刷
物
な
ど
に
利
用
す
る
場
合
に
は
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
人
が
作
っ
た
創
作
地
図
を
勝
手
に
複

製
し
て
使
う
と
著
作
権
の
侵
害
に
な
り
ま
す
。

他
人
の
創
作
地
図
に
手
を
加
え
て
、
新
し
い
創
作
地
図
を

作
っ
た
場
合
で
も
、
元
の
創
作
地
図
の
二
次
的
作
品
と
な
り
、

無
許
諾
の
場
合
は
著
作
権
侵
害
に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
国
土
地
理
院
の
地
図
を
そ
の
ま
ま
複
製
し
て
正
確

な
地
図
と
し
て
刊
行
す
る
に
は
、
測
量
法
に
よ
り
国
土
地
理

院
長
の
承
認
が
必
要
で
す
。

他
人
が
作
っ
た
地
図
を
勝
手
に
複
製
し
て
使
う
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

で
き
ま
せ
ん
︒
地
図
も
著
作
物
で
す
か
ら
、
著
作
者
の
許
諾
が
必
要
で
す
︒

QA

▶国土地理院　Tel	029-864-1111（代）　http://www.gsi.go.jp



43 基本編 42

で
も「
美
術
の
著
作
物
」と
し
て
は
っ
き
り
と
保
護
さ
れ
て
い

ま
す
。
ロ
ゴ
は
、
い
わ
ば
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
と
カ
リ
グ
ラ
フ

ィ
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
す
か
ら
、
他
人
の
制
作
し
た

タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
権
利
者
の

許
諾
を
得
る
な
ど
、
慎
重
な
対
応
が
望
ま
れ
ま
す
。

し
か
し
、
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
が
著
作
物
と
し
て
保
護
さ
れ

る
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
も
、
こ
の
う
ち
の
数
文
字
を
あ
る

程
度
変
形
し
て
ロ
ゴ
を
作
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
意

見
が
分
か
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
万
人
の
共
有
財
産
と

し
て
の「
文
字
」の
デ
ザ
イ
ン
を
対
象
と
す
る
タ
イ
プ
フ
ェ
イ

ス
の
権
利
範
囲
は
自
ず
と
狭
く
、
既
成
の
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス

を
多
少
と
も
変
形
し
た
ロ
ゴ
に
つ
い
て
は
著
作
権
は
及
ば
な

い
と
す
る
考
え
方
が
通
説
的
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に「
著

作
権
は
認
め
る
が
そ
の
権
利
範
囲
を
狭
く
解
釈
す
る
」と
い
う

手
法
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
機
能
的
な
著

作
物
に
共
通
す
る
考
え
で
す
。

な
お
、
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
に
著
作
権
の
保
護
が
及
ぶ
と
す

れ
ば
、
既
成
の
一
組
の
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
を
改
変
し
て
別
の

一
組
の
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
を
制
作
し
た
場
合
は
、
あ
き
ら
か

に
著
作
者
人
格
権（
同
一
性
保
持
権
）ま
た
は
著
作
財
産
権

（
翻
案
権
）を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
仮
に
著
作
権
の
保
護
が
及
ば
な
い
に
し
て
も
、
既

成
の
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
を
デ
ッ
ド
コ
ピ
ー（
完
全
に
模
倣
）し

て
商
品
化
し
た
り
頒
布
し
た
場
合
は
、「
不
正
競
争
」行
為
と

し
て
不
正
競
争
防
止
法（
注
3
）上
の
差
止
請
求
を
受
け
る
現

実
的
な
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
既
成
の
タ
イ
プ
フ
ェ

イ
ス
が「
著
名
な
」も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
一
組
を
機
械
的
に

改
変
し
て（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ど
で
自
動
的
に
太
く
し
た
り

斜
め
に
す
る
な
ど
し
て
）、
新
た
な
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
と
し
て

商
品
化
し
た
り
頒
布
す
れ
ば
、
デ
ッ
ド
コ
ピ
ー
で
な
く
て
も

「
不
正
競
争
」行
為
と
な
り
ま
す
。

※
注
1
：﹁
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
﹂と
は
、
記
録
や
表
示
、
印
刷
な
ど
の
文
字

組
に
使
用
す
る
た
め
、
統
一
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た

文
字
ま
た
は
記
号
等
の
一
組
の
デ
ザ
イ
ン
、
一
般
的
に
い
わ
れ
る﹁
書
体
﹂

の
こ
と
を
い
い
ま
す
︒

※
注
2
：﹁
フ
ォ
ン
ト
﹂と
は
、
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
を
具
体
的
な
記
録
や
表

示
、
印
刷
な
ど
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
し
た
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア（
活
字
、
写

植
文
字
盤
な
ど
の
ア
ナ
ロ
グ
フ
ォ
ン
ト
）、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア（
デ
ジ
タ
ル
デ
ー

タ
を
収
容
し
た
Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
な
ど
の
デ
ジ
タ
ル
フ
ォ
ン
ト
）を
い
い
ま
す
︒

※
注
3
：﹁
不
正
競
争
防
止
法
﹂の
概
要
は
、
72
ペ
ー
ジ
参
照
︒

印
刷
用
の
既
成
書
体
、
す
な
わ
ち
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス（
注

1
）が
著
作
物
と
し
て
保
護
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
判
例
な
ど

を
見
る
か
ぎ
り
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。

タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
の
法
的
保
護
を
求
め
て
長
年
に
わ
た
り

活
動
し
て
い
る
日
本
タ
イ
ポ
グ
ラ
フ
ィ
協
会
は
、
１
９
８
９

年
に
発
表
し
た「
望
ま
し
い
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
法
的
保
護
の

あ
り
方
」の
中
で
、
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
の
保
護
の
根
拠
を
著

作
権
法
に
求
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、「（
印
刷
会

社
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ど
の
ユ
ー
ザ
ー
が
）正
当
に
入
手
し
た

タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
の
フ
ォ
ン
ト（
注
2
）を
用
い
て
、
組
版（
表

示
・
印
字
）、
印
刷
な
ど
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
」は
、
い

ち
い
ち
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
の
著
作
権
者（
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス

デ
ザ
イ
ナ
ー
や
フ
ォ
ン
ト
メ
ー
カ
ー
）の
許
諾
を
得
る
ま
で

既
成
書
体
を
使
っ
て
ロ
ゴ
を
制
作
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
す
か
？

既
成
書
体
の
数
文
字
を
そ
の
ま
ま
利
用
す
る
場
合
は
、
慎
重
に
対
応
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
︒

変
形
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
許
さ
れ
る
範
囲
は
か
な
り
広
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

QA

も
な
く
容
認
さ
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
印

刷
物
作
成
の
た
め
の
許
諾
で
あ
り
、
ロ
ゴ
と
し
て
使
用
す
る

こ
と
ま
で
を
容
認
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
権
利
者
の
立
場
か
ら
言
う
と
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

デ
ザ
イ
ナ
ー
が
既
成
書
体
の
数
文
字
を
そ
の
ま
ま
ロ
ゴ
に
利

用
で
き
る
の
は
、
印
刷
用
の「
短
い
文
字
組
み
」と
し
て
判
断

さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
、
デ
ザ
イ
ン
創
作
物
と
し
て
の
ロ
ゴ

ま
で
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ
ら

に
、
こ
の
立
場
か
ら
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
や
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
、

そ
の
ロ
ゴ
を
商
標
登
録
し
た
り
、
ロ
ゴ
の
著
作
権
を
主
張
し

た
り
し
て
、
同
じ
タ
イ
プ
フ
ェ
イ
ス
を
利
用
し
た
類
似
の
ロ

ゴ
の
使
用
を
お
さ
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

本
来
、
毛
筆
の
書
や
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
は
、
わ
が
国
の
判
例

▶NPO法人日本タイポグラフィ協会　Tel	03-6661-7627　http://www.typography.or.jp
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治
家
の
言
動
は
常
に
国
民
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
す
の
で
、
似
顔
絵
に
よ
る
批
評
や
風
刺
を
新
聞
な
ど
に 

掲
載
す
る
こ
と
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
上
何
の
問
題
も
あ
り
ま

せ
ん
。

ま
た
、
政
治
家
に
は
タ
レ
ン
ト
な
ど
と
同
じ
意
味
で
の
パ

ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と

い
っ
て
政
治
家
の
写
真
や
似
顔
絵
を
広
告
や
ポ
ス
タ
ー
に
無

許
諾
で
使
用
す
る
こ
と
は
、
政
治
家
の
持
つ
著
名
性
を
政
治

家
の
意
に
反
し
て
商
業
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、

不
法
行
為
と
し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

一
般
に
、
肖
像
権
に
は「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」と「
パ

ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
」の
二
つ
の
面
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
」は
、
私
生
活
の
内
容
を
み
だ
り

に
公
に
さ
れ
な
い
権
利
で
す
。
撮
影
場
所
が
街
頭
や
競
技
場

な
ど
で
、
意
図
的
に
そ
の
人
を
特
定
し
た
も
の
で
は
な
く
群

集
の
一
人
と
し
て
撮
影
し
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
広
告
の
背

景
な
ど
に
使
用
し
て
も
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
は
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
家
庭
内
そ
の
他
の
公
表
が
予
定
さ
れ

て
い
な
い
場
所
で
の
人
物
が
特
定
で
き
る
写
真
を
無
断
で
広

告
や
ポ
ス
タ
ー
に
利
用
し
た
場
合
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害

を
理
由
と
し
て
掲
載
差
止
や
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け
る
お

そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は
、
撮
影
さ
れ
た
人
が
一
般
の

人
で
あ
る
か
タ
レ
ン
ト
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
な
ど
の
有
名
人
で

一
般
の
人
が
写
っ
て
い
る
写
真
を
広
告
や
ポ
ス
タ
ー
な
ど
に
使
う
こ
と
は
、

肖
像
権
侵
害
に
な
り
ま
す
か
？

公
の
場
所
の
群
集
写
真
以
外
は
、
許
諾
が
な
い
か
ぎ
り
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒

QA

あ
る
か
を
問
い
ま
せ
ん
。 

一
方
、「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
」は
、
肖
像
利
用
の
経
済

的
利
益
を
中
心
と
す
る
権
利
で
す
。
タ
レ
ン
ト
や
ス
ポ
ー
ツ

選
手
な
ど
の
有
名
人
の
肖
像
に
は
、
い
わ
ゆ
る
顧
客
吸
引
力

が
あ
り
、
有
名
人
は
、
む
し
ろ
肖
像
を
広
告
な
ど
に
積
極
的

に
利
用
さ
せ
て
利
益
の
配
分
を
受
け
よ
う
と
し
ま
す
。
こ
の

利
用
権
を
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
の
権
利
と
い
い
ま
す
。
有
名
人
の

写
真
を
広
告
や
ポ
ス
タ
ー
に
無
断
で
使
用
す
れ
ば
、
パ
ブ
リ

シ
テ
ィ
の
侵
害
と
し
て
、
差
止
や
損
害
賠
償
の
請
求
を
受
け

る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

で
は
、
政
治
家
の
肖
像
権
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？　

一
般

に
、
政
治
家
な
ど
の
公
人
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

権
利
は
制
限
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
政



47 基本編 46

全
て
移
転
し
た
場
合
で
も
、
特
別
に
合
意
し
な
い
か
ぎ
り
、
作
品
を
翻

案
・
変
形
し
て
二
次
的
著
作
物
と
す
る
権
利
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
側
に
残
さ

れ
ま
す
︒
ま
た﹁
著
作
者
人
格
権
﹂は
移
転
の
対
象
に
な
ら
ず
デ
ザ
イ
ナ
ー

に
残
り
ま
す
︒
こ
の
た
め
、
た
と
え
著
作
権
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
移
転
さ
れ

て
い
て
も
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
無
断
で
作
品
を
改
変
し
て
他

の
目
的
に
利
用
し
た
場
合
は
、
翻
案
権
や
著
作
者
人
格
権
の
侵
害
に
な
り

ま
す（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）︒

２　

使
用
条
件
に
つ
い
て

著
作
権
を
移
転
し
な
い
場
合
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
そ
の
著
作
物
を
合
意

に
よ
る﹁
使
用
許
諾
﹂の
範
囲
内
や
期
間
内
で
し
か
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん（
例
え
ば
、﹁
○
○
○
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
広
報
物
に
限
っ
て
使
用
す
る

こ
と
を
認
め
ま
す
﹂、﹁
新
聞
広
告
に
使
う
た
め
に
作
っ
た
も
の
な
の
で
、
他

の
媒
体
に
流
用
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
﹂と
いっ
た
使
用
範
囲
、﹁
＊
＊
＊
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
が
終
了
す
る
ま
で
﹂、﹁
最
初
の
媒
体
に
使
い
始
め
て
か
ら
3
年
間

の
み
﹂と
いっ
た
使
用
期
間
）︒

あ
ら
か
じ
め
使
用
範
囲
や
期
間
を
取
り
決
め
て
お
け
ば
、
も
し
そ
れ
以

外
に
使
わ
れ
た
場
合
に
は
、
使
用
の
中
止
や
別
途
デ
ザ
イ
ン
料
金
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す（
58
ペ
ー
ジ
参
照
）︒

３　

デ
ザ
イ
ン
料
金
に
つ
い
て

具
体
的
な
金
額
は
別
と
し
て
、
考
え
方
と
し
て
は
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
著

作
権
を
移
転
せ
ず
に
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
使
用
許
諾
を
す
る
場
合
よ
り
も
、

著
作
権
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
移
転
す
る
場
合
の
ほ
う
が
、
デ
ザ
イ
ン
料
金
の

総
額
は
高
く
な
り
ま
す
︒
使
用
許
諾
の
場
合
も
、
許
諾
す
る
範
囲
が
広
く
、

期
間
が
長
い
ほ
う
が
金
額
は
よ
り
高
く
な
り
ま
す
︒

金
額
が
決
ま
れ
ば
、
デ
ザ
イ
ン
料
金
の
具
体
的
な
支
払
い
条
件（
支
払

日
や
延
滞
し
た
場
合
の
処
理
な
ど
）に
つ
い
て
も
取
り
決
め
を
し
て
お
き
ま

し
ょ
う
︒

と
か
く
、
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
は
、
金
銭
的
な

こ
と
、
契
約
の
こ
と
な
ど
が
苦
手
な
人
が
多
い
よ
う
で
す
が
、

デ
ザ
イ
ナ
ー
と
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
の
約
束
の
内
容
は
、
何
ら

か
の
形
で
文
書
化
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
文
書
の
タ

イ
ト
ル
は
あ
ら
た
ま
っ
た「
デ
ザ
イ
ン
制
作
契
約
書
」で
な
く

て
も
、「
合
意
書
」、「
確
認
書
」、「
覚
書
」で
か
ま
い
ま
せ
ん
。

双
方
が
記
名
押
印
す
る
こ
と
が
基
本
で
す
が
、
デ
ザ
イ
ナ
ー

側
が
作
っ
た
見
積
書
や
工
程
表
な
ど
の
書
面
に
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
側
か
ら
承
認
印
や
サ
イ
ン
を
も
ら
っ
て
お
く
だ
け
で
も
、

合
意
を
証
す
る
書
面
と
し
て
有
効
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
制
作
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
が
協
議
さ

れ
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
こ
れ
を
認
め
た
こ
と
が
文
書（
Ｆ
Ａ

Ｘ
で
も
）で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
れ
ば
、
ト
ラ
ブ
ル
が
起
き
て

も
、
証
拠
が
な
い
と
い
う
理
由
で
泣
き
寝
入
り
を
す
る
危
険

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
と
契
約
を
交
わ
す
と
き
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
す
か
？

権
利
の
帰
属
、
使
用
の
条
件︵
利
用
範
囲
や
期
間
︶、
料
金
を
合
意
の
上
、
明
確
に
文
書
化
し
ま
し
ょ
う
︒

QA

性
が
低
く
な
り
ま
す
。

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
や
代
理
店
と
契
約
を
交
わ
す
場
合
は
、
次

の
ポ
イ
ン
ト
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

１　

権
利
の
帰
属
に
つ
い
て

創
作
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
著
作
権
が
、
デ
ザ
イ
ナ
ー（
著
作
者
）と
ク
ラ
イ

ア
ン
ト
の
ど
ち
ら
に
帰
属
す
る
の
か
を
決
め
ま
す
︒

ま
ず
、
著
作
権
が
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
帰
属
す
る
と
取
り
決
め
た
場
合
、
デ

ザ
イ
ナ
ー
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
し
、
著
作
物
の
一
定
の
範
囲
内
の
独
占
的

な
使
用
に
つ
い
て
許
諾
を
し
ま
す
︒
例
え
ば
、﹁
デ
ザ
イ
ン
の
著
作
権
は
デ

ザ
イ
ナ
ー
に
帰
属
す
る
が
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
は
そ
の
デ
ザ
イ
ン
を
ポ
ス
タ
ー
と

し
て
独
占
的
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂と
いっ
た
取
り
決
め
を
す
る
わ

け
で
す
︒

他
方
、
著
作
権
を
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
移
転
す
る
場
合
、
全
て
の
権
利

（
著
作
財
産
権
）を
移
転
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
権
利
の
一
部（
例
え

ば
複
製
権
の
み
）を
移
転
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
︒
た
だ
し
、
著
作
権
を
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１　保護期間内の著作物かどうか。
以下の保護期間を過ぎた著作物は、公有物（パブリック・ドメ
イン）として自由利用できる（18ページ参照）。
（１）実名の自然人の著作物：著作者の死後50年
（２）無名・変名の著作物、団体名義の著作物：公表後50年
（３）映画の著作物：公表後70年

Ａ：保護期間を過ぎている場合
Ｂ：保護期間を過ぎていない場合

２　例外的に著作者の許諾を得なくても使える場合かどうか。
私的な利用を目的とした複製や、引用、非営利目的の利用、展
覧会小冊子への掲載などの場合は、その目的の範囲内でのみ、
著作権者の許諾を得ずに使うことができる（32ページ参照）。

Ａ：著作者の許諾を得なくても使える場合
Ｂ：著作者の許諾を得ないと使えない場合

３　著作権者を確認し、許諾を得る。
（１）	著作者が生存しかつ著作権を移転していない場合は、著作

者の許諾を得る。移転している場合には、移転を受けた者
（著作権者）の許諾を得る。いずれの場合でも著作権が管理
業者（エージェンシー）に委託されている場合には、管理業
者が窓口となる。

（２）	著作者が死亡している場合、（１）の「著作者」を「著作権の
相続人」と読み替えて同様の手続きをとる。

Ａ：著作権者から許諾を得られた場合
Ｂ：著作権者から許諾を得られなかった場合
Ｃ：著作権者が確認できなかった場合

利用できる

利用できない

４　裁定による著作物の利用［§67］
相当な努力を払っても著作権者と連絡がとれなかった場合は、
文化庁長官の裁定を受け、かつ通常の使用料に相当する補償金
を供託することによって、その著作物を利用することができる。

旧版を元に作成

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、
自
ら
が
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク

デ
ザ
イ
ン
を
制
作
す
る
ほ
か
、
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
や
ア
ー
ト

デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
、
他
人
に
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン

の
作
品
を
制
作
さ
せ
、
ま
た
は
他
人
の
作
品
を
自
分
の
作
品

に
取
り
込
ん
で
利
用
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
創
作
者
と
し

て
自
分
の
著
作
物
を
守
る
こ
と
も
大
切
で
す
が
、
同
時
に
他

人
の
作
品
の
利
用
に
つ
い
て
著
作
権
を
侵
害
し
な
い
よ
う
心

が
け
る
こ
と
も
き
わ
め
て
重
要
で
す
。

他
人
の
著
作
物
を
利
用
す
る
場
合
、
原
則
と
し
て
著
作
権

者
の
許
諾
を
得
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
左
ペ
ー
ジ
の
手
順
に

従
っ
て
、
許
諾
が
必
要
か
ど
う
か
を
調
べ
、
正
し
い
方
法
で

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

他
人
の
著
作
物
を
利
用
す
る
場
合
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？

特
別
な
場
合
を
除
き
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
得
て
は
じ
め
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

QA
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証
拠
が
不
十
分
だ
っ
た
り
、
相
手
方
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
で
あ

る
な
ど
訴
訟
を
起
こ
し
に
く
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
利
用
し

ま
す
。
し
か
し
、
相
手
方
が
不
出
頭
を
続
け
た
り
、
調
停
委

員
会
の
調
停
案
に
同
意
し
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
調
停
は
成

立
し
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
に
は
民
事
訴
訟
に
移
行
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
調
停
を
経
ず
に
民
事
訴
訟
を
起
こ
す
こ
と
も

で
き
ま
す
。

１　

民
事
訴
訟
上
の
請
求

権
利
を
侵
害
さ
れ
た
人
が
原
告
と
な
り
、
侵
害
者
を
被
告
と
し
て
、
次

の
よ
う
な
訴
訟
上
の
民
事
請
求
が
で
き
ま
す
︒

（
1
）	

侵
害
行
為
の
差
止
請
求［
§
１
１
２
］：
故
意
・
過
失
を
問
わ
な

い
︒
実
際
に
は
侵
害
し
て
い
な
く
て
も
、
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

も
の
も
含
む
︒

（
2
）	

損
害
賠
償
請
求
：
財
産
権
の
侵
害
は
主
と
し
て
失
っ
た
利
益
の
賠

償
、
人
格
権
の
侵
害
は
慰
謝
料
︒

（
3
）	

名
誉
回
復
等
の
請
求［
§
１
１
５
］：
新
聞
紙
上
で
の
謝
罪
広
告

な
ど
︒

損
害
額
の
算
出
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
侵
害
者
が
利
益
を
上
げ
て
い
る

と
き
は
、
そ
の
利
益
額
を
権
利
者
の
損
害
額
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す［
§
１
１
４
―
２
］︒
侵
害
者
が
利
益
を
上
げ
て
い
な
い
と
き
で
も
、
権

利
者
が
許
諾
を
与
え
た
と
す
れ
ば
徴
収
で
き
た
は
ず
の
ラ
イ
セ
ン
ス
料
の
金

額
は
、
最
低
限
度
の
損
害
と
し
て
侵
害
者
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

［
§
１
１
４
―
３
］︒

民
事
訴
訟
を
起
こ
し
た
場
合
に
は
必
ず
判
決
を
迎
え
、
不
服
な
ら
控

訴
、
上
告
す
る
︙
︙
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
双
方
が
合
意
す
れ

ば
、
裁
判
官
の
立
ち
会
い
に
よ
る
訴
訟
上
の
和
解
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
で
、

訴
訟
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
す
︒

　
２　

刑
事
上
の
手
続
き

著
作
権
侵
害
は
犯
罪
と
し
て
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
ま
す
︒
た
だ
し
、
故
意

に
よ
る
侵
害
の
場
合
の
み
で
す
︒
ま
た
、
被
害
者
が
告
訴
す
る
こ
と
が
、
捜

査
や
裁
判
を
進
め
る
条
件
に
な
り
ま
す（
こ
の
よ
う
な
罪
を﹁
親
告
罪
﹂と

い
い
ま
す
）︒
罰
則
は
、
財
産
権
の
侵
害
は
10
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は	

１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
、
あ
る
い
は
そ
の
併
科
、
人
格
権
の
侵
害
は
、

5
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
５
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
、
あ
る
い
は
そ
の
併

科
と
な
っ
て
い
ま
す［
§
１
１
９
―
１
、
２
］︒

著
作
権
の
場
合
、
偶
然
似
た
も
の
が
で
き
て
し
ま
っ
た
場

合
は
権
利
侵
害
に
は
な
り
ま
せ
ん
し（
23
ペ
ー
ジ
参
照
）、
ア
イ

デ
ア
が
同
じ
で
も
表
現
が
違
う
場
合
は
権
利
侵
害
に
は
な
り

ま
せ
ん（
25
ペ
ー
ジ
参
照
）。
ま
た
、「
引
用
」な
ど
、
著
作
権
者

の
許
諾
を
得
な
い
で
も
著
作
物
を
一
定
の
範
囲
内
で
利
用
で

き
る
場
合
が
あ
り
ま
す（
32
ペ
ー
ジ
参
照
）。

で
す
か
ら
、「
無
断
で
利
用
さ
れ
た
」と
思
っ
た
ら
、
ま
ず

事
実
関
係
を
確
認
し
、
そ
れ
が
著
作
権
侵
害
に
あ
た
る
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
で
、
実
際
に

権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
ま
ず
侵
害
者
に
抗
議
し
、

侵
害
行
為
の
中
止
、
違
法
物
件
の
廃
棄
、
損
害
金
の
支
払
い

（
場
合
に
よ
っ
て
は
謝
罪
広
告
の
掲
載
）を
求
め
る
文
書
を
内

容
証
明
郵
便
な
ど
で
送
付
し
て
対
応
を
見
守
り
ま
す
。
相
手

自
分
の
デ
ザ
イ
ン
が
無
断
で
利
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
場
合
、

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
か
？

事
実
を
確
認
し
、
最
も
適
し
た
対
応
策
を
講
じ
ま
す
︒

QA

に
誠
意
が
あ
れ
ば
示
談（
和
解
）の
交
渉
を
し
、
誠
意
が
な
か

っ
た
り
、
示
談
が
成
立
し
な
い
場
合
に
は
、
民
事
調
停
や
民

事
訴
訟
の
申
し
立
て
を
行
い
ま
す
。
必
要
に
応
じ
て
刑
事
事

件
と
し
て
の
告
訴
手
続
き
を
と
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

侵
害
者
と
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
が
得
ら
れ
た
と
き
は
示

談
で
済
ま
せ
ま
す
。
示
談
の
内
容
と
し
て
は
、
侵
害
者
が
非

を
認
め
て
以
後
の
行
為
を
中
止
し
在
庫
品
な
ど
を
自
主
的
に

廃
棄
す
る
場
合
と
、
権
利
者
か
ら
ラ
イ
セ
ン
ス
を
受
け
て
以

後
の
行
為
を
適
法
な
も
の
と
す
る
場
合
に
大
別
さ
れ
ま
す
。

い
ず
れ
の
場
合
で
も
過
去
の
権
利
侵
害
に
対
す
る
金
銭
の
支

払
い
の
有
無
や
金
額
に
つ
い
て
合
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

民
事
調
停
は
、
簡
易
裁
判
所
の
調
停
委
員
会
に
紛
争
の
解

決
を
求
め
る
も
の
で
、
事
実
関
係
に
不
明
な
点
が
あ
っ
た
り
、
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１　

目
的
の
違
い

著
作
権
法
は﹁
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
﹂こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す

が［
§
1
］、
意
匠
法
は﹁
産
業
の
発
達
に
寄
与
す
る
﹂こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す［
意
§
1
］︒
著
作
権
法
が
文
化
庁
、
意
匠
法
が
特
許
庁
の
管
轄

と
な
っ
て
い
る
の
も
、
こ
の
目
的
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
す
︒

２　

保
護
す
る
対
象
物
の
違
い

著
作
権
法
は﹁
思
想
・
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
で
、
文
芸
、

学
術
、
美
術
、
音
楽
の
範
囲
に
属
す
る
も
の
﹂を﹁
著
作
物
﹂と
し
て
保
護

し（
15
ペ
ー
ジ
参
照
）、
意
匠
法
は﹁
物
品
の
形
状
、
模
様
も
し
く
は
色
彩

ま
た
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
視
覚
を
通
じ
て
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
も

の
﹂［
意
§
2
―
1
］を﹁
意
匠
﹂と
し
て
保
護
し
ま
す
︒

３　

権
利
の
内
容
の
違
い

著
作
権
が
複
製
権
や
展
示
権
な
ど
の
財
産
権
と
、
同
一
性
保
持
権
や
氏

名
表
示
権
な
ど
の
人
格
権
を
ま
と
め
た
権
利
で
あ
る
の
に
対
し（
12
ペ
ー
ジ

参
照
）、
意
匠
権
は
登
録
さ
れ
た
意
匠（
デ
ザ
イ
ン
）を
一
定
の
物
品
に
実
施

（
製
造
、
使
用
、
譲
渡
、
輸
入
）す
る
権
利
で
す［
意
§
2
―
3
］︒

４　

権
利
が
発
生
す
る
た
め
の
条
件
の
違
い

著
作
権
は
創
作
さ
れ
た
時
点
で
自
動
的
に
発
生
し
ま
す（
14
ペ
ー
ジ
参

照
）︒
こ
れ
に
対
し
、
意
匠
権
は
特
許
庁
に
出
願
し
、
審
査
を
受
け
、
登

録
を
し
て
は
じ
め
て
権
利
が
発
生
し
ま
す（
54
ペ
ー
ジ
参
照
）︒
意
匠
登
録

を
得
る
た
め
に
は
、
以
下
の
三
つ
の
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

意
匠
登
録
を
得
る
た
め
の
条
件［
意
§
3
］

（
1
）	

工
業
利
用
性
：
工
業
上
利
用
で
き
る
こ
と（
量
産
可
能
な
こ
と
）︒

（
2
）	

新
規
性
：
意
匠
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
外
に
お
い
て
公
然
知
ら

れ
た
意
匠（
お
よ
び
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
）で
な
い
こ
と
︒
意
匠

登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
外
で
頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ

れ
た
意
匠（
お
よ
び
こ
れ
に
類
似
す
る
意
匠
）で
な
い
こ
と
︒

（
3
）	

創
作
の
非
容
易
性
：
日
本
国
内
で
広
く
知
ら
れ
た
形
態
に
基
づ
き

容
易
に
創
作
で
き
る
意
匠
で
な
い
こ
と
︒

５　

保
護
期
間
の
違
い

著
作
権
が
著
作
者（
自
然
人
）の
死
後
50
年
間
保
護
さ
れ
る
の
に
対
し

（
18
ペ
ー
ジ
参
照
）、
意
匠
権
は
登
録
後
20
年
間
で
す［
意
§
21
］︒
著
作

者
は
孫
の
代
ま
で
、
意
匠
権
は
設
備
投
資
な
ど
が
回
収
で
き
る
ま
で
の
間
、

権
利
を
保
護
し
て
権
利
者
の
利
益
を
守
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
︒

※
注
1
：﹁
博
多
人
形
﹂事
件　

大
量
生
産
・
大
量
販
売
を
目
的
に
製
作

さ
れ
る
彩
色
素
焼
人
形
は
、
意
匠
登
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
匠
法
で

保
護
さ
れ
る
︒
し
か
し﹁
赤
と
ん
ぼ
﹂と
題
さ
れ
た
そ
の
博
多
人
形
に
は
、

創
作
的
表
現
と
美
術
工
芸
的
価
値
と
し
て
の
美
術
性
も
備
わ
っ
て
い
た

た
め
に
、
た
と
え
意
匠
登
録
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
著
作

権
法
の﹁
美
術
工
芸
品
﹂と
し
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ

た
︒（
長
崎
地
方
裁
判
所
佐
世
保
支
部
／1973.2.7.

）

デ
ザ
イ
ン
の
保
護
に
関
す
る
法
律
と
し
て
、
著
作
権
法
と

意
匠
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
法
律
は
、
立
法
の
目
的
、

運
用
の
歴
史
、
保
護
の
手
続
き
な
ど
が
異
な
り
、
世
界
的
に

見
て
も
、
保
護
の
領
域
に
明
確
な
線
を
引
く
こ
と
が
困
難
で

す
。
二
つ
の
法
的
保
護
が
交
錯
す
る
場
所
が
、
い
わ
ゆ
る

「
応
用
美
術
」の
領
域
で
す
。

わ
が
国
の
著
作
権
法
で
は
、
１
９
７
０
年
の
全
面
改
正
時

か
ら
現
在
ま
で
、
保
護
対
象
の「
美
術
の
著
作
物
」は
原
則
と

し
て
実
用
目
的
か
ら
切
り
離
さ
れ
た「
純
粋
美
術
」の
作
品
に

限
ら
れ
、
実
用
目
的
を
有
す
る
も
の
は
一
品
制
作
の「
美
術

工
芸
品
」﹇
§
2
―
2
﹈だ
け
を
保
護
の
対
象
と
す
る
と
い
う
建
前

が
一
貫
し
て
と
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
美
術

工
芸
品
以
外
の
量
産
可
能
な
実
用
品
は「
応
用
美
術
」の
作
品

著
作
権
と
意
匠
権
と
の
違
い
は
何
で
す
か
？

著
作
権
が「
無
方
式
」で
権
利
の
取
得
が
で
き
る
の
に
比
べ
て
、
産
業
財
産
権
の
一つ
で
あ
る
意
匠
権
は

原
則
と
し
て
特
許
庁
に
対
す
る
出
願
・
審
査
・
登
録
の
手
続
き
を
経
て
は
じ
め
て
権
利
が
発
生
し
ま
す
︒

QA

で
あ
っ
て
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
デ
ザ

イ
ン
と
し
て
意
匠
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
わ
が
国
の
判
例
の
中
に
は
、
１
９
７
３
年
の

「
博
多
人
形
」事
件
判
決（
注
1
）以
来
現
在
ま
で
、
二
つ
の
領

域
が
重
複
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ

ま
す
。
す
な
わ
ち
、
意
匠
登
録
の
対
象
に
な
る
よ
う
な
デ
ザ

イ
ン
の
作
品
で
も
そ
れ
を
実
用
目
的
か
ら
切
り
離
し
て
美
術

作
品
と
し
て
鑑
賞
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な 

場
合
は
、「
美
術
の
著
作
物
」と
し
て
保
護
さ
れ
る
と
い
う
の

で
す
。
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プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム（J-PlatPat

）」に
お
い
て
、
誰
で
も
検

索
・
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

１　

意
匠
権

（
1
）　

出
願
料	

意
匠
登
録
出
願　

１
万
６
０
０
０
円

（
2
）　

登
録
料	

1
～
3
年（
毎
年
）：
８
５
０
０
円

	

4
～
20
年（
毎
年
）：
１
万
６
９
０
０
円

（
3
）　

保
護
期
間	

登
録
日
か
ら
20
年
間

	

（
た
だ
し
、
毎
年
登
録
料
の
更
新
が
必
要
）

２　

商
標
権

（
1
）　

出
願
料	

商
標
登
録
出
願

	

　

３
４
０
０
円
＋（
区
分
数
×
８
６
０
０
円
）

（
2
）　

登
録
料	

商
標
登
録
料（
10
年
分
）

	

　

２
万
８
２
０
０
円
×
区
分
数

	

更
新
登
録
申
請（
10
年
ご
と
）　

	

　

３
万
８
８
０
０
円
×
区
分
数

（
3
）　

保
護
期
間	

無
期
限

	

（
た
だ
し
、
10
年
ご
と
に
登
録
料
の
更
新
が
必
要
）

※
右
記
出
願
・
登
録
料
は
い
ず
れ
も
２
０
１
６
年
４
月
１
日
現
在
の
金
額
︒

産
業
財
産
権
で
あ
る
意
匠
権
、
商
標
権
を
得
る
た
め
に
は
、

ま
ず
特
許
庁
に「
出
願
」し
ま
す
。
意
匠
登
録
は
、
そ
の
意
匠

を
施
す
物
品
を
特
定
し
て
出
願
し
ま
す
。
商
標
登
録
は
、
商

品
お
よ
び
役
務
の
区
分
ご
と
に
権
利
を
取
得
し
ま
す
。
そ
の

後
、「
方
式
審
査
」↓「
審
査
」↓「
登
録
査
定
」を
経
て
、
登
録

の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
は
、
登
録
料

を
支
払
っ
て（
こ
れ
を「
設
定
登
録
」と
い
い
ま
す
）、
は
じ
め

て
権
利
が
与
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
、
出
願
か
ら
登
録
ま
で（
権

利
が
発
生
す
る
ま
で
）に
は
、
10
カ
月
程
度
の
時
間
を
要
し

ま
す
。
出
願
の
た
め
の
書
類
の
作
成
は
複
雑
な
の
で
、
弁
理

士
な
ど
の
専
門
家
に
依
頼
し
た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
著
作
権
に
比
べ
る
と
産
業
財
産
権
の
取
得

意
匠
や
商
標
の
登
録
手
続
き
の
方
法
や
料
金
、

保
護
期
間
は
ど
う
な
っ
て
い
ま
す
か
？

特
許
庁
に
登
録
を
出
願
し
ま
す
︒
登
録
さ
れ
た
意
匠
権
の
保
護
期
間
は
20
年
、

商
標
権
は
使
用
が
続
く
か
ぎ
り
無
期
限
で
す
︒

QA

に
は
手
間
と
時
間
と
お
金（
登
録
が
完
了
し
た
後
も
、
権
利

の
更
新
を
す
る
際
に
追
加
料
金
が
必
要
で
す
）が
か
か
り
ま
す

が
、
そ
の
分
、
一
度
取
得
し
た
権
利
の
効
力
は
、
偶
然
の
場

合
を
含
め
て
、
類
似
し
た
も
の
を
排
除
で
き
る
強
い
権
利
で

す
。
意
匠
権
と
商
標
権
の
出
願
料
、
登
録
料
、
保
護
期
間
は
、

左
ペ
ー
ジ
の
と
お
り
で
す
。

権
利
の
取
得
方
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
特
許
庁
の
Ｗ
ｅ

ｂ
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い（
特
許
庁
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で

の
出
願
手
続
き
が
で
き
る「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
出
願
」の
サ
ー

ビ
ス
も
行
っ
て
い
ま
す
）。

ま
た
、
既
に
登
録
さ
れ
て
い
る
意
匠
や
商
標
の
情
報
は
、

工
業
所
有
権
情
報
・
研
修
館
の
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト「
特
許
情
報

▶独立行政法人工業所有権情報・研修館　Tel	03-3581-1101　http://www.inpit.go.jp
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広
告
代
理
店
か
ら
の
仕
事
で
、
ポ
ス
タ
ー
の
コ
ン
ペ
に
応

募
し
た
と
こ
ろ
、
残
念
な
が
ら
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒

そ
の
後
、
発
表
さ
れ
た
ポ
ス
タ
ー
を
見
る
と
、
私
が
提
出
し

た
も
の
と
ア
イ
デ
ア
、
構
図
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
要
素
な
ど
が
ほ

質
問
の
例
で
は
、
完
成
し
た
ポ
ス
タ
ー
は
、
応
募
作
品
の

完
全
な
コ
ピ
ー
と
い
う
よ
り
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
要
素
を
転
用
し

た
も
の
で
す
の
で
、
複
製
権
で
は
な
く
、
翻
案
・
変
形
権
が

侵
害
さ
れ
た
例
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

今
後
の
対
策
と
し
て
は
、
コ
ン
ペ
に
応
募
す
る
際
、
主
催

者
と
の
間
で「
不
採
用
の
場
合
は
作
品
を
返
還
す
る
こ
と
」や

「
不
採
用
作
品
を
コ
ピ
ー
し
た
り
、
ア
イ
デ
ア
、
構
図
、
ビ

ジ
ュ
ア
ル
要
素
な
ど
を
転
用
し
た
り
し
な
い
こ
と
」な
ど
を
事

前
に
取
り
決
め
て
お
く
こ
と
が
一
番
で
す
。

Ｊ
Ａ
Ｇ
Ｄ
Ａ
で
も
、
コ
ン
ペ
の
主
催
者
側
に
、「
採
否
の
結

果
に
か
か
わ
ら
ず
、
応
募
作
品
は
返
却
し
ま
せ
ん
」や「
応
募

作
品
の
著
作
権
は
全
て
主
催
者
に
帰
属
し
ま
す
」と
い
っ
た

一
方
的
な
条
件
を
削
除
す
る
よ
う
勧
告
し
、
多
く
の
場
合
こ

れ
を
実
行
さ
せ
た
上
で
会
員
に
コ
ン
ペ
を
紹
介
す
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

コ
ン
ペ
で
不
採
用
だ
っ
た
ア
イ
デ
ア
や
プ
レ
ゼ
ン
、

企
画
案
な
ど
が
盗
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
？

事
前
に
取
り
決
め
を
し
て
お
く
こ
と
が
一
番
で
す
︒

QA

と
ん
ど
同
じ
で
、
ど
う
見
て
も
盗
用
さ
れ
た
と
し
か
思
え
ま

せ
ん
︒
代
理
店
と
の
つ
き
合
い
も
あ
り
、
こ
の
件
は
諦
め
ま

し
た
が
、
二
度
と
こ
の
よ
う
な
経
験
は
し
た
く
あ
り
ま
せ
ん
︒

ど
ん
な
対
策
を
立
て
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

A
社
の
製
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
デ
ザ
イ
ン
し
ま
し
た
︒
印

刷
会
社
に
納
品
し
た
の
は
1
パ
タ
ー
ン
だ
け
だ
っ
た
の
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
印
刷
会
社
が
A
社
の
指
示
で
デ
ザ
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ッ
ト（
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
）を
転
用
し
、
勝
手
に
6
パ
タ
ー

ン
の
A
社
製
品
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
︒
A
社
と
話
し
合
い
を

一
般
に
、
製
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
の
著
作
権（
著

作
財
産
権
）は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
取
得
す
る
こ
と
が
多
い

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
仮
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ
デ
ザ
イ
ン
の
著
作

権
が
A
社
に
移
転
し
て
い
る
と
し
て
も
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
同

一
性
保
持
権（
著
作
者
人
格
権
）や
翻
案
・
変
形
権（
二
次
的

著
作
物
に
関
す
る
著
作
財
産
権
）は
移
転
せ
ず
に
デ
ザ
イ 

ナ
ー
に
残
さ
れ
て
い
ま
す（
16
ペ
ー
ジ
参
照
）。こ
の
た
め
、
A
社

が
無
断
で
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
改
変
し
て
他
の
製
品
の
パ
ッ

ケ
ー
ジ
に
転
用
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ

と
に
な
り
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
A
社
に
対
し
、
差
止
を
求
め
た

り
、
追
加
の
使
用
料
を
請
求
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
修
正
や
転
用
が
容
易
な
た
め
、
最
近
、

こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ブ
ル
が
増
え
て
い
ま
す
。
デ
ザ
イ
ン
料
金

を
支
払
え
ば
、
以
後
、
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
自
由
に
加
工
し

て
構
わ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
著
作
権
解
釈
が
ま
か
り
通
っ

て
い
ま
す
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
間
違
い
で
す
。

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
正
規
納
品
後
の
デ
ザ
イ
ン
を
転
用
さ
れ
た
り
、

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
流
用
さ
れ
た
場
合
は
？

転
用
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
差
止
を
求
め
た
り
、
追
加
使
用
料
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

QA

持
ち
ま
し
た
が
、﹁
デ
ザ
イ
ン
料
は
初
回
に
全
部
支
払
っ
た
は

ず
だ
﹂と
居
直
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒
こ
の
場
合
、
A
社
に

著
作
権
侵
害
で
差
止
を
求
め
た
り
、
追
加
使
用
料
を
請
求
す

る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？
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ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
し
、
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
場
合
も
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

に
商
標
登
録
の
予
定
が
な
い
場
合
で
も
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に

自
ら
登
録
商
標
の
調
査
を
す
る
よ
う
助
言
し
、
制
作
前
に
結

果
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
す
。

外
食
業
の
B
社
の
依
頼
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
サ
ー
ビ
ス
マ
ー

ク
が
採
用
さ
れ
、
1
年
前
か
ら
B
社
の
チ
ェ
ー
ン
レ
ス
ト
ラ

ン
な
ど
で
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
最
近
、
同
業

他
社
か
ら
B
社
に
、﹁
当
社
が
3
年
前
に
登
録
し
た
サ
ー
ビ
ス

マ
ー
ク
と
よ
く
似
て
い
る
か
ら
使
用
を
中
止
し
て
ほ
し
い
﹂と

い
う
申
し
入
れ
が
あ
り
ま
し
た
︒
決
し
て
模
倣
し
た
わ
け
で

「
商
標
」に
は
、
商
品
に
使
用
す
る「
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
」と
、

サ
ー
ビ
ス（
役
務
）に
使
用
す
る「
サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
」が
あ
り

﹇
商
§
2
―
1
﹈、
い
ず
れ
も
特
許
庁
に
出
願
し
て
登
録
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
独
占
的
な
使
用
権
が
認
め
ら
れ
ま
す﹇
商
§
25
﹈。

他
人
の「
登
録
商
標
」と
同
一
ま
た
は
類
似
の
マ
ー
ク
を
使
用

す
る
こ
と
は
、「
商
標
権
」の
侵
害
と
な
り
、
た
と
え
偶
然
の

一
致
の
場
合
で
も
、
商
標
権
者
か
ら
の
差
止
請
求
や
損
害
賠

償
請
求
の
対
象
と
な
り
ま
す﹇
商
§
36
、
商
§
38
﹈。

特
に
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
が
商
標
登
録
す
る
こ
と
を
明
示
し

て
デ
ザ
イ
ン
制
作
を
依
頼
し
た
場
合
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
も
商
標

登
録
に
関
す
る
調
査
を
行
う
義
務
を
負
う
可
能
性
が
あ
り
、

そ
れ
を
怠
っ
た
結
果
、
商
標
登
録
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、

自
分
の
デ
ザ
イ
ン
し
た
マ
ー
ク
が
、

既
に
商
標
登
録
さ
れ
て
い
る
マ
ー
ク
と
偶
然
似
て
い
る
場
合
は
？

そ
の
マ
ー
ク
を
使
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒

デ
ザ
イ
ナ
ー
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
対
し
責
任
を
負
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
︒

QA

は
な
く
、
シ
ン
プ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
な
の
で
偶
然
似
た
も
の
に

な
っ
て
い
た
の
で
す
︒
な
お
B
社
で
は
、
商
標
登
録
の
出
願

や
登
録
は
し
て
い
ま
せ
ん
︒
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
B
社
は
こ
の

サ
ー
ビ
ス
マ
ー
ク
を
使
え
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？　

ま
た
そ

の
場
合
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
に
責
任
が
生
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
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雑
誌
に
掲
載
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
と
き

に
、
市
販
の
量
産
品
の
お
も
ち
ゃ
を
モ
チ
ー
フ
に
使
っ
た
と

こ
ろ
、
編
集
部
か
ら﹁
著
作
権
に
触
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で

作
り
直
し
て
く
れ
﹂と
言
わ
れ
ま
し
た
︒
ア
ニ
メ
や
ス
ト
ー	

最
近
の
刑
事
事
件
の
判
例
で
は
、
市
販
の
量
産
品
の
お
も

ち
ゃ
で
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
な
い
も
の
を
無
断
で
複
製
し
て
も
、

お
も
ち
ゃ
の
著
作
権
を
侵
害
し
な
い（
無
罪
）と
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
民
事
事
件
の
判
例
や
学
説
か
ら
は
、
ス
ト
ー

リ
ー
性
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
自

由
に
使
用
で
き
る
と
考
え
る
の
は
早
計
で
す
。

質
問
の
場
合
、
偶
然
の
一
致
で
は
な
く
ア
ク
セ
ス（
他
人

の
著
作
物
に
接
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
）が
認
め
ら
れ
ま
す
の

で
、
市
販
の
お
も
ち
ゃ
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
が
ま
っ
た
く
同

一
と
は
い
え
な
い
場
合
で
も
、
翻
案
・
変
形
権
の
侵
害
を
主

張
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

量
産
品
の
お
も
ち
ゃ
製
品
を
モ
チ
ー
フ
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を

デ
ザ
イ
ン
し
た
の
で
す
が
、
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

作
り
直
す
か
著
作
権
者
の
許
諾
を
受
け
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
︒

QA

リ
ー
漫
画
に
登
場
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
は
な
く
、
ス
ト
ー

リ
ー
性
の
な
い
お
も
ち
ゃ
な
ど
の
製
品
の
場
合
も
、
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
に
使
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？

制
作
会
社
か
ら
の
依
頼
で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
企
画
・
デ
ザ

イ
ン
し
ま
し
た
︒
印
刷
ま
で
こ
ち
ら
で
行
っ
た
の
で
、
納
品

後
も
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
は
手
元
に
保
管
し
て
あ
り
ま
し
た
︒

そ
の
後
、
そ
の
制
作
会
社
か
ら﹁
改
版
・
増
刷
し
た
い
が
、

企
画
・
デ
ザ
イ
ン
の
契
約
で
デ
ジ
タ
ル
の「
印
刷
デ
ー
タ
」

を
制
作
会
社
に
引
き
渡
す
こ
と
を
約
束
し
て
い
れ
ば
、
デ
ザ

イ
ナ
ー
が
引
き
渡
さ
な
い
こ
と
は
契
約
違
反
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
質
問
の
例
で
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
ほ
う
で
印
刷
・
納

品
ま
で
を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
約
束
は
な
く
、「
印
刷
デ
ー

タ
」媒
体
の
所
有
権
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
側
に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
制
作
会
社
は
、
所
有
権
が
な
い
以
上
、「
印
刷 

デ
ー
タ
」媒
体
の
引
き
渡
し
ま
で
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
著
作
権
が
制
作
会
社
に
移
転
し
て
い

る
場
合
で
も
同
様
で
す
。

制
作
会
社
の
ほ
う
も
、
た
と
え
有
料
で
も
改
版
・
増
刷
の

た
め
に
既
存
の「
印
刷
デ
ー
タ
」が
使
え
れ
ば
、
作
り
直
す
た

め
に
余
計
な
経
費
が
か
か
ら
ず
に
済
み
ま
す
の
で
、
デ
ザ
イ

ナ
ー
が「
印
刷
デ
ー
タ
」媒
体
の
使
用
を
認
め
る
条
件
と
し
て
、

使
用
料
の
支
払
い
に
つ
い
て
協
議
を
申
し
入
れ
れ
ば
、
応
じ

て
く
れ
る
は
ず
で
す
。

制
作
会
社
か
ら
初
版
時
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
の

引
き
渡
し
を
要
求
さ
れ
た
の
で
す
が
？

約
束
が
な
い
か
ぎ
り
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
渡
す
こ
と
を
拒
否
で
き
ま
す
︒

使
用
料
の
請
求
も
で
き
ま
す
︒

QA

印
刷
は
他
の
印
刷
会
社
に
頼
み
た
い
の
で
、
初
版
印
刷
時
の

デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
渡
し
て
ほ
し
い
﹂と
言
わ
れ
ま
し
た
︒
こ

の
場
合
、
デ
ー
タ
を
渡
す
の
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す

か
？　

ま
た
、
デ
ー
タ
使
用
料
の
請
求
は
で
き
ま
す
か
？
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著
作
者
人
格
権
は
譲
渡
や
放
棄
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る

た
め﹇
§
59
﹈、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
制
作
者
か
ら「
ど
の
よ
う
に

変
更
し
て
も
異
論
あ
り
ま
せ
ん
」な
ど
と
い
う
念
書
を
と
っ
て

も
、
そ
れ
が
無
効
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
は

発
注
者
側
と
し
て
十
分
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。 制

作
会
社
の
社
員
と
し
て
広
告
や
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ

ン
を
し
て
い
ま
す
︒
仕
事
で
は
全
て﹁
自
分
の
作
品
﹂だ
と
思

っ
て
、
個
性
を
発
揮
し
た
作
品
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
の
で

す
が
、
上
司
の
手
で
私
自
身
は
ま
っ
た
く
納
得
が
い
か
な
い

会
社
の
従
業
員
が
、
会
社
の
業
務
と
し
て
、
会
社
名
で
公

表
す
る
著
作
物
を
制
作
す
る
こ
と
を「
職
務
著
作
」と
い
い
ま

す
。
職
務
著
作
の
場
合
、
従
業
員
の
手
に
よ
る
作
品
の
著
作

権
は
、
何
の
手
続
き
も
要
さ
ず
会
社
に
帰
属
し
ま
す﹇
§
15
﹈

（
30
ペ
ー
ジ
参
照
）。
会
社
は「
著
作
者
」で
あ
り
、
複
製
権
や
翻

案
・
変
形
権
な
ど
の
著
作
財
産
権
も
、
同
一
性
保
持
権
な
ど

の
著
作
者
人
格
権
も
最
初
か
ら
会
社
に
帰
属
し
ま
す
。
こ
の

た
め
、
従
業
員
は
、「
納
得
が
い
か
な
い
デ
ザ
イ
ン
に
変
え
ら

会
社
の
業
務
と
し
て
制
作
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
著
作
権
を
、

社
員
の
私
が
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
？

就
業
規
則
な
ど
に
特
別
な
取
り
決
め
が
な
い
か
ぎ
り
、

著
作
権︵
著
作
者
人
格
権
を
含
む
︶を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒

QA

れ
た
」こ
と
や「
使
い
回
さ
れ
た
」こ
と
に
つ
い
て
、
少
な
く
と

も
著
作
権
法
上
は
、
会
社
に
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
業
務
上
の
作
品
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
従
業
員
が

著
作
者（
あ
る
い
は
著
作
権
者
）と
な
る
こ
と
が
就
業
規
則
な

ど
に
明
記
さ
れ
て
い
る
場
合
は
別
で
す
。

な
お
、
職
務
著
作
の
規
定
は
、
厳
密
な
意
味
の
雇
用
契
約

上
の
従
業
員
に
つ
い
て
だ
け
適
用
さ
れ
、
外
注
先
の
社
員
や

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
制
作
者
に
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

デ
ザ
イ
ン
に
変
え
ら
れ
た
り
、
別
の
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
用
の
作

品
に
使
い
回
さ
れ
た
り
し
ま
す
︒
も
と
も
と
は
私
が
手
が
け

た
作
品
で
す
︒
著
作
権（
少
な
く
と
も
著
作
者
人
格
権
）を
主

張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
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私
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト

の
玩
具
メ
ー
カ
ー
が
人
形
の
デ
ザ
イ
ン
と
し
て
意
匠
登
録
し

ま
し
た
︒
と
こ
ろ
が
、
後
に
な
っ
て
よ
く
似
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

が
20
年
ほ
ど
前
の
連
載
漫
画
に
登
場
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

登
録
さ
れ
て
い
る
意
匠
が
他
人
の
著
作
権
を
侵
害
し
て
い

る
場
合
、
つ
ま
り
他
人
の
先
行
作
品
を
意
図
的
に
模
倣
し
た

意
匠
の
場
合
、
意
匠
権
と
し
て
登
録
さ
れ
て
も
、
そ
の
意
匠

を
製
品
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん﹇
意
§
26
﹈。
し
か
し
、

偶
然
に
類
似
し
た
場
合
は
著
作
権
侵
害
に
は
な
り
ま
せ
ん
か

ら
、
20
年
前
の
漫
画
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
ア
ク
セ
ス（
作
品

に
接
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
）し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
結

果
的
に
類
似
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
人
形
の
意
匠
登
録

が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

な
お
、
商
標
権
と
著
作
権
の
関
係
も
同
様
で
、
著
作
権
は

意
図
的
に
類
似
す
る
商
標
権
に
優
先
し
ま
す﹇
商
§
29
﹈。

類
似
し
た
デ
ザ
イ
ン
の
場
合
、

著
作
権
と
意
匠
権
の
ど
ち
ら
が
優
先
し
ま
す
か
？

模
倣
に
よ
る
類
似
の
場
合
は
著
作
権
が
優
先
し
ま
す
が
、

偶
然
の
類
似
の
場
合
は
優
劣
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

QA

し
、
そ
の
漫
画
家
か
ら
抗
議
を
受
け
ま
し
た
︒
も
し
、
人
形

の
デ
ザ
イ
ン
と
漫
画
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
類
似
し
て
い
る
と

判
断
さ
れ
た
場
合
、
著
作
権
と
意
匠
権
の
ど
ち
ら
が
優
先
す

る
の
で
し
ょ
う
か
？
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無料相談窓口
●知的財産権全般
知財総合支援窓口（知財ポータル）　
http://chizai-portal.jp
相談日：平日 8:30‒17:15
Tel 0570-082100（全国共通ダイヤル）
※全国47都道府県に設置されたお近くの窓口につながります。

全国の窓口一覧　http://chizai-portal.jp/area

●著作権全般
公益社団法人著作権情報センター
著作権テレホンガイド
相談日：平日 10:00‒12:00、13:00‒16:00
Tel 03-5348-6036（専用電話）

●産業財産権全般
独立行政法人工業所有権情報・研修館 
産業財産権相談窓口（相談部）
相談日（窓口）：平日 9:00‒17:45（受付は17:30）
相談日（電話）：平日 8:30‒19:00
Tel 03-3581-1101（内線2121‒2123）

日本弁理士会（JPAA） 
常設知的財産相談室（要予約）
http://www.jpaa.or.jp/?cat=774

・北海道支部（札幌）　Tel 011-736-9331
　相談日：火・金14:00‒16:00
　http://jpaa-hokkaido.jp

・東北支部（仙台）　Tel 022-215-5477
　相談日：火13:00‒16:00
　http://www.jpaa-tohoku.jp

・北陸支部（金沢）　Tel 076-266-0617
　相談日：ウェブサイトをご覧ください。
　http://www.jpaa-hokuriku.jp

・関東支部（東京）　Tel 03-3519-2707
　相談日：平日10:00‒12:00、14:00‒16:00
　http://www.jpaa-kanto.jp/consuls/counsellings

・東海支部（名古屋）　Tel 052-211-3110
　相談日：平日13:00‒16:00
　http://www.jpaa-tokai.jp

・近畿支部（大阪）　Tel 06-6453-8200
　相談日：平日10:00‒12:00、14:00‒16:00
　http://www.kjpaa.jp

・中国支部（広島）　Tel 082-224-3944
　相談日：水13:00‒15:00
　http://www.jpaa-chugoku.jp

・四国支部（高松）　Tel 087-822-9310
　相談日：ウェブサイトをご覧ください。
　http://jpaa-shikoku.jp

・九州支部（福岡）　Tel 092-415-1139
　相談日：木10:00‒12:00、13:00‒15:00
　http://www.jpaa-kyusyu.jp

意匠・商標等の検索サイト
特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）
https://www.j-platpat.inpit.go.jp
ヘルプデスク　Tel 03-6666-8801

（平日9:00‒21:00）

所管官庁
●著作権
文化庁長官官房 著作権課　
Tel 03-6734-2849（直通）

●産業財産権
経済産業省 経済産業政策局 知的財産政策室
Tel 03-3501-3752（直通）

特許庁
Tel 03-3581-1101

関連団体
●著作権全般
公益社団法人著作権情報センター
Tel 03-5348-6030
http://www.cric.or.jp

●イラストレーション
一般社団法人東京イラストレーターズ・ソサエティ

（TIS）
Tel 03-3470-4116
http://www.tis-home.com

●タイポグラフィ
NPO法人日本タイポグラフィ協会
Tel 03-6661-7627
http://www.typography.or.jp

●ブックデザイン
日本図書設計家協会
Tel 03-3261-4925
http://www.tosho-sekkei.gr.jp

●写真
一般社団法人日本写真著作権協会　
Tel 03-3221-6655
http://www.jpca.gr.jp

●美術
一般社団法人日本美術家連盟
Tel 03-3542-2581
http://www.jaa-iaa.or.jp

一般社団法人日本美術著作権協会（JASPAR）　
Tel 03-6226-5951 
http://jaspar.or.jp

一般社団法人日本美術著作権連合
http://jart.tokyo

●コンピュータソフトウェア
 一般社団法人コンピュータソフトウェア
著作権協会（ACCS）　
Tel 03-5976-5178 （著作権ホットライン）
http://www2.accsjp.or.jp
http://www2.accsjp.or.jp/qa

（著作権Q&Aコーナー）

●出版・雑誌
一般社団法人日本書籍出版協会　
Tel 03-3268-1303
http://www.jbpa.or.jp

一般社団法人日本雑誌協会
Tel 03-3291-0775
http://www.j-magazine.or.jp

●出版物（新聞・書籍・雑誌等）の複写
公益社団法人日本複製権センター　
Tel 03-3401-2382
http://www.jrrc.or.jp

一般社団法人出版者著作権管理機構（JCOPY）
Tel 03-3513-6969 
http://www.jcopy.or.jp

●音楽
一般社団法人日本音楽著作権協会

（JASRAC）　
Tel 03-3481-2121
http://www.jasrac.or.jp

●小説・脚本
公益社団法人日本文藝家協会
Tel 03-3265-9658
http://www.bungeika.or.jp

協同組合日本脚本家連盟
Tel 03-3401-2304
http://www.writersguild.or.jp

協同組合日本シナリオ作家協会
Tel 03-3584-1901 
http://www.j-writersguild.org

●レコード（CD等）
一般社団法人日本レコード協会　 
Tel 03-5575-1301
http://www.riaj.or.jp

●放送
日本放送協会（NHK）　
Tel 0570-066-066

（NHKふれあいセンター）
http://www.nhk.or.jp

一般社団法人日本民間放送連盟　
Tel 03-5213-7707
http://www.j-ba.or.jp

●ビデオ・映画
一般社団法人日本映像ソフト協会　
Tel 03-3542-4433
http://www.jva-net.or.jp

●実演
公益社団法人日本芸能実演家団体協議会
Tel 03-5353-6600
http://www.geidankyo.or.jp

●デザインの寄託
一般社団法人日本デザイン保護協会
Tel 03-3591-3031
http://www.jdpa.or.jp

相
談
窓
口
・
関
連
団
体
一
覧
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ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦

ア
ル
メ
ニ
ア

ア
ン
テ
ィ
グ
ア
・
バ
ー
ブ
ー
ダ

イ
エ
メ
ン

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン

エ
ジ
プ
ト

エ
ス
ト
ニ
ア

オ
マ
ー
ン

カ
ー
ボ
ベ
ル
デ

ガ
イ
ア
ナ

カ
タ
ー
ル

ガ
ボ
ン

ガ
ン
ビ
ア

北
朝
鮮

ギ
ニ
ア
ビ
サ
ウ

キ
ル
ギ
ス

ク
ウ
ェ
ー
ト

グ
ル
ジ
ア

グ
レ
ナ
ダ

コ
ー
ト
ジ
ボ
ワ
ー
ル

コ
モ
ロ
連
合

コ
ン
ゴ

コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国

サ
モ
ア

サ
ン
ト
メ
・
プ
リ
ン
シ
ペ

　

民
主
共
和
国

ジ
ブ
チ

ジ
ャ
マ
イ
カ

シ
リ
ア

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ジ
ン
バ
ブ
エ

ス
ー
ダ
ン

ス
リ
ナ
ム

ス
ワ
ジ
ラ
ン
ド

赤
道
ギ
ニ
ア

セ
ン
ト
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・

　

ネ
イ
ビ
ス

セ
ン
ト
ル
シ
ア

タ
イ

タ
ン
ザ
ニ
ア

チ
ャ
ド

中
央
ア
フ
リ
カ

ド
ミ
ニ
カ
国

ト
ル
ク
メ
ニ
ス
タ
ン

ト
ル
コ

ト
ン
ガ

ナ
ミ
ビ
ア

ニ
ウ
エ

ネ
パ
ー
ル

バ
ー
レ
ー
ン

バ
ヌ
ア
ツ

フ
ィ
リ
ピ
ン

ブ
ー
タ
ン

ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ

ブ
ル
ネ
イ
・
ダ
ル
サ
ラ
ー
ム

ブ
ル
ン
ジ

ベ
ト
ナ
ム

ベ
ナ
ン

ボ
ツ
ワ
ナ

ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス

マ
ダ
ガ
ス
カ
ル

マ
リ

マ
レ
ー
シ
ア

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

南
ア
フ
リ
カ

モ
ー
リ
タ
ニ
ア

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

モ
ン
ゴ
ル

ヨ
ル
ダ
ン

ラ
ト
ビ
ア

リ
ト
ア
ニ
ア

リ
ビ
ア

ル
ー
マ
ニ
ア

レ
ソ
ト

カ
ン
ボ
ジ
ア

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

ア
ン
ゴ
ラ

ウ
ガ
ン
ダ

シ
エ
ラ
レ
オ
ネ

セ
ー
シ
ェ
ル
共
和
国

ソ
ロ
モ
ン
諸
島

台
湾

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア

香
港

マ
カ
オ

ミ
ャ
ン
マ
ー

モ
ル
デ
ィ
ブ

「
ベ
ル
ヌ
条
約
」の
み
加
盟（
73
カ
国
）

「
万
国
著
作
権
条
約
」の
み
加
盟（
1
カ
国
）

「
Ｔ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｓ
協
定
」の
み
加
盟（
12
カ
国
・
地
域
）

「
ベ
ル
ヌ
条
約
」「
万
国
著
作
権
条
約
」加
盟
国
一
覧
（
２
０
１
６
年
12
月
末
現
在
）　

ア
イ
ス
ラ
ン
ド

ア
イ
ル
ラ
ン
ド

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ア
ル
ジ
ェ
リ
ア

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン

ア
ル
バ
ニ
ア

ア
ン
ド
ラ

イ
ギ
リ
ス

イ
ス
ラ
エ
ル

イ
タ
リ
ア

イ
ン
ド

ウ
ク
ラ
イ
ナ

ウ
ル
グ
ア
イ

エ
ク
ア
ド
ル

エ
ル
サ
ル
バ
ド
ル

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

オ
ラ
ン
ダ

ガ
ー
ナ

カ
ザ
フ
ス
タ
ン

カ
ナ
ダ

カ
メ
ル
ー
ン

韓
国

ギ
ニ
ア

キ
プ
ロ
ス

キ
ュ
ー
バ

ギ
リ
シ
ャ

グ
ア
テ
マ
ラ

ク
ロ
ア
チ
ア

ケ
ニ
ア

コ
ス
タ
リ
カ

コ
ロ
ン
ビ
ア

サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア

ザ
ン
ビ
ア

ス
イ
ス

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

ス
ペ
イ
ン

ス
リ
ラ
ン
カ

ス
ロ
バ
キ
ア

ス
ロ
ベ
ニ
ア

セ
ネ
ガ
ル

セ
ル
ビ
ア

セ
ン
ト
ビ
ン
セ
ン
ト
・

　

グ
レ
ナ
デ
ィ
ー
ン

タ
ジ
キ
ス
タ
ン

チ
ェ
コ

中
華
人
民
共
和
国

チ
ュ
ニ
ジ
ア

チ
リ

デ
ン
マ
ー
ク

ド
イ
ツ

ト
ー
ゴ

ド
ミ
ニ
カ
共
和
国

ト
リ
ニ
ダ
ー
ド
・
ト
バ
ゴ

ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア

ニ
カ
ラ
グ
ア

ニ
ジ
ェ
ー
ル

日
本

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

ノ
ル
ウ
ェ
ー

ハ
イ
チ

パ
キ
ス
タ
ン

バ
チ
カ
ン

パ
ナ
マ

バ
ハ
マ

パ
ラ
グ
ア
イ

バ
ル
バ
ド
ス

ハ
ン
ガ
リ
ー

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ

フ
ィ
ジ
ー

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

ブ
ラ
ジ
ル

フ
ラ
ン
ス

ブ
ル
ガ
リ
ア

ベ
ネ
ズ
エ
ラ

ベ
ラ
ル
ー
シ

ベ
リ
ー
ズ

ペ
ル
ー

ベ
ル
ギ
ー

ポ
ー
ラ
ン
ド

ボ
ス
ニ
ア
・
ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

ボ
リ
ビ
ア

ポ
ル
ト
ガ
ル

マ
ケ
ド
ニ
ア

マ
ラ
ウ
イ

マ
ル
タ

メ
キ
シ
コ

モ
ー
リ
シ
ャ
ス

モ
ナ
コ

モ
ル
ド
バ

モ
ロ
ッ
コ

モ
ン
テ
ネ
グ
ロ

ラ
オ
ス

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

リ
ベ
リ
ア

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

ル
ワ
ン
ダ

レ
バ
ノ
ン

ロ
シ
ア

「
ベ
ル
ヌ
条
約
」「
万
国
著
作
権
条
約
」両
条
約
に
加
盟（
99
カ
国
）
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送
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
な
ど
の「
技
術
的
制
限
手
段
」を

無
効
に
す
る
装
置
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
販
売
・
提
供
す

る
行
為
。

︵
６
︶ 

ド
メ
イ
ン
名
の
不
正
使
用［
不
§
２
―
１︵
13
︶］

不
正
な
利
益
を
得
た
り
他
人
に
損
害
を
与
え
る
目
的

で
、
他
人
の
商
標
等
と
同
一
ま
た
は
類
似
の
ド
メ
イ

ン
名
を
取
得
・
保
有
・
使
用
す
る
行
為
。

︵
７
︶ 

誤
認
惹
起
行
為［
不
§
２
―
１︵
14
︶］

商
品
や
サ
ー
ビ
ス
や
そ
の
広
告
に
、
そ
の
商
品
や 

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
な
ど
に
つ
い
て
誤
認
さ
せ
る
よ
う

な
表
示
を
す
る
行
為（
普
通
名
称
等
の
使
用
の
場
合

を
除
く
）。

︵
８
︶ 

信
用
毀
損
行
為［
不
§
２
―
１︵
15
︶］

競
合
す
る
他
社
の
営
業
上
の
信
用
を
害
す
る
よ
う
な

虚
偽
の
事
実
を
告
知
・
流
布
す
る
行
為
。

︵
９
︶ 

代
理
人
等
の
商
標
冒
用
行
為［
不
§
２
―
１︵
16
︶］

パ
リ
条
約
の
同
盟
国
等
に
お
い
て
商
標
に
関
す
る
権

利
を
有
す
る
者
の
代
理
人
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、

そ
の
商
標
を
使
用
等
す
る
行
為
。

不
正
競
争
防
止
法
に
は
、
不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の

利
益
や
信
用
が
侵
害
さ
れ
た
人
に
対
し
、
以
下
の
救
済
措
置

が
あ
り
ま
す
。

︵
１
︶ 

差
止
請
求［
不
§
３
］

侵
害
者
ま
た
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
に
対
し
、

そ
の
侵
害
の
停
止
ま
た
は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と 

が
で
き
る
。
ま
た
、
侵
害
物
の
廃
棄
や
侵
害
行
為
に

関
与
し
た
設
備
の
除
去
な
ど
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

︵
２
︶ 

損
害
賠
償
請
求［
不
§
４
、
不
§
５
］

侵
害
者
に
対
し
、
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

２　

救
済
措
置

「
不
正
競
争
防
止
法
」の
概
要

不
正
競
争
防
止
法
は
、
公
正
な
競
争
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、

以
下
の
行
為
を「
不
正
競
争
」と
し
て
差
止
・
損
害
賠
償
の
対

象
と
し
て
い
ま
す
。

︵
１
︶ 

周
知
表
示
と
の
混
同［
不
§
２
―
１︵
１
︶］

広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
他
人
の
商
品
等
表
示（
商
標

や
商
品
の
容
器
な
ど
）と
同
一
ま
た
は
類
似
し
た
表

示
を
使
用
し
て
、
そ
の
他
人
の
商
品
等
表
示
と
混
同

を
生
じ
さ
せ
る
行
為（
普
通
名
称
の
使
用
、
自
己
の

氏
名
の
使
用
、
先
使
用
な
ど
の
場
合
を
除
く
）。

︵
２
︶ 

著
名
表
示
の
冒
用［
不
§
２
―
１︵
２
︶］

他
人
の
著
名
な
商
品
等
表
示
と
同
一
ま
た
は
類
似
の

商
品
等
表
示
を
自
己
の
商
品
・
営
業
の
表
示
と
し
て

使
用
す
る
行
為（
普
通
名
称
の
使
用
、
自
己
の
氏
名

の
使
用
、
先
使
用
な
ど
の
場
合
を
除
く
）。

︵
３
︶ 

商
品
形
態
の
模
倣［
不
§
２
―
１︵
３
︶］

他
人
の
商
品（
あ
り
ふ
れ
た
形
態
の
商
品
お
よ
び
発
売

か
ら
３
年
経
過
し
た
商
品
を
除
く
）の
形
態
を
模
倣

し
た
商
品
を
作
っ
た
り
売
っ
た
り
す
る
行
為
。

︵
４
︶ 

営
業
秘
密
の
侵
害［
不
§
２
―
１︵
４
︶～︵
10
︶］

不
正
な
手
段
に
よ
っ
て
営
業
秘
密
を
取
得
し
た
り
自

ら
使
用
す
る
行
為（
善
意
か
つ
無
重
過
失
で
取
得
し

た
者
が
権
限
内
で
使
用
す
る
場
合
を
除
く
）。
な
お
、

「
営
業
秘
密
」の
要
件
は
、
次
の
３
点
。

・
秘
密
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
こ
と（
秘
密
管
理

性
）

・
営
業
上
ま
た
は
技
術
上
の
有
用
な
情
報
で
あ
る
こ

と（
有
用
性
）

・
公
然
と
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と（
非
公
知
性
）

︵
５
︶ 
技
術
的
制
限
手
段
の
無
効
化［
不
§
２
―
１︵
11
︶～︵
12
︶］

Ｃ
Ｄ
や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
な
ど
の
コ
ピ
ー
ガ
ー
ド
や
、
衛
星
放

１　
「
不
正
競
争
」の
内
容
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き
る
。
ま
た
そ
の
際
、
侵
害
者
が
利
益
を
受
け
て
い

る
場
合
は
、
そ
の
利
益
の
額
を
侵
害
さ
れ
た
者
の
損

害
額
と
推
定
す
る
。

︵
３
︶ 
信
用
回
復
措
置
請
求［
不
§
14
］

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
信
用
を
害
さ
れ
た
場

合
、
営
業
上
の
信
用
を
回
復
す
る
た
め
に
必
要
な
措

置
を
請
求
で
き
る
。

以
下
の
不
正
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
行
為
者
が
処

罰（
懲
役
・
罰
金
）さ
れ
る
ほ
か
、
そ
の
者
が
所
属
す
る
法
人

も
処
罰（
罰
金
）の
対
象
と
な
り
ま
す
。

︵
１
︶ 

営
業
秘
密
侵
害
罪
の
海
外
重
罰［
不
§
21
―
３
］

・
個
人　

10
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

 
 　

　
　
３
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金（
併
科
可
）

・
法
人　

10
億
円
以
下
の
罰
金

３　

罰
則

︵
２
︶ 

営
業
秘
密
侵
害
罪［
不
§
21
―
1
］

・
個
人　

10
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

 
 　

　
　
２
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金（
併
科
可
）

・
法
人　

５
億
円
以
下
の
罰
金

︵
３
︶ 

そ
の
他
の
侵
害
罪︵
周
知
表
示
混
同
惹
起
行
為
、著
名

表
示
冒
用
行
為
な
ど
︶［
不
§
21
―
２
］

・
個
人　

５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

 
 　

　
　
５
０
０
万
円
以
下
の
罰
金（
併
科
可
）

・
法
人　

３
億
円
以
下
の
罰
金
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に
国
外
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
発
行
の
日

か
ら
30
日
以
内
に
国
内
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
も
の

を
含
む
。）

（
３
） 

前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
条
約
に
よ
り
わ
が

国
が
保
護
の
義
務
を
負
う
著
作
物

［
著
作
物
の
例
示
］

第
10
条　

こ
の
法
律
に
い
う
著
作
物
を
例
示
す
る
と
、
お
お

む
ね
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

（
１
）　

小
説
、
脚
本
、
論
文
、
講
演
そ
の
他
の
言
語
の
著
作
物

（
２
） 

音
楽
の
著
作
物

（
３
） 

舞
踊
又
は
無
言
劇
の
著
作
物

（
４
） 

絵
画
、
版
画
、
彫
刻
そ
の
他
の
美
術
の
著
作
物

（
５
） 

建
築
の
著
作
物

（
６
） 

地
図
又
は
学
術
的
な
性
質
を
有
す
る
図
面
、
図
表
、

模
型
そ
の
他
の
図
形
の
著
作
物

（
７
） 

映
画
の
著
作
物

（
８
） 

写
真
の
著
作
物

（
９
） 

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物

２　

事
実
の
伝
達
に
す
ぎ
な
い
雑
報
及
び
時
事
の
報
道
は
、

前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
著
作
物
に
該
当
し
な
い
。

３　

略

［
二
次
的
著
作
物
］

第
11
条　

二
次
的
著
作
物
に
対
す
る
こ
の
法
律
に
よ
る
保 

護
は
、
そ
の
原
著
作
物
の
著
作
者
の
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
さ

な
い
。

［
編
集
著
作
物
］

第
12
条　

編
集
物（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
該
当
す
る
も
の
を
除

く
。
以
下
同
じ
。）で
そ
の
素
材
の
選
択
又
は
配
列
に
よ
っ
て

創
作
性
を
有
す
る
も
の
は
、
著
作
物
と
し
て
保
護
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
編
集
物
の
部
分
を
構
成
す
る

著
作
物
の
著
作
者
の
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

［
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
著
作
物
］

第
12
条
の
２　

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
そ
の
情
報
の
選
択
又
は
体

系
的
な
構
成
に
よ
っ
て
創
作
性
を
有
す
る
も
の
は
、
著
作
物

と
し
て
保
護
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
同
項
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
部
分
を
構

知
的
財
産
権
関
連
法
（
抜
粋
）

［
目
的
］

第
１
条　

こ
の
法
律
は
、
著
作
物
並
び
に
実
演
、
レ
コ
ー
ド
、

放
送
及
び
有
線
放
送
に
関
し
著
作
者
の
権
利
及
び
こ
れ
に
隣

接
す
る
権
利
を
定
め
、
こ
れ
ら
の
文
化
的
所
産
の
公
正
な
利

用
に
留
意
し
つ
つ
、
著
作
者
等
の
権
利
の
保
護
を
図
り
、
も

っ
て
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

［
定
義
］

第
２
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語

の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
１
）　

著
作
物　

思
想
又
は
感
情
を
創
作
的
に
表
現
し
た
も

の
で
あ
っ
て
、
文
芸
、
学
術
、
美
術
又
は
音
楽
の
範

囲
に
属
す
る
も
の
を
い
う
。

（
２
）　

著
作
者　

著
作
物
を
創
作
す
る
者
を
い
う
。

（
12
）　

共
同
著
作
物　

二
人
以
上
の
者
が
共
同
し
て
創
作
し

た
著
作
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
各
人
の
寄
与
を
分
離
し

て
個
別
的
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を 

い
う
。

（
13
）〜（
23
）　

略

２　

こ
の
法
律
に
い
う「
美
術
の
著
作
物
」に
は
、
美
術
工
芸

品
を
含
む
も
の
と
す
る
。

５　

こ
の
法
律
に
い
う「
公
衆
」に
は
、
特
定
か
つ
多
数
の
者

を
含
む
も
の
と
す
る
。

６
～
９　

略

［
保
護
を
受
け
る
著
作
物
］

第
６
条　

著
作
物
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
に
限
り
、
こ
の
法
律
に
よ
る
保
護
を
受
け
る
。

（
１
） 

日
本
国
民（
わ
が
国
の
法
令
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ

た
法
人
及
び
国
内
に
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）の
著
作
物

（
２
） 
最
初
に
国
内
に
お
い
て
発
行
さ
れ
た
著
作
物（
最
初

著
作
権
法
抜
粋（
全
１
２
４
条
／
２
０
１
５
年
６
月
24
日
改
正
）
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な
い
も
の（
そ
の
同
意
を
得
な
い
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）を
公
衆
に
提
供
し
、
又

は
提
示
す
る
権
利
を
有
す
る
。
当
該
著
作
物
を
原
著
作
物
と

す
る
二
次
的
著
作
物
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

著
作
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各

号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
同
意
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

（
１
） 

そ
の
著
作
物
で
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
著

作
権
を
譲
渡
し
た
場
合　

当
該
著
作
物
を
そ
の
著
作

権
の
行
使
に
よ
り
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る

こ
と
。

（
２
） 

そ
の
美
術
の
著
作
物
又
は
写
真
の
著
作
物
で
ま
だ
公

表
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
原
作
品
を
譲
渡
し
た
場
合　

こ
れ
ら
の
著
作
物
を
そ
の
原
作
品
に
よ
る
展
示
の
方

法
で
公
衆
に
提
示
す
る
こ
と
。

（
３
） 

略

３
～
４　

略

［
氏
名
表
示
権
］

第
19
条　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
の
原
作
品
に
、
又
は
そ

の
著
作
物
の
公
衆
へ
の
提
供
も
し
く
は
提
示
に
際
し
、
そ
の

実
名
も
し
く
は
変
名
を
著
作
者
名
と
し
て
表
示
し
、
又
は
著

作
者
名
を
表
示
し
な
い
こ
と
と
す
る
権
利
を
有
す
る
。
そ
の

著
作
物
を
原
著
作
物
と
す
る
二
次
的
著
作
物
の
公
衆
へ
の
提

供
又
は
提
示
に
際
し
て
の
原
著
作
物
の
著
作
者
名
の
表
示
に

つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

２　

著
作
物
を
利
用
す
る
者
は
、
そ
の
著
作
者
の
別
段
の
意

思
表
示
が
な
い
限
り
、
そ
の
著
作
物
に
つ
き
す
で
に
著
作
者

が
表
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
著
作
者
名
を
表
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３　

著
作
者
名
の
表
示
は
、
著
作
物
の
利
用
の
目
的
及
び
態

様
に
照
ら
し
著
作
者
が
創
作
者
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
利

益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
公
正

な
慣
行
に
反
し
な
い
限
り
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

略

［
同
一
性
保
持
権
］

第
20
条　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
及
び
そ
の
題
号
の
同
一

性
を
保
持
す
る
権
利
を
有
し
、
そ
の
意
に
反
し
て
こ
れ
ら
の

変
更
、
切
除
そ
の
他
の
改
変
を
受
け
な
い
も
の
と
す
る
。

２ 　

略

成
す
る
著
作
物
の
著
作
者
の
権
利
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。

［
権
利
の
目
的
と
な
ら
な
い
著
作
物
］

第
13
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
著
作
物
は
、

こ
の
章
の
規
定
に
よ
る
権
利
の
目
的
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
１
） 

憲
法
そ
の
他
の
法
令

（
２
） 

国
も
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
独
立
行
政
法

人（
中
略
）又
は
地
方
独
立
行
政
法
人（
中
略
）が
発
す

る
告
示
、
訓
令
、
通
達
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も

の

（
３
）　

裁
判
所
の
判
決
、
決
定
、
命
令
及
び
審
判
並
び
に
行

政
庁
の
裁
決
及
び
決
定
で
裁
判
に
準
ず
る
手
続
に
よ

り
行
わ
れ
る
も
の

（
４
）　

前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
翻
訳
物
及
び
編
集
物
で
、

国
も
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
、
独
立
行
政
法

人
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
作
成
す
る
も
の

［
職
務
上
作
成
す
る
著
作
物
の
著
作
者
］

第
15
条　

法
人
そ
の
他
使
用
者（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
法

人
等
」と
い
う
。）の
発
意
に
基
づ
き
そ
の
法
人
等
の
業
務
に
従

事
す
る
者
が
職
務
上
作
成
す
る
著
作
物（
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著

作
物
を
除
く
。）で
、
そ
の
法
人
等
が
自
己
の
著
作
の
名
義
の

下
に
公
表
す
る
も
の
の
著
作
者
は
、
そ
の
作
成
の
時
に
お
け

る
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他
に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、

そ
の
法
人
等
と
す
る
。

２　

法
人
等
の
発
意
に
基
づ
き
そ
の
法
人
等
の
業
務
に
従
事

す
る
者
が
職
務
上
作
成
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
の
著
作

者
は
、
そ
の
作
成
の
時
に
お
け
る
契
約
、
勤
務
規
則
そ
の
他

に
別
段
の
定
め
が
な
い
限
り
、
そ
の
法
人
等
と
す
る
。

［
著
作
者
の
権
利
］

第
17
条　

著
作
者
は
、
次
条
第
１
項
、
第
19
条
第
１
項
及
び

第
20
条
第
１
項
に
規
定
す
る
権
利（
以
下「
著
作
者
人
格
権
」

と
い
う
。）並
び
に
第
21
条
か
ら
第
28
条
ま
で
に
規
定
す
る
権

利（
以
下「
著
作
権
」と
い
う
。）を
享
有
す
る
。

２　

著
作
者
人
格
権
及
び
著
作
権
の
享
有
に
は
、
い
か
な
る

方
式
の
履
行
を
も
要
し
な
い
。

［
公
表
権
］

第
18
条　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
で
ま
だ
公
表
さ
れ
て
い
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［
貸
与
権
］

第
26
条
の
３　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物（
中
略
）を
そ
の
複

製
物（
中
略
）の
貸
与
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
権
利
を
専
有

す
る
。

［
翻
訳
権
、
翻
案
権
等
］

第
27
条　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
翻
訳
し
、
編
曲
し
、

も
し
く
は
変
形
し
、
又
は
脚
色
し
、
映
画
化
し
、
そ
の
他
翻

案
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

［
私
的
使
用
の
た
め
の
複
製
］

第
30
条　

著
作
権
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
著
作
物（
中
略
）は
、

個
人
的
に
又
は
家
庭
内
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
限
ら
れ
た
範

囲
内
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と（
以
下「
私
的
使
用
」と
い

う
。）を
目
的
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、

そ
の
使
用
す
る
者
が
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）〜（
３
）　

略

２　

略

［
付
随
対
象
著
作
物
の
利
用
］

第
30
条
の
２　

写
真
の
撮
影
、
録
音
又
は
録
画（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て「
写
真
の
撮
影
等
」と
い
う
。）の
方
法
に
よ
っ
て

著
作
物
を
創
作
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
該
著
作
物（
以
下
こ

の
条
に
お
い
て「
写
真
等
著
作
物
」と
い
う
。）に
係
る
写
真
の

撮
影
等
の
対
象
と
す
る
事
物
又
は
音
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が

困
難
で
あ
る
た
め
付
随
し
て
対
象
と
な
る
事
物
又
は
音
に
係

る
他
の
著
作
物（
当
該
写
真
等
著
作
物
に
お
け
る
軽
微
な
構

成
部
分
と
な
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
付
随

対
象
著
作
物
」と
い
う
。）は
、
当
該
創
作
に
伴
っ
て
複
製
又

は
翻
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
付
随
対
象
著

作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
複
製
又
は
翻
案
の
態
様

に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
複
製
又
は
翻
案
さ
れ
た
付
随
対
象

著
作
物
は
、
同
項
に
規
定
す
る
写
真
等
著
作
物
の
利
用
に
伴

っ
て
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
付
随
対
象

著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該
利
用
の
態
様
に
照
ら

し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

［
複
製
権
］

第
21
条　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
複
製
す
る
権
利
を
専

有
す
る
。

［
上
演
権
及
び
演
奏
権
］

第
22
条　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
、
公
衆
に
直
接
見
せ

又
は
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て（
以
下「
公
に
」と
い
う
。）

上
演
し
、
又
は
演
奏
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

［
上
映
権
］

第
22
条
の
２　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
公
に
上
映
す
る

権
利
を
専
有
す
る
。

［
公
衆
送
信
権
等
］

第
23
条　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
に
つ
い
て
、
公
衆
送
信

（
自
動
公
衆
送
信
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
送
信
可
能
化
を
含

む
。）を
行
う
権
利
を
専
有
す
る
。

２　

著
作
者
は
、
公
衆
送
信
さ
れ
る
そ
の
著
作
物
を
受
信
装

置
を
用
い
て
公
に
伝
達
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

［
口
述
権
］

第
24
条　

著
作
者
は
、
そ
の
言
語
の
著
作
物
を
公
に
口
述
す

る
権
利
を
専
有
す
る
。

［
展
示
権
］

第
25
条　

著
作
者
は
、
そ
の
美
術
の
著
作
物
又
は
ま
だ
発
行

さ
れ
て
い
な
い
写
真
の
著
作
物
を
こ
れ
ら
の
原
作
品
に
よ
り

公
に
展
示
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

［
頒
布
権
］

第
26
条　

著
作
者
は
、
そ
の
映
画
の
著
作
物
を
そ
の
複
製
物

に
よ
り
頒
布
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

２　

略

［
譲
渡
権
］

第
26
条
の
２　

著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物（
中
略
）を
そ
の
原

作
品
又
は
複
製
物（
中
略
）の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る

権
利
を
専
有
す
る
。

２　

略
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［
学
校
教
育
番
組
の
放
送
等
］

第
34
条　

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
学
校
教
育
の
目
的
上
必

要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、（
中
略
）学
校
向
け
の
放
送

番
組
又
は
有
線
放
送
番
組
に
お
い
て
放
送
し
、
も
し
く
は
有

線
放
送
し
、
又
は
当
該
放
送
を
受
信
し
て
同
時
に
専
ら
当
該

放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域（
中
略
）に
お
い
て
受
信
さ
れ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
自
動
公
衆
送
信（
中
略
）を
行
い
、
及
び

当
該
放
送
番
組
用
又
は
有
線
放
送
番
組
用
の
教
材
に
掲
載
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

略

［
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
に
お
け
る
複
製
等
］

第
35
条　

学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関（
営
利
を
目
的
と
し
て

設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。）に
お
い
て
教
育
を
担
任
す

る
者
及
び
授
業
を
受
け
る
者
は
、
そ
の
授
業
の
過
程
に
お
け

る
使
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
必
要
と

認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
を
複
製

す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
以
下
略
）

２　

略

［
試
験
問
題
と
し
て
の
複
製
等
］

第
36
条　

公
表
さ
れ
た
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
入
学
試
験
そ

の
他
人
の
学
識
技
能
に
関
す
る
試
験
又
は
検
定
の
目
的
上
必

要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
試
験
又
は
検
定
の

問
題
と
し
て
複
製
し
、
又
は
公
衆
送
信（
中
略
）を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び

に
当
該
公
衆
送
信
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不

当
に
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

略

［
視
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
複
製
等
］

第
37
条　

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
点
字
に
よ
り
複
製
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
～
３　

略

［
聴
覚
障
害
者
等
の
た
め
の
複
製
等
］

第
37
条
の
２　

聴
覚
障
害
者
そ
の
他
聴
覚
に
よ
る
表
現
の
認

識
に
障
害
の
あ
る
者（
中
略
）の
福
祉
に
関
す
る
事
業
を
行
う

者（
中
略
）は
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物（
中
略
）に
つ
い
て（
中

略
）必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

［
検
討
の
過
程
に
お
け
る
利
用
］

第
30
条
の
３　

著
作
権
者
の
許
諾
を
得
て
、
又
は
第
67
条
第

１
項
、
第
68
条
第
１
項
も
し
く
は
第
69
条
の
規
定
に
よ
る
裁

定
を
受
け
て
著
作
物
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
れ
ら

の
利
用
に
つ
い
て
の
検
討
の
過
程（
当
該
許
諾
を
得
、
又
は

当
該
裁
定
を
受
け
る
過
程
を
含
む
。）に
お
け
る
利
用
に
供
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め
ら
れ

る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
当
該

利
用
の
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
図
書
館
等
に
お
け
る
複
製
等
］

第
31
条　

国
立
国
会
図
書
館
及
び
図
書
、
記
録
そ
の
他
の
資

料
を
公
衆
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
図
書
館
そ

の
他
の
施
設
で
政
令
で
定
め
る
も
の（
中
略
）に
お
い
て
は
、

次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
事
業

と
し
て
、
図
書
館
等
の
図
書
、
記
録
そ
の
他
の
資
料（
中
略
）

を
用
い
て
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
） 

図
書
館
等
の
利
用
者
の
求
め
に
応
じ
、
そ
の
調
査
研

究
の
用
に
供
す
る
た
め
に
、
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の

一
部
分（
中
略
）の
複
製
物
を
一
人
に
つ
き
一
部
提
供

す
る
場
合

（
２
）〜（
３
）　

略

２
～
３　

略 

［
引
用
］

第
32
条 　

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
引
用
し
て
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
引
用
は
、
公
正

な
慣
行
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
報
道
、
批
評
、

研
究
そ
の
他
の
引
用
の
目
的
上
正
当
な
範
囲
内
で
行
な
わ
れ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

略

［
教
科
用
図
書
等
へ
の
掲
載
］

第
33
条　

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
学
校
教
育
の
目
的
上
必

要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
教
科
用
図
書（
中
略
）に

掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４　

略
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が
で
き
る
。

［
裁
判
手
続
等
に
お
け
る
複
製
］

第
42
条　

著
作
物
は
、
裁
判
手
続
の
た
め
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
場
合
及
び
立
法
又
は
行
政
の
目
的
の
た
め
に
内
部
資
料

と
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
必
要
と
認
め

ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
著
作
物
の
種
類
及
び
用
途
並
び
に
そ
の
複
製
の
部

数
及
び
態
様
に
照
ら
し
著
作
権
者
の
利
益
を
不
当
に
害
す
る

こ
と
と
な
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

略

［
行
政
機
関
情
報
公
開
法
等
に
よ
る
開
示
の
た
め
の
利
用
］

第
42
条
の
２　

行
政
機
関
の
長
、
独
立
行
政
法
人
等
又
は
地

方
公
共
団
体
の
機
関
も
し
く
は
地
方
独
立
行
政
法
人
は
、
行

政
機
関
情
報
公
開
法
、
独
立
行
政
法
人
等
情
報
公
開
法
又
は

情
報
公
開
条
例
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
公
衆
に
提
供
し
、

又
は
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は（
中
略
）、
当

該
著
作
物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
及
び
オ
ン

ラ
イ
ン
資
料
の
収
集
の
た
め
の
複
製
］

第
42
条
の
４　

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
は
、
国
立
国
会
図

書
館
法（
中
略
）に
規
定
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
を
収
集
す
る

た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
資
料
又
は
当
該
オ
ン
ラ
イ
ン
資
料
に
係
る
著
作
物

を
国
立
国
会
図
書
館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２　

略

［
放
送
事
業
者
等
に
よ
る
一
時
的
固
定
］

第
44
条　

放
送
事
業
者
は
、
第
23
条
第
１
項
に
規
定
す
る
権

利
を
害
す
る
こ
と
な
く
放
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
著
作
物
を
、

自
己
の
放
送
の
た
め
に
、（
中
略
）一
時
的
に
録
音
し
、
又
は

録
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
３　

略

［
美
術
の
著
作
物
等
の
原
作
品
の
所
有
者
に
よ
る
展
示
］

第
45
条　

美
術
の
著
作
物
も
し
く
は
写
真
の
著
作
物
の
原
作

品
の
所
有
者
又
は
そ
の
同
意
を
得
た
者
は
、
こ
れ
ら
の
著
作

号
に
掲
げ
る
利
用
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。（
以
下
略
）

（
１
）　

当
該
聴
覚
著
作
物
に
係
る
音
声
に
つ
い
て
、（
中
略
）

複
製
し
、
又
は
自
動
公
衆
送
信（
送
信
可
能
化
を
含

む
。）を
行
う
こ
と
。

（
２
） 
専
ら
当
該
聴
覚
障
害
者
等
向
け
の
貸
出
し
の
用
に
供

す
る
た
め
、
複
製
す
る
こ
と（
以
下
略
）。

［
営
利
を
目
的
と
し
な
い
上
演
等
］

第
38
条　

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、

か
つ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金（
中
略
）を
受
け
な
い
場
合

に
は
、
公
に
上
演
し
、
演
奏
し
、
上
映
し
、
又
は
口
述
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
上
演
、
演
奏
、
上
映
又
は

口
述
に
つ
い
て
実
演
家
又
は
口
述
を
行
う
者
に
対
し
報
酬
が

支
払
わ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５　

略

［
時
事
問
題
に
関
す
る
論
説
の
転
載
等
］

第
39
条　

新
聞
紙
又
は
雑
誌
に
掲
載
し
て
発
行
さ
れ
た
政
治

上
、
経
済
上
又
は
社
会
上
の
時
事
問
題
に
関
す
る
論
説（
中

略
）は
、
他
の
新
聞
紙
も
し
く
は
雑
誌
に
転
載
し
、
又
は
放

送
し
、
も
し
く
は
有
線
放
送
し
、
も
し
く
は
当
該
放
送
を
受

信
し
て
同
時
に
専
ら
当
該
放
送
に
係
る
放
送
対
象
地
域
に
お

い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
自
動
公
衆
送
信（
中

略
）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
利
用
を
禁

止
す
る
旨
の
表
示
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２　

略

［
政
治
上
の
演
説
等
の
利
用
］

第
40
条　

公
開
し
て
行
わ
れ
た
政
治
上
の
演
説
又
は
陳
述
及

び
裁
判
手
続（
中
略
）に
お
け
る
公
開
の
陳
述
は
、
同
一
の
著

作
者
の
も
の
を
編
集
し
て
利
用
す
る
場
合
を
除
き
、
い
ず
れ

の
方
法
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
３　

略

［
時
事
の
事
件
の
報
道
の
た
め
の
利
用
］

第
41
条　

写
真
、
映
画
、
放
送
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
時

事
の
事
件
を
報
道
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
件
を
構
成
し
、

又
は
当
該
事
件
の
過
程
に
お
い
て
見
ら
れ
、
も
し
く
は
聞
か

れ
る
著
作
物
は
、
報
道
の
目
的
上
正
当
な
範
囲
内
に
お
い
て
、

複
製
し
、
及
び
当
該
事
件
の
報
道
に
伴
っ
て
利
用
す
る
こ
と
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た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
著
作
物

の
複
製
又
は
翻
案（
中
略
）を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
以
下
略
）

２　

略

［
出
所
の
明
示
］

第
48
条　

次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
規

定
す
る
著
作
物
の
出
所
を
、
そ
の
複
製
又
は
利
用
の
態
様
に

応
じ
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
方
法
及
び
程
度
に
よ
り
、
明
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
） 

第
32
条
、
第
33
条
第
１
項（
中
略
）、
第
33
条
の
２
第

１
項
、
第
37
条
第
１
項
、
第
42
条
又
は
第
47
条
の
規

定
に
よ
り
著
作
物
を
複
製
す
る
場
合

（
２
） 

第
34
条
第
１
項
、
第
37
条
第
３
項
、
第
37
条
の
２
、

第
39
条
第
１
項
、
第
40
条
第
１
項
も
し
く
は
第
２
項

又
は
第
47
条
の
２
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利
用
す

る
場
合

（
３
） 

第
32
条
の
規
定
に
よ
り
著
作
物
を
複
製
以
外
の
方
法

に
よ
り
利
用
す
る
場
合
又
は
第
35
条
、
第
36
条
第
１

項
、
第
38
条
第
１
項
、
第
41
条
も
し
く
は
第
46
条
の

規
定
に
よ
り
著
作
物
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
出
所
を
明
示
す
る
慣
行
が
あ
る
と
き
。

２
～
３　

略

［
著
作
者
人
格
権
と
の
関
係
］

第
50
条　

こ
の
款
の
規
定（
※
注
：
第
30
〜
40
条
）は
、
著
作

者
人
格
権
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

［
保
護
期
間
の
原
則
］

第
51
条　

著
作
権
の
存
続
期
間
は
、
著
作
物
の
創
作
の
時
に

始
ま
る
。

２　

著
作
権
は
、
こ
の
節
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除

き
、
著
作
者
の
死
後（
共
同
著
作
物
に
あ
っ
て
は
、
最
終
に

死
亡
し
た
著
作
者
の
死
後
。
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。）

50
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
。

［
無
名
又
は
変
名
の
著
作
物
の
保
護
期
間
］

第
52
条　

無
名
又
は
変
名
の
著
作
物
の
著
作
権
は
、
そ
の
著

作
物
の
公
表
後
50
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
。

（
以
下
略
）

２　

略

物
を
そ
の
原
作
品
に
よ
り
公
に
展
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
規
定
は
、
美
術
の
著
作
物
の
原
作
品
を
街
路
、

公
園
そ
の
他
一
般
公
衆
に
開
放
さ
れ
て
い
る
屋
外
の
場
所
又

は
建
造
物
の
外
壁
そ
の
他
一
般
公
衆
の
見
や
す
い
屋
外
の
場

所
に
恒
常
的
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

［
公
開
の
美
術
の
著
作
物
等
の
利
用
］

第
46
条　

美
術
の
著
作
物
で
そ
の
原
作
品
が
前
条
第
２
項
に

規
定
す
る
屋
外
の
場
所
に
恒
常
的
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

又
は
建
築
の
著
作
物
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
い
ず

れ
の
方
法
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
）　

彫
刻
を
増
製
し
、
又
は
そ
の
増
製
物
の
譲
渡
に
よ
り

公
衆
に
提
供
す
る
場
合

（
２
） 

建
築
の
著
作
物
を
建
築
に
よ
り
複
製
し
、
又
は
そ
の

複
製
物
の
譲
渡
に
よ
り
公
衆
に
提
供
す
る
場
合

（
３
） 

前
条
第
２
項
に
規
定
す
る
屋
外
の
場
所
に
恒
常
的
に

設
置
す
る
た
め
に
複
製
す
る
場
合

（
４
） 

専
ら
美
術
の
著
作
物
の
複
製
物
の
販
売
を
目
的
と
し

て
複
製
し
、
又
は
そ
の
複
製
物
を
販
売
す
る
場
合

［
美
術
の
著
作
物
等
の
展
示
に
伴
う
複
製
］

第
47
条　

美
術
の
著
作
物
又
は
写
真
の
著
作
物
の
原
作
品
に

よ
り
、
第
25
条
に
規
定
す
る
権
利
を
害
す
る
こ
と
な
く
、
こ

れ
ら
の
著
作
物
を
公
に
展
示
す
る
者
は
、
観
覧
者
の
た
め 

に
こ
れ
ら
の
著
作
物
の
解
説
又
は
紹
介
を
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
小
冊
子
に
こ
れ
ら
の
著
作
物
を
掲
載
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

［
美
術
の
著
作
物
等
の
譲
渡
等
の
申
出
に
伴
う
複
製
等
］

第
47
条
の
２　

美
術
の
著
作
物
又
は
写
真
の
著
作
物
の
原
作

品
又
は
複
製
物
の
所
有
者
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
譲
渡
又
は
貸

与
の
権
原
を
有
す
る
者
が
、（
中
略
）そ
の
原
作
品
又
は
複
製

物
を
譲
渡
し
、
又
は
貸
与
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該

権
原
を
有
す
る
者
又
は
そ
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
申

出
の
用
に
供
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
著
作
物
に
つ
い
て
、
複

製
又
は
公
衆
送
信（
中
略
）を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

［
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
の
複
製
物
の
所
有
者
に
よ
る
複
製
等
］

第
47
条
の
３　

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
著
作
物
の
複
製
物
の
所
有
者

は
、
自
ら
当
該
著
作
物
を
電
子
計
算
機
に
お
い
て
利
用
す
る
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［
著
作
物
の
利
用
の
許
諾
］

第
63
条　

著
作
権
者
は
、
他
人
に
対
し
、
そ
の
著
作
物
の
利

用
を
許
諾
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
の
許
諾
を
得
た
者
は
、
そ
の
許
諾
に
係
る
利
用
方

法
及
び
条
件
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
許
諾
に
係
る
著
作

物
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

第
１
項
の
許
諾
に
係
る
著
作
物
を
利
用
す
る
権
利
は
、

著
作
権
者
の
承
諾
を
得
な
い
限
り
、
譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

４
～
５　

略

［
共
同
著
作
物
の
著
作
者
人
格
権
の
行
使
］

第
64
条　

共
同
著
作
物
の
著
作
者
人
格
権
は
、
著
作
者
全
員

の
合
意
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２　

共
同
著
作
物
の
各
著
作
者
は
、
信
義
に
反
し
て
前
項
の

合
意
の
成
立
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

共
同
著
作
物
の
著
作
者
は
、
そ
の
う
ち
か
ら
そ
の
著
作

者
人
格
権
を
代
表
し
て
行
使
す
る
者
を
定
め
る
こ
と
が
で 

き
る
。

４　

略

［
共
有
著
作
権
の
行
使
］

第
65
条　

共
同
著
作
物
の
著
作
権
そ
の
他
共
有
に
係
る
著
作

権（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て「
共
有
著
作
権
」と
い
う
。）に
つ

い
て
は
、
各
共
有
者
は
、
他
の
共
有
者
の
同
意
を
得
な
け
れ

ば
、
そ
の
持
分
を
譲
渡
し
、
又
は
質
権
の
目
的
と
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

２　

共
有
著
作
権
は
、
そ
の
共
有
者
全
員
の
合
意
に
よ
ら
な

け
れ
ば
、
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

３　

前
２
項
の
場
合
に
お
い
て
、
各
共
有
者
は
、
正
当
な
理

由
が
な
い
限
り
、
第
１
項
の
同
意
を
拒
み
、
又
は
前
項
の
合

意
の
成
立
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

４　

略

［
著
作
権
者
不
明
等
の
場
合
に
お
け
る
著
作
物
の
利
用
］

第
67
条　

公
表
さ
れ
た
著
作
物
又
は
相
当
期
間
に
わ
た
り
公

衆
に
提
供
さ
れ
、
も
し
く
は
提
示
さ
れ
て
い
る
事
実
が
明
ら

か
で
あ
る
著
作
物
は
、
著
作
権
者
の
不
明
そ
の
他
の
理
由
に

よ
り
相
当
な
努
力
を
払
っ
て
も
そ
の
著
作
権
者
と
連
絡
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
文

化
庁
長
官
の
裁
定
を
受
け
、
か
つ
、
通
常
の
使
用
料
の
額
に

［
団
体
名
義
の
著
作
物
の
保
護
期
間
］

第
53
条　

法
人
そ
の
他
の
団
体
が
著
作
の
名
義
を
有
す
る
著

作
物
の
著
作
権
は
、
そ
の
著
作
物
の
公
表
後
50
年（
そ
の
著

作
物
が
そ
の
創
作
後
50
年
以
内
に
公
表
さ
れ
な
か
っ
た
と
き

は
、
そ
の
創
作
後
50
年
）を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
。

２
～
３　

略

［
映
画
の
著
作
物
の
保
護
期
間
］

第
54
条　

映
画
の
著
作
物
の
著
作
権
は
、
そ
の
著
作
物
の
公

表
後
70
年（
そ
の
著
作
物
が
そ
の
創
作
後
70
年
以
内
に
公
表

さ
れ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
創
作
後
70
年
）を
経
過
す
る
ま

で
の
間
、
存
続
す
る
。

２
～
３　

略　

［
保
護
期
間
の
計
算
方
法
］

第
57
条  

（
前
略
）著
作
者
の
死
後
50
年
、
著
作
物
の
公
表
後

50
年
も
し
く
は
創
作
後
50
年
又
は
著
作
物
の
公
表
後
70
年 

も
し
く
は
創
作
後
70
年
の
期
間
の
終
期
を
計
算
す
る
と
き
は
、

著
作
者
が
死
亡
し
た
日
又
は
著
作
物
が
公
表
さ
れ
も
し
く
は

創
作
さ
れ
た
日
の
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
年
の
翌
年
か
ら
起
算
す
る
。

［
著
作
者
人
格
権
の
一
身
専
属
性
］

第
59
条　

著
作
者
人
格
権
は
、
著
作
者
の
一
身
に
専
属
し
、

譲
渡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

［
著
作
者
が
存
し
な
く
な
っ
た
後
に
お
け
る
人
格
的
利
益
の
保
護
］

第
60
条　

著
作
物
を
公
衆
に
提
供
し
、
又
は
提
示
す
る
者
は
、

そ
の
著
作
物
の
著
作
者
が
存
し
な
く
な
っ
た
後
に
お
い
て
も
、

著
作
者
が
存
し
て
い
る
と
し
た
な
ら
ば
そ
の
著
作
者
人
格
権

の
侵
害
と
な
る
べ
き
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

そ
の
行
為
の
性
質
及
び
程
度
、
社
会
的
事
情
の
変
動
そ
の
他

に
よ
り
そ
の
行
為
が
当
該
著
作
者
の
意
を
害
し
な
い
と
認
め

ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
著
作
権
の
譲
渡
］

第
61
条　

著
作
権
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
譲
渡
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２　

著
作
権
を
譲
渡
す
る
契
約
に
お
い
て
、
第
27
条
又
は
第

28
条
に
規
定
す
る
権
利
が
譲
渡
の
目
的
と
し
て
特
掲
さ
れ
て

い
な
い
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
譲
渡
し
た
者
に
留
保

さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。
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［
差
止
請
求
権
］

第
１
１
２
条 　

著
作
者
、
著
作
権
者
、
出
版
権
者
、
実
演

家
又
は
著
作
隣
接
権
者
は
、
そ
の
著
作
者
人
格
権
、
著
作
権
、

出
版
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
者

又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停

止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

著
作
者
、
著
作
権
者
、
出
版
権
者
、
実
演
家
又
は
著
作

隣
接
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
に
際
し
、

侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
、
侵
害
の
行
為
に
よ
っ
て
作
成

さ
れ
た
物
又
は
専
ら
侵
害
の
行
為
に
供
さ
れ
た
機
械
も
し
く

は
器
具
の
廃
棄
そ
の
他
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
に
必
要
な

措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
侵
害
と
み
な
す
行
為
］

第
１
１
３
条　

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
当
該
著
作
者
人
格
権
、

著
作
権
、
出
版
権
、
実
演
家
人
格
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵

害
す
る
行
為
と
み
な
す
。

６　

著
作
者
の
名
誉
又
は
声
望
を
害
す
る
方
法
に
よ
り
そ
の

著
作
物
を
利
用
す
る
行
為
は
、
そ
の
著
作
者
人
格
権
を
侵
害

す
る
行
為
と
み
な
す
。

［
損
害
の
額
の
推
定
等
］

第
１
１
４
条　

著
作
権
者
、
出
版
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者

（
中
略
）が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
著
作
権
、
出
版
権

又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り

自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
物
を
譲

渡
し
、
又
は
そ
の
侵
害
の
行
為
を
組
成
す
る
公
衆
送
信（
中

略
）を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
譲
渡
し
た
物
の
数
量
又
は
そ
の

公
衆
送
信
が
公
衆
に
よ
っ
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
作
成

さ
れ
た
著
作
物
も
し
く
は
実
演
等
の
複
製
物（
中
略
）の
数
量

（
中
略
）に
、
著
作
権
者
等
が
そ
の
侵
害
の
行
為
が
な
け
れ
ば

販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
物（
中
略
）の
単
位
数
量
当
た
り
の

利
益
の
額
を
乗
じ
て
得
た
額
を
、
著
作
権
者
等
の
当
該
物
に

係
る
販
売
そ
の
他
の
行
為
を
行
う
能
力
に
応
じ
た
額
を
超
え

な
い
限
度
に
お
い
て
、
著
作
権
者
等
が
受
け
た
損
害
の
額
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
以
下
略
）

２　

著
作
権
者
、
出
版
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
が
故
意
又

は
過
失
に
よ
り
そ
の
著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を

侵
害
し
た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害

の
賠
償
を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害

相
当
す
る
も
の
と
し
て
文
化
庁
長
官
が
定
め
る
額
の
補
償
金

を
著
作
権
者
の
た
め
に
供
託
し
て
、
そ
の
裁
定
に
係
る
利
用

方
法
に
よ
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
３　

略

［
実
名
の
登
録
］

第
75
条　

無
名
又
は
変
名
で
公
表
さ
れ
た
著
作
物
の
著
作
者

は
、
現
に
そ
の
著
作
権
を
有
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
著
作
物
に
つ
い
て
そ
の
実
名
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

２　

著
作
者
は
、
そ
の
遺
言
で
指
定
す
る
者
に
よ
り
、
死
後

に
お
い
て
前
項
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

実
名
の
登
録
が
さ
れ
て
い
る
者
は
、
当
該
登
録
に
係
る

著
作
物
の
著
作
者
と
推
定
す
る
。

［
第
一
発
行
年
月
日
等
の
登
録
］

第
76
条　

著
作
権
者
又
は
無
名
も
し
く
は
変
名
の
著
作
物
の

発
行
者
は
、
そ
の
著
作
物
に
つ
い
て
第
一
発
行
年
月
日
の
登

録
又
は
第
一
公
表
年
月
日
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

第
一
発
行
年
月
日
の
登
録
又
は
第
一
公
表
年
月
日
の
登

録
が
さ
れ
て
い
る
著
作
物
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
登
録
に

係
る
年
月
日
に
お
い
て
最
初
の
発
行
又
は
最
初
の
公
表
が 

あ
っ
た
も
の
と
推
定
す
る
。

［
著
作
権
の
登
録
］

第
77
条　

次
に
掲
げ
る
事
項
は
、
登
録
し
な
け
れ
ば
、
第
三

者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
１
） 

著
作
権
の
移
転（
相
続
そ
の
他
の
一
般
承
継
に
よ
る

も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）も
し
く
は
信

託
に
よ
る
変
更
又
は
処
分
の
制
限

（
２
） 

著
作
権
を
目
的
と
す
る
質
権
の
設
定
、
移
転
、
変
更

も
し
く
は
消
滅（
中
略
）又
は
処
分
の
制
限

［
登
録
手
続
等
］

第
78
条　

第
75
条
第
１
項
、
第
76
条
第
１
項
、
第
76
条
の
２

第
１
項
又
は
前
条
の
登
録
は
、
文
化
庁
長
官
が
著
作
権
登
録

原
簿
に
記
載
し
、
又
は
記
録
し
て
行
う
。

２
～
10　

略
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る
行
為
を
行
っ
た
者

（
４
） 

第
１
０
３
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
を
侵
害

す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
っ
た
者

３　

第
30
条
第
１
項
に
定
め
る
私
的
使
用
の
目
的
を
も
っ
て
、

有
償
著
作
物
等（
中
略
）の
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害

す
る
自
動
公
衆
送
信（
中
略
）を
受
信
し
て
行
う
デ
ジ
タ
ル
方

式
の
録
音
又
は
録
画
を
、
自
ら
そ
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
行

っ
て
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
し
た
者
は
、
２
年
以

下
の
懲
役
も
し
く
は
２
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
１
２
０
条　

第
60
条
又
は
第
１
０
１
条
の
３
の
規
定
に
違

反
し
た
者
は
、
５
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
１
２
４
条　

法
人
の
代
表
者（
中
略
）又
は
法
人
も
し
く
は

人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又

は
人
の
業
務
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行

為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に

対
し
て
当
該
各
号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て

各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

（
１
）　

第
１
１
９
条
第
１
項
も
し
く
は
第
２
項
第
３
号
も
し

く
は
第
４
号
又
は
第
１
２
２
条
の
２
第
１
項　

３
億

円
以
下
の
罰
金
刑

（
２
） 

第
１
１
９
条
第
２
項
第
１
号
も
し
く
は
第
２
号
又
は

第
１
２
０
条
か
ら
第
１
２
２
条
ま
で　

各
本
条
の
罰

金
刑

２
～
４　

略

の
行
為
に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の

額
は
、
当
該
著
作
権
者
、
出
版
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
が

受
け
た
損
害
の
額
と
推
定
す
る
。

３
～
４　

略

［
名
誉
回
復
等
の
措
置
］

第
１
１
５
条　

著
作
者
又
は
実
演
家
は
、
故
意
又
は
過
失
に

よ
り
そ
の
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
を
侵
害
し
た

者
に
対
し
、
損
害
の
賠
償
に
代
え
て
、
又
は
損
害
の
賠
償
と

と
も
に
、
著
作
者
又
は
実
演
家
で
あ
る
こ
と
を
確
保
し
、
又

は
訂
正
そ
の
他
著
作
者
も
し
く
は
実
演
家
の
名
誉
も
し
く
は

声
望
を
回
復
す
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

［
著
作
者
又
は
実
演
家
の
死
後
に
お
け
る
人
格
的
利
益
の
保
護

の
た
め
の
措
置
］

第
１
１
６
条　

著
作
者
又
は
実
演
家
の
死
後
に
お
い
て
は
、

そ
の
遺
族（
中
略
）は
、
当
該
著
作
者
又
は
実
演
家
に
つ
い
て

第
60
条
又
は
第
１
０
１
条
の
３
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を

す
る
者
又
は
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
第
１
１
２
条
の

請
求
を
、
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
著
作
者
人
格
権
又
は
実
演

家
人
格
権
を
侵
害
す
る
行
為
又
は
第
60
条
も
し
く
は
第
１
０

１
条
の
３
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
に
対
し
前
条

の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
～
3　

略

第
１
１
９
条　

著
作
権
、
出
版
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害

し
た
者（
中
略
）は
、
10
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
０
０
０

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

２　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
５
年
以
下

の
懲
役
も
し
く
は
５
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
１
） 

著
作
者
人
格
権
又
は
実
演
家
人
格
権
を
侵
害
し
た
者

（
以
下
略
）

（
２
） 

営
利
を
目
的
と
し
て
、
第
30
条
第
１
項
第
１
号
に
規

定
す
る
自
動
複
製
機
器
を
著
作
権
、
出
版
権
又
は
著

作
隣
接
権
の
侵
害
と
な
る
著
作
物
又
は
実
演
等
の
複

製
に
使
用
さ
せ
た
者

（
３
） 
第
１
０
３
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
、
出
版

権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
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項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

［
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
意
匠
］

第
５
条　

次
に
掲
げ
る
意
匠
に
つ
い
て
は
、
第
３
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
１
） 

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
意
匠

（
２
） 

他
人
の
業
務
に
係
る
物
品
と
混
同
を
生
ず
る
お
そ
れ

が
あ
る
意
匠

（
３
） 

物
品
の
機
能
を
確
保
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
形
状
の

み
か
ら
な
る
意
匠

［
意
匠
登
録
出
願
］

第
６
条　

意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、（
中
略
）願

書
に
意
匠
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
意
匠
を
記
載
し
た
図
面

を
添
付
し
て
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）〜（
３
）　

略

２
～
７　

略　

［
一
意
匠
一
出
願
］

第
７
条　

意
匠
登
録
出
願
は
、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
物

品
の
区
分
に
よ
り
意
匠
ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
］

第
20
条　

意
匠
権
は
、
設
定
の
登
録
に
よ
り
発
生
す
る
。

２
～
４　

略

［
存
続
期
間
］

第
21
条　

意
匠
権（
関
連
意
匠
の
意
匠
権
を
除
く
。）の
存
続

期
間
は
、
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
20
年
を
も
っ
て
終
了
す
る
。

２　

略

［
意
匠
権
の
効
力
］

第
23
条　

意
匠
権
者
は
、
業
と
し
て
登
録
意
匠
及
び
こ
れ
に

類
似
す
る
意
匠
の
実
施
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。（
以
下

略
）

［
他
人
の
登
録
意
匠
等
と
の
関
係
］

第
26
条　

意
匠
権
者
、
専
用
実
施
権
者
又
は
通
常
実
施
権
者

［
目
的
］

第
１
条　

こ
の
法
律
は
、
意
匠
の
保
護
及
び
利
用
を
図
る
こ

と
に
よ
り
、
意
匠
の
創
作
を
奨
励
し
、
も
っ
て
産
業
の
発
達

に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

［
定
義
等
］

第
２
条　

こ
の
法
律
で「
意
匠
」と
は
、
物
品（
物
品
の
部
分

を
含
む
。
第
８
条
を
除
き
、
以
下
同
じ
。）の
形
状
、
模
様
も

し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
で
あ
っ
て
、
視
覚
を
通
じ

て
美
感
を
起
こ
さ
せ
る
も
の
を
い
う
。

２　

前
項
に
お
い
て
、
物
品
の
部
分
の
形
状
、
模
様
も
し
く

は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
に
は
、
物
品
の
操
作（
当
該
物

品
が
そ
の
機
能
を
発
揮
で
き
る
状
態
に
す
る
た
め
に
行
わ
れ

る
も
の
に
限
る
。）の
用
に
供
さ
れ
る
画
像
で
あ
っ
て
、
当
該

物
品
又
は
こ
れ
と
一
体
と
し
て
用
い
ら
れ
る
物
品
に
表
示
さ

れ
る
も
の
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

３　

こ
の
法
律
で
意
匠
に
つ
い
て「
実
施
」と
は
、
意
匠
に
係

る
物
品
を
製
造
し
、
使
用
し
、
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
輸
出

し
、
も
し
く
は
輸
入（
中
略
）す
る
行
為
を
い
う
。

４　

こ
の
法
律
で「
登
録
意
匠
」と
は
、
意
匠
登
録
を
受
け
て

い
る
意
匠
を
い
う
。

［
意
匠
登
録
の
要
件
］

第
３
条 　

工
業
上
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
意
匠
の
創
作
を

し
た
者
は
、
次
に
掲
げ
る
意
匠
を
除
き
、
そ
の
意
匠
に
つ
い

て
意
匠
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
） 

意
匠
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て

公
然
知
ら
れ
た
意
匠

（
２
） 

意
匠
登
録
出
願
前
に
日
本
国
内
又
は
外
国
に
お
い
て
、

頒
布
さ
れ
た
刊
行
物
に
記
載
さ
れ
た
意
匠
又
は
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
て
公
衆
に
利
用
可
能
と
な
っ
た 

意
匠

（
３
） 

前
２
号
に
掲
げ
る
意
匠
に
類
似
す
る
意
匠

２　

意
匠
登
録
出
願
前
に
そ
の
意
匠
の
属
す
る
分
野
に
お
け

る
通
常
の
知
識
を
有
す
る
者
が（
中
略
）容
易
に
意
匠
の
創
作

を
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
は
、
そ
の
意
匠（
中
略
）は
、
前

意
匠
法
抜
粋（
全
77
条
／
２
０
１
６
年
５
月
27
日
改
正
）
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は
、
そ
の
登
録
意
匠
が（
中
略
）そ
の
意
匠
登
録
出
願
の
日
前

に
生
じ
た
他
人
の
著
作
権
と
抵
触
す
る
と
き
は
、
業
と
し
て

そ
の
登
録
意
匠
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２　

略

［
登
録
料
］

第
42
条　

意
匠
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
又
は
意
匠
権

者
は
、
登
録
料
と
し
て
、
第
21
条
に
規
定
す
る
存
続
期
間
の

満
了
ま
で
の
各
年
に
つ
い
て
、
一
件
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る

金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
） 

第
１
年
か
ら
第
３
年
ま
で　

毎
年
８
５
０
０
円

（
２
） 

第
４
年
か
ら
第
20
年
ま
で　

毎
年
１
万
６
９
０
０
円

２
～
５　

略

［
侵
害
の
罪
］

第
69
条　

意
匠
権
又
は
専
用
実
施
権
を
侵
害
し
た
者（
中
略
）

は
、
10
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

［
両
罰
規
定
］

第
74
条　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
も
し
く
は
人
の
代
理
人
、

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各

号
で
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金

刑
を
科
す
る
。

（
１
） 

第
69
条
、
第
69
条
の
２
又
は
前
条
第
１
項　

３
億
円

以
下
の
罰
金
刑

（
２
） 

第
70
条
又
は
第
71
条　

３
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金

刑

２
～
３　

略
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（
６
）　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
需
要
者
が
何
人
か

の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
で
あ
る
こ
と
を
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
商
標

２　

略

［
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
商
標
］

第
４
条　

次
に
掲
げ
る
商
標
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
１
） 

国
旗
、
菊
花
紋
章
、
勲
章
、
褒
章
又
は
外
国
の
国
旗

と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

（
２
） 

パ
リ
条
約（
中
略
）の
同
盟
国
、
世
界
貿
易
機
関
の
加

盟
国
又
は
商
標
法
条
約
の
締
約
国
の
国
の
紋
章
そ
の

他
の
記
章（
中
略
）と
同
一
又
は
類
似
の
商
標

（
３
） 

国
際
連
合
そ
の
他
の
国
際
機
関（
中
略
）を
表
示
す
る

標
章
で
あ
っ
て
経
済
産
業
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
と

同
一
又
は
類
似
の
商
標（
以
下
略
）

（
７
） 

公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
商
標

（
８
） 

他
人
の
肖
像
又
は
他
人
の
氏
名
も
し
く
は
名
称
も
し

く
は
著
名
な
雅
号
、
芸
名
も
し
く
は
筆
名
も
し
く
は

こ
れ
ら
の
著
名
な
略
称
を
含
む
商
標（
そ
の
他
人
の
承

諾
を
得
て
い
る
も
の
を
除
く
。）

（
９
）〜（
19
）　

略

２
～
３　

略

［
商
標
登
録
出
願
］

第
５
条　

商
標
登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
願
書
に
必
要
な
書
面
を
添
付
し
て
特
許

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）〜（
３
）　

略

２
～
６　

略

［
一
商
標
一
出
願
］

第
６
条　

商
標
登
録
出
願
は
、
商
標
の
使
用
を
す
る
一
又
は

二
以
上
の
商
品
又
は
役
務
を
指
定
し
て
、
商
標
ご
と
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
３　

略

［
商
標
権
の
設
定
の
登
録
］

第
18
条　

商
標
権
は
、
設
定
の
登
録
に
よ
り
発
生
す
る
。

［
目
的
］

第
１
条　

こ
の
法
律
は
、
商
標
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
り
、

商
標
の
使
用
を
す
る
者
の
業
務
上
の
信
用
の
維
持
を
図
り
、

も
っ
て
産
業
の
発
達
に
寄
与
し
、
あ
わ
せ
て
需
要
者
の
利
益

を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

［
定
義
等
］

第
２
条　

こ
の
法
律
で「
商
標
」と
は
、
人
の
知
覚
に
よ
っ
て

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
う
ち
、
文
字
、
図
形
、
記

号
、
立
体
的
形
状
も
し
く
は
色
彩
又
は
こ
れ
ら
の
結
合
、
音

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の（
以
下「
標
章
」と
い
う
。）で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

（
１
） 

業
と
し
て
商
品
を
生
産
し
、
証
明
し
、
又
は
譲
渡
す

る
者
が
そ
の
商
品
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の

（
２
） 

業
と
し
て
役
務
を
提
供
し
、
又
は
証
明
す
る
者
が
そ

の
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の（
前
号
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。）

２
～
４　

略 　

５　

こ
の
法
律
で「
登
録
商
標
」と
は
、
商
標
登
録
を
受
け
て

い
る
商
標
を
い
う
。

６　

略

［
商
標
登
録
の
要
件
］

第
３
条　

自
己
の
業
務
に
係
る
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
使

用
を
す
る
商
標
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
商
標
を
除
き
、

商
標
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
１
） 

そ
の
商
品
又
は
役
務
の
普
通
名
称
を
普
通
に
用
い
ら

れ
る
方
法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

（
２
） 

そ
の
商
品
又
は
役
務
に
つ
い
て
慣
用
さ
れ
て
い
る
商
標

（
３
） 

そ
の
商
品
の
産
地
、
販
売
地
、
品
質
、
原
材
料
、
効

能
、
用
途
、
形
状（
中
略
）を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方

法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

（
４
） 

あ
り
ふ
れ
た
氏
又
は
名
称
を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方

法
で
表
示
す
る
標
章
の
み
か
ら
な
る
商
標

（
５
） 
極
め
て
簡
単
で
、
か
つ
、
あ
り
ふ
れ
た
標
章
の
み
か

ら
な
る
商
標

商
標
法
抜
粋（
全
85
条
／
２
０
１
６
年
12
月
16
日
改
正
）
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て
そ
の
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４　

略

［
登
録
料
］

第
40
条　

商
標
権
の
設
定
の
登
録
を
受
け
る
者
は
、
登
録
料

と
し
て
、
一
件
ご
と
に
、
２
万
８
２
０
０
円
に
区
分（
中
略
）

の
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
侵
害
の
罪
］

第
78
条　

商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者（
中
略
）

は
、
10
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
１
０
０
０
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

第
78
条
の
２　

第
37
条
又
は
第
67
条
の
規
定
に
よ
り
商
標
権

又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を

行
っ
た
者
は
、
５
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
５
０
０
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

［
両
罰
規
定
］

第
82
条　

法
人（
中
略
）が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、

行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各
号
で

定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
刑
を

科
す
る
。

（
１
） 

第
78
条
、
第
78
条
の
２
又
は
前
条
第
１
項　

３
億
円

以
下
の
罰
金
刑

（
２
） 

第
79
条
又
は
第
80
条　

１
億
円
以
下
の
罰
金
刑

２
～
３　

略

２
～
５　

略

［
存
続
期
間
］

第
19
条　

商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
設
定
の
登
録
の
日
か
ら

10
年
を
も
っ
て
終
了
す
る
。

２　

商
標
権
の
存
続
期
間
は
、
商
標
権
者
の
更
新
登
録
の
申

請
に
よ
り
更
新
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

略

［
商
標
権
の
効
力
］

第
25
条　

商
標
権
者
は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い

て
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
商
標
権
に
つ
い
て
専
用
使
用
権
を
設
定
し
た
と
き
は
、

専
用
使
用
権
者
が
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
権
利
を
専

有
す
る
範
囲
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

［
他
人
の
特
許
権
等
と
の
関
係
］

第
29
条　

商
標
権
者
、
専
用
使
用
権
者
又
は
通
常
使
用
権
者

は
、
指
定
商
品
又
は
指
定
役
務
に
つ
い
て
の
登
録
商
標
の
使

用
が
そ
の
使
用
の
態
様
に
よ
り（
中
略
）そ
の
商
標
登
録
出
願

の
日
前
に
生
じ
た
他
人
の
著
作
権
も
し
く
は
著
作
隣
接
権
と

抵
触
す
る
と
き
は
、（
中
略
）登
録
商
標
の
使
用
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

［
差
止
請
求
権
］

第
36
条　

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
自
己
の
商
標

権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
る
者
に
対
し
、
そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物
の
廃

棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備
の
除
却
そ
の
他
の
侵
害
の

予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

［
損
害
の
額
の
推
定
等
］

第
38
条　

略

３　

商
標
権
者
又
は
専
用
使
用
権
者
は
、
故
意
又
は
過
失
に

よ
り
自
己
の
商
標
権
又
は
専
用
使
用
権
を
侵
害
し
た
者
に
対

し
、
そ
の
登
録
商
標
の
使
用
に
対
し
受
け
る
べ
き
金
銭
の
額

に
相
当
す
る
額
の
金
銭
を
、
自
己
が
受
け
た
損
害
の
額
と
し
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加
え
る
目
的
で
、
他
人
の
特
定
商
品
等
表
示（
人
の

業
務
に
係
る
氏
名
、
商
号
、
商
標
、
標
章
そ
の
他
の

商
品
又
は
役
務
を
表
示
す
る
も
の
を
い
う
。）と
同
一

も
し
く
は
類
似
の
ド
メ
イ
ン
名
を
使
用
す
る
権
利
を

取
得
し
、
も
し
く
は
保
有
し
、
又
は
そ
の
ド
メ
イ
ン

名
を
使
用
す
る
行
為

（
14
） 

商
品
も
し
く
は
役
務
も
し
く
は
そ
の
広
告（
中
略
）に

そ
の
商
品
の
原
産
地
、
品
質
、
内
容
、
製
造
方
法
、

用
途
も
し
く
は
数
量
も
し
く
は
そ
の
役
務
の
質
、
内

容
、
用
途
も
し
く
は
数
量
に
つ
い
て
誤
認
さ
せ
る
よ

う
な
表
示
を（
中
略
）す
る
行
為

（
15
） 

競
争
関
係
に
あ
る
他
人
の
営
業
上
の
信
用
を
害
す
る

虚
偽
の
事
実
を
告
知
し
、
又
は
流
布
す
る
行
為

（
16
） 

略

４　

こ
の
法
律
に
お
い
て「
商
品
の
形
態
」と
は
、
需
要
者
が

通
常
の
用
法
に
従
っ
た
使
用
に
際
し
て
知
覚
に
よ
っ
て
認 

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
商
品
の
外
部
及
び
内
部
の
形
状
並
び

に
そ
の
形
状
に
結
合
し
た
模
様
、
色
彩
、
光
沢
及
び
質
感
を

い
う
。

５　

こ
の
法
律
に
お
い
て「
模
倣
す
る
」と
は
、
他
人
の
商
品

の
形
態
に
依
拠
し
て
、
こ
れ
と
実
質
的
に
同
一
の
形
態
の
商

品
を
作
り
出
す
こ
と
を
い
う
。

６　

こ
の
法
律
に
お
い
て「
営
業
秘
密
」と
は
、
秘
密
と
し
て

管
理
さ
れ
て
い
る
生
産
方
法
、
販
売
方
法
そ
の
他
の
事
業
活

動
に
有
用
な
技
術
上
又
は
営
業
上
の
情
報
で
あ
っ
て
、
公
然

と
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
い
う
。

７
～
10　

略

［
差
止
請
求
権
］

第
３
条　

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、

又
は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
は
、
そ
の
営
業
上
の
利

益
を
侵
害
す
る
者
又
は
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
対
し
、

そ
の
侵
害
の
停
止
又
は
予
防
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
、
又

は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

請
求
を
す
る
に
際
し
、
侵
害
の
行
為
を
組
成
し
た
物（
中
略
）

の
廃
棄
、
侵
害
の
行
為
に
供
し
た
設
備
の
除
却
そ
の
他
の
侵

害
の
停
止
又
は
予
防
に
必
要
な
行
為
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

［
目
的
］

第
１
条　

こ
の
法
律
は
、
事
業
者
間
の
公
正
な
競
争
及
び
こ

れ
に
関
す
る
国
際
約
束
の
的
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
、

不
正
競
争
の
防
止
及
び
不
正
競
争
に
係
る
損
害
賠
償
に
関
す

る
措
置
等
を
講
じ
、
も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

［
定
義
］

第
２
条　

こ
の
法
律
に
お
い
て「
不
正
競
争
」と
は
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
い
う
。

（
１
） 

他
人
の
商
品
等
表
示（
人
の
業
務
に
係
る
氏
名
、
商

号
、
商
標
、
標
章
、
商
品
の
容
器
も
し
く
は
包
装
そ

の
他
の
商
品
又
は
営
業
を
表
示
す
る
も
の
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）と
し
て
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ

て
い
る
も
の
と
同
一
も
し
く
は
類
似
の
商
品
等
表
示

を
使
用
し
、
又
は
そ
の
商
品
等
表
示
を
使
用
し
た
商

品
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
も
し
く
は
引
渡
し

の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
も
し
く
は

電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
し
て
、
他
人
の
商
品

又
は
営
業
と
混
同
を
生
じ
さ
せ
る
行
為

（
２
） 

自
己
の
商
品
等
表
示
と
し
て
他
人
の
著
名
な
商
品
等

表
示
と
同
一
も
し
く
は
類
似
の
も
の
を
使
用
し
、
又

は
そ
の
商
品
等
表
示
を
使
用
し
た
商
品
を
譲
渡
し
、

引
き
渡
し
、
譲
渡
も
し
く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示

し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
も
し
く
は
電
気
通
信
回
線

を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為

（
３
） 

他
人
の
商
品
の
形
態（
当
該
商
品
の
機
能
を
確
保
す

る
た
め
に
不
可
欠
な
形
態
を
除
く
。）を
模
倣
し
た
商

品
を
譲
渡
し
、
貸
し
渡
し
、
譲
渡
も
し
く
は
貸
渡
し

の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

（
４
） 

窃
取
、
詐
欺
、
強
迫
そ
の
他
の
不
正
の
手
段
に
よ
り

営
業
秘
密
を
取
得
す
る
行
為（
以
下「
不
正
取
得
行

為
」と
い
う
。）又
は
不
正
取
得
行
為
に
よ
り
取
得
し

た
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
も
し
く
は
開
示
す
る
行
為

（
以
下
略
） 

（
13
） 
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
他
人
に
損
害
を

不
正
競
争
防
止
法
抜
粋（
全
40
条
／
２
０
１
６
年
6
月
3
日
改
正
）
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章（
中
略
）を
商
標
と
し
て
使
用（
中
略
）し
て
は
な
ら
な
い
。

（
以
下
略
）

［
外
国
公
務
員
等
に
対
す
る
不
正
の
利
益
の
供
与
等
の
禁
止
］

第
18
条　

何
人
も
、
外
国
公
務
員
等
に
対
し
、
国
際
的
な
商

取
引
に
関
し
て
営
業
上
の
不
正
の
利
益
を
得
る
た
め
に
、
そ

の
外
国
公
務
員
等
に
、
そ
の
職
務
に
関
す
る
行
為
を（
中
略
）

さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
銭
そ
の
他
の
利
益
を
供
与

（
中
略
）し
て
は
な
ら
な
い
。

２　

略

［
適
用
除
外
等
］

第
19
条　

第
３
条
か
ら
第
15
条
ま
で
、
第
21
条（
中
略
）及
び

第
22
条
の
規
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
の
区
分

に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
適
用
し

な
い
。

（
１
） 

第
２
条
第
１
項
第
１
号
、
第
２
号
、
第
14
号
及
び
第

16
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争　

商
品
も
し
く
は
営
業
の

普
通
名
称（
中
略
）を
普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
使

用
し
、
も
し
く
は
表
示
を
し
、
又
は
普
通
名
称
等
を

普
通
に
用
い
ら
れ
る
方
法
で
使
用
し
、
も
し
く
は
表

示
を
し
た
商
品
を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
も
し

く
は
引
渡
し
の
た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、

も
し
く
は
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為

（
以
下
略
）

（
２
） 

第
２
条
第
１
項
第
１
号
、
第
２
号
及
び
第
16
号
に
掲

げ
る
不
正
競
争　

自
己
の
氏
名
を
不
正
の
目
的（
中

略
）で
な
く
使
用
し
、
又
は（
中
略
）使
用
し
た
商
品

を
譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
も
し
く
は
引
渡
し
の

た
め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
も
し
く
は
電

気
通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為（
以
下
略
）

（
３
） 

第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争　

他
人

の
商
品
等
表
示
が
需
要
者
の
間
に
広
く
認
識
さ
れ
る

前
か
ら
そ
の
商
品
等
表
示
と
同
一
も
し
く
は
類
似
の

商
品
等
表
示
を
使
用
す
る
者（
中
略
）が
そ
の
商
品
等

表
示
を
不
正
の
目
的
で
な
く
使
用
し
、
又
は
そ
の
商

品
等
表
示
を
不
正
の
目
的
で
な
く
使
用
し
た
商
品
を

譲
渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
も
し
く
は
引
渡
し
の
た

め
に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
も
し
く
は
電
気

通
信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為

［
損
害
賠
償
］

第
４
条　

故
意
又
は
過
失
に
よ
り
不
正
競
争
を
行
っ
て
他
人

の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し
た
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ

た
損
害
を
賠
償
す
る
責
め
に
任
ず
る
。（
以
下
略
）

［
損
害
の
額
の
推
定
等
］

第
５
条　

略

２　

不
正
競
争
に
よ
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
者

が
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
自
己
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
し

た
者
に
対
し
そ
の
侵
害
に
よ
り
自
己
が
受
け
た
損
害
の
賠
償

を
請
求
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
そ
の
侵
害
の
行
為

に
よ
り
利
益
を
受
け
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
利
益
の
額
は
、

そ
の
営
業
上
の
利
益
を
侵
害
さ
れ
た
者
が
受
け
た
損
害
の
額

と
推
定
す
る
。

３
～
４　

略

［
信
用
回
復
の
措
置
］

第
14
条　

故
意
又
は
過
失
に
よ
り
不
正
競
争
を
行
っ
て
他
人

の
営
業
上
の
信
用
を
害
し
た
者
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
は
、

そ
の
営
業
上
の
信
用
を
害
さ
れ
た
者
の
請
求
に
よ
り
、
損
害

の
賠
償
に
代
え
、
又
は
損
害
の
賠
償
と
と
も
に
、
そ
の
者
の

営
業
上
の
信
用
を
回
復
す
る
の
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

［
外
国
の
国
旗
等
の
商
業
上
の
使
用
禁
止
］

第
16
条　

何
人
も
、
外
国
の
国
旗
も
し
く
は
国
の
紋
章
そ
の

他
の
記
章（
中
略
）と
同
一
も
し
く
は
類
似
の
も
の（
中
略
）を

商
標
と
し
て
使
用（
中
略
）し
て
は
な
ら
な
い
。（
以
下
略
）

２　
（
前
略
）何
人
も
、
商
品
の
原
産
地
を
誤
認
さ
せ
る
よ
う

な
方
法
で
、（
中
略
）外
国
の
国
の
紋
章（
中
略
）を
使
用（
中

略
）し
て
は
な
ら
な
い
。（
以
下
略
）

３　

何
人
も
、
外
国
の
政
府
も
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
監

督
用
も
し
く
は
証
明
用
の
印
章
も
し
く
は
記
号（
中
略
）と
同

一
も
し
く
は
類
似
の
も
の（
中
略
）を（
中
略
）商
標
と
し
て
使

用（
中
略
）し
て
は
な
ら
な
い
。（
以
下
略
）

［
国
際
機
関
の
標
章
の
商
業
上
の
使
用
禁
止
］

第
17
条　

何
人
も
、
そ
の
国
際
機
関（
中
略
）と
関
係
が
あ
る

と
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
で
、
国
際
機
関
を
表
示
す
る
標
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不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に

損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
そ
の
営
業
秘
密
の
管
理
に

係
る
任
務
に
背
き
、
次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
法

で
そ
の
営
業
秘
密
を
領
得
し
た
者

（
４
）〜（
９
）　

略

２　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
５
年
以
下

の
懲
役
も
し
く
は
５
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は

こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
１
）　

不
正
の
目
的
を
も
っ
て
第
２
条
第
１
項
第
１
号
又
は

第
14
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争
を
行
っ
た
者

（
５
）　

商
品
も
し
く
は
役
務
も
し
く
は
そ
の
広
告（
中
略
）に

そ
の
商
品
の
原
産
地
、
品
質
、
内
容
、
製
造
方
法
、

用
途
も
し
く
は
数
量
又
は
そ
の
役
務
の
質
、
内
容
、

用
途
も
し
く
は
数
量
に
つ
い
て
誤
認
さ
せ
る
よ
う
な

虚
偽
の
表
示
を
し
た
者（
以
下
略
）

（
６
）〜（
７
）　

略

３　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
10
年
以
下

の
懲
役
も
し
く
は
３
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又

は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
１
）　

日
本
国
外
に
お
い
て
使
用
す
る
目
的
で
、
第
１
項
第

１
号
又
は
第
３
号
の
罪
を
犯
し
た
者

（
２
）〜（
３
）　

略

４
～
12　

略

第
22
条　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
も
し
く
は
人
の
代
理
人
、

使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に

関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き

は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
当
該
各

号
に
定
め
る
罰
金
刑
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金

刑
を
科
す
る
。

（
１
）　

前
条
第
３
項
第
１
号（
中
略
）、
第
２
号（
中
略
）も
し

く
は
第
３
号（
中
略
）又
は
第
４
項（
中
略
）　

10
億
円

以
下
の
罰
金
刑

（
２
）　

前
条
第
１
項
第
１
号
、
第
２
号
、
第
７
号
、
第
８
号

も
し
く
は
第
９
号（
中
略
）又
は
第
４
項（
中
略
）　

５

億
円
以
下
の
罰
金
刑

（
3
）　

前
条
第
２
項　

３
億
円
以
下
の
罰
金
刑

２
～
３　

略

（
４
） 

第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争　

他
人

の
商
品
等
表
示
が
著
名
に
な
る
前
か
ら
そ
の
商
品
等

表
示
と
同
一
も
し
く
は
類
似
の
商
品
等
表
示
を
使
用

す
る
者（
中
略
）が
そ
の
商
品
等
表
示
を
不
正
の
目
的

で
な
く
使
用
し
、
又
は（
中
略
）使
用
し
た
商
品
を
譲

渡
し
、
引
き
渡
し
、
譲
渡
も
し
く
は
引
渡
し
の
た
め

に
展
示
し
、
輸
出
し
、
輸
入
し
、
も
し
く
は
電
気
通

信
回
線
を
通
じ
て
提
供
す
る
行
為

（
５
） 

第
２
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
不
正
競
争　

次
の

い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
行
為

イ　

日
本
国
内
に
お
い
て
最
初
に
販
売
さ
れ
た
日
か

ら
起
算
し
て
３
年
を
経
過
し
た
商
品
に
つ
い
て
、

そ
の
商
品
の
形
態
を
模
倣
し
た
商
品
を
譲
渡
し
、

貸
し
渡
し
、
譲
渡
も
し
く
は
貸
渡
し
の
た
め
に

展
示
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

ロ　

他
人
の
商
品
の
形
態
を
模
倣
し
た
商
品
を
譲
り

受
け
た
者（
中
略
）が
そ
の
商
品
を
譲
渡
し
、
貸

し
渡
し
、
譲
渡
も
し
く
は
貸
渡
し
の
た
め
に
展

示
し
、
輸
出
し
、
又
は
輸
入
す
る
行
為

（
６
） 

第
２
条
第
１
項
第
４
号
か
ら
第
９
号
ま
で
に
掲
げ
る

不
正
競
争　

取
引
に
よ
っ
て
営
業
秘
密
を
取
得
し
た

者（
中
略
）が
そ
の
取
引
に
よ
っ
て
取
得
し
た
権
原
の

範
囲
内
に
お
い
て
そ
の
営
業
秘
密
を
使
用
し
、
又
は

開
示
す
る
行
為

（
７
）〜（
８
）　

略

２　

略

［
罰
則
］

第
21
条　

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
10
年

以
下
の
懲
役
も
し
く
は
２
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

（
１
） 

不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は
そ
の
保
有
者
に

損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
詐
欺
等
行
為（
中
略
）又
は

管
理
侵
害
行
為（
中
略
）に
よ
り
、
営
業
秘
密
を
取
得

し
た
者

（
２
） 

詐
欺
等
行
為
又
は
管
理
侵
害
行
為
に
よ
り
取
得
し
た

営
業
秘
密
を
、
不
正
の
利
益
を
得
る
目
的
で
、
又
は

そ
の
保
有
者
に
損
害
を
加
え
る
目
的
で
、
使
用
し
、

又
は
開
示
し
た
者

（
３
） 
営
業
秘
密
を
保
有
者
か
ら
示
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
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